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蔵室にて年代・種類別に収蔵品を保管 
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第 1 章 プロジェクトの背景・経緯 

1-1 プロジェクトの背景 

インドシナ半島東岸に位置するベトナム社会主義共和国（以下、「ベ」国という）は、人口

約 9,700 万人、国土面積約 32 万 Km21を有し、中華人民共和国、ラオス人民民主共和国、カ

ンボジア王国と国境を接する社会主義共和制国家である。 

「ベ」国は、紀元前 7 世紀頃の北部大河川デルタ地域における水稲栽培技術を持つ小集落

の形成に始まり、18 世紀初頭に阮（グエン）朝による全土統一の達成まで、歴史的に現在の

中国やカンボジアを起源とする諸王朝の影響を強く受け、北部ハノイやハイフォン、中部フ

エ、南部ホーチミンを中心に独自の文化形成が進んできた。また、1887 年以降は、欧米文化

の流入が進み、フランスからの独立を果たす 1945 年にかけて、ベトナムと欧米の文化が融合

した建造物や街並みが形成されていった。このため、国連教育科学文化機関（UNESCO）に

登録されている世界文化遺産 5 件、無形文化遺産 12 件、記憶遺産 4 件と、多様な歴史文化財

が今なお多数残存し、国の観光産業をけん引する貴重な観光資源となっている一方、経済成

長による人口増加や生活様式の変化、さらには外国人観光客の増加に伴うオーバーツーリズ

ムにより国内文化遺産の劣化や破損が顕在化しており、文化遺産の持続的保全が急務の課題

となっている。 

ベトナム国立歴史博物館（以下、「VNMH」という）は、2011 年 11 月の「ベ」国首相令

1674/QD-TT 号によって旧ベトナム国立歴史博物館（1958 年開館）と旧ベトナム革命博物館

（1959 年開館）の運営を統合する形で発足し、国内で初めて文化遺産・文化財（以下、「資

料」という）の修復・保存専門の独立部署を設置した博物館であり、地方に設置された博物

館や行政機関等より年間 100 件以上の資料の修復・保存要請が寄せられ、「ベ」国における資

料の修復・保存活動の中核組織としての役割を担っている。 

他方、「ベ」国における高温・多湿の環境が貴重な歴史資料の劣化を著しく促進しており、

修復・保存活動が急務となっているものの、VNMH の修復・保存作業に用いる機材に限りが

あり、国内における資料の修復・保存要請に対応しきれていない上に、限られた機材のため、

各資料の状態に合わせた最善の修復・保存処置の実施が困難な状況に置かれている。このた

め、VNMH に対する資料の修復・保存用機材の整備を通じた国内文化遺産・文化財の保全・

修復活動の質的・量的向上が喫緊の課題となっている。 

こうした背景から、VNMH の文化遺産保全・修復作業に要する機材を整備することにより、

当国の文化遺産保全・修復に関する作業環境整備や共同研究の促進及び技術普及を図り、も

って文化遺産の保全及び同分野の高度人材育成に寄与するために、「ベ」国政府は機材整備に

必要な資金協力を我が国に要請した。 

 

1-2 無償資金協力の要請内容 

(1）要請年月：2022 年 9 月 

(2）要請金額：71 百万円 

(3）要請内容： 

                                              
1 2020、2021 年世界銀行 
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i) 分析・鑑定用：デジタル顕微鏡、高透過性 X 線装置、携帯型蛍光 X 線分析計等 

ii) 修復・保存用：無酸素殺虫装置、真空密閉機、乾燥オーブン、ヒュームフード、蒸留水

製造機 

 

1-3 我が国の関連分野への協力 

近年の我が国の「ベ」国に対する文化遺産保護関連セクターにおける協力は、主に民間ベ

ースで実施されている。日本の住友財団は、2013 年から 2018 年まで、九州国立博物館の協

力を得て VNMH に対して所蔵品等の資料の保全に関する技術協力を実施している（表-1）。 

 

表-1 我が国の関連分野への協力実績 

実施団体名 実施期間 協力内容 概要 事業費 

住友財団 2013-2018 技術協力 博物館所蔵資料の修復 24,000,000 円 

（出典：ベトナム国立歴史博物館資料） 

1-4 他ドナーの援助動向 

VNMH に対する他ドナーによる支援としては、次表のとおりベルギーのワロン・ブリュッ

セル（フランス語共同体）が 2002 年から 2015 年にかけて、VNMH への修復・保存の専門家

派遣を通じた修復・保存技術研修並びに機材供与を通じた支援を実施している。VNMH によ

ると 2022 年 5 月時点で、本計画に関連する修復・保存に関する他ドナーによる援助は見込ま

れていない。 

表-2 他ドナーの協力実績 

国名 実施団体名 実施期間 協力内容 概要 事業費 

ベルギー 

APEFE, The Wallonie 

Bruxelles 
2002- 2010 技術協力 

資料修復・保存技術研修

及び機材供与 
NA 

APEFE, The Wallonie 

Bruxelles 
2010-2012 技術協力 

資料修復・保存技術研修

及び機材供与 
NA 

APEFE, The Wallonie 

Bruxelles 
2013- 2015 技術協力 

博物館内修復・保存セン

ター設立支援 
NA 

（出典：ベトナム国立歴史博物館資料） 
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第 2 章 プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制 

2-1-1 組織・人員 

VNMH は、同国の文化に係る政策の実施を担う文化・スポーツ・観光省傘下にある。2022 年 5 月

現在、正職員 124 名、有期雇用 30 名の計 154 名が所属し、館長 1 名、副館長 2 名からなる役員会直

下に、資料の修復・保存業務を担う保存部を含め、9 部門体制にて館の運営が行われている。修復・

保存業務を担う保存部は 1 名の責任者及び職員 9 名の計 10 名から構成される。また、館内には大学

での修学や国内外における技術研修を通じて修復・保存技能を習得している技術職員がおり、保存部

による修復・保存業務を支援している。組織図は図-1 のとおりである 

 

図-1 ベトナム国立歴史博物館組織図 

（出典：ベトナム国立歴史博物館資料） 

2-1-2 財政・予算 

VNMH の予算（収入）は、年度によって増減するものの、年間およそ 470 億ドン（約 2.82 億円）

であり、政府からの予算割当と入館料・土地貸借料が主な収入源となっている（1 ドン=0.0060 円で

換算）。「ベ」国政府による予算割当は通常予算と予備費に分類され、前年度の支出実績に基づき毎年

9 月に VNMH が政府へ予算申請を行っている。申請額は年間固定の通常予算 310 億ドン及び予備費

70 億ドンから 130 億ドンであり、年間約 10 億ドンが通常予算から保存部の活動費用として割り当て

られている。また、毎年の VNMH の独自収入は、入館料収入が約 40 億ドン、土地貸借料等が約 40

億ドンとなっているが、コロナウィルス流行の影響により 2020 年度及び 2021 年度の収入は減少傾向

にある。 

VNMH の主な支出は、人件費（給料・賃金）、光熱費、通信費、施設・機材の維持管理費、その他

経費（特別展や研修活動費、広報費等）等であり、年間総額で約 470 億ドンである。VNMH は上記の

通り入館料・土地貸借料などの独自の収入源があるものの、毎年の収支額と支出額は一致するよう調

整されるため、予算不足や余剰収入は発生していない。2018 年度から 2022 年度の VNMH 収支実績

及び予算計画は表-3 のとおりである。 

なお、本計画の実施のため既存施設の改修に加え、整備する修復・保存用機材の運用・維持管理費

用の追加的な発生が見込まれるが、VNMH は管轄省庁である文化・スポーツ・観光省に対し、予算申

請を行い必要な予算を確保することを確認した。 

 

 

技術・警備部
責任者 1名

職員 6名

教育・公共部
責任者 1名

職員 14名

渉外部
責任者 1名

職員 8名

付属図書館
責任者 1名

職員 9名

文化スポーツ
観光省

国立歴史博物館
館長 1名

副館長 2名

展示部
責任者 1名

職員 19名

研究・収集部
責任者 1名

職員 14名

保存部
責任者 1名

職員 9名

展示品管理部
責任者 1名

職員 18名

管理部
責任者 1名

職員 15名
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表-3 ベトナム国立歴史博物館収支状況（2018～2022 年度） 

 （単位：ドン） 

 
（備考）会計年度：1 月 1 日～12 月 31 日 

（出典：ベトナム国立歴史博物館資料） 

 

2-1-3 技術水準 

VNMH の保存部にて修復・保存作業を担当する 10 名の技術者（表-4）は博物館学の学士（修士）ま

たは化学の学士（修士）を有し、いずれの職員も 10 年以上に亘り VNMH において資料の修復・保存

業務に従事しており、保全・修復活動に必要とされる基礎知識・技術を有することが確認された。今

回、要請がなされている高度な使用技術を必要とする無酸素殺虫装置、リーフキャスティング機、加

圧式脱酸噴霧器、デジタル顕微鏡、携帯型蛍光 X 線分析計、文化財洗浄機等については、本格的な使

用経験がないものの、VNMH の職員が国内外における技術研修にて当該機材の使用方法に関する講義

を受講していることから、機材の納入に合わせた初期操作指導の実施や VNMH 内部での OJT 研修を

通じ、機材の使用に必要とされる技術水準は確保可能と判断される。 

  

年度 2018 2019 2020 2021 2022

政府予算 39,200,000,000            43,350,000,000            41,000,000,000            38,000,000,000            44,000,000,000            

　　　固定通常予算 31,000,000,000            31,000,000,000            31,000,000,000            31,000,000,000            31,000,000,000            

　　　予備費 8,200,000,000              12,350,000,000            10,000,000,000            7,000,000,000              13,000,000,000            

入館料収入 4,090,500,000              4,074,300,000              948,600,000                 291,000,000                 730,000,000

その他収入（土地貸借料等） 4,109,314,700              3,774,538,000              6,104,888,467              4,154,125,756              1,956,921,000

合計 47,399,814,700            51,198,838,000            48,053,488,467            42,445,125,756            46,686,921,000            

給料・賃金              15,888,784,266              16,463,229,172 15,531,859,731            15,199,362,803            15,199,362,803            

電気代 1,972,802,078              1,937,308,426              2,040,643,226              2,100,160,186              2,100,160,186              

通信費                      47,028,161                      40,830,039 33,499,540                    34,805,648                    34,805,648                    

施設・機材購入費 1,000,000,000

施設 365,908,700                 

機材

施設・機材維持管理費 1,400,000,000

施設 680,105,215                 285,546,768                 1,267,497,208              1,068,717,503              

機材 1,113,897,908              790,559,708                 965,224,341                 415,271,000                 

その他支出 19,497,197,072            18,965,455,187            18,214,764,421            16,626,808,616            13,952,592,363

予備的支出 8,200,000,000              12,350,000,000            10,000,000,000            7,000,000,000              13,000,000,000.00

合計 47,399,814,700            50,832,929,300            48,053,488,467            42,445,125,756            46,686,921,000            

収入

支出
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表-4 保存部の技術者リスト 

No. 役職 
経験 

年数 
専門 

1 部長 28 年 化学・文化財管理学 

2 副部長 19 年 化学（機材管理責任者） 

3 職員 32 年 博物館学 

4 職員 17 年 博物館学 

5 職員 13 年 博物館学 

6 職員 11 年 化学 

7 職員 15 年 博物館学 

8 職員 13 年 ファインアート 

9 職員 14 年 博物館学 

10 職員 13 年 博物館学 

（出典：ベトナム国立歴史博物館資料） 

  

2-1-4 既存施設・機材 

(1) 既存施設 

VNMH は、ハノイ市内の観光地区ともなっているタンロン水上劇場やハノイ歌劇場が林立するホ

アンキエム湖東部のハノイ旧市街地の一角に位置する。VNMH は、旧国立歴史博物館と旧革命博物

館の 2 つの博物館から構成されており、総敷地面積約 2 万 m2、総展示面積 3,800m2 を有する。 

旧国立歴史博物館は、1958 年に当時のルイ・フィノー美術館を旧国立歴史博物館として再開館し

た博物館であり、敷地内の正面にはフランスの建築様式とベトナムの建築様式が融合したインドシナ

様式の展示棟が立地し、これに隣接する事務棟の 1 階に既存の修復・保存室が配置されている。旧国

立歴史博物館の展示棟は、仕切りのない長方形型のオープンスペースとなっており、1 階に有史以前

から 13 世紀李朝末期、2 階に 14 世紀胡朝から 1945 年阮朝末期までの資料がそれぞれ展示されてい

る。また、展示棟 2 階には紀元後 192 年から 19 世紀前半にベトナム南部で繁栄したチャンパ王国時

代の石像資料も展示されている。なお、展示棟は地下 1 階、地上 2 階建、事務棟は地上 3 階建であ

る。 

一方、旧革命博物館は 1917 年に旧仏領インドシナ貿易省庁舎として建設された建屋をホー・チ・

ミン元国家主席が 1959 年に革命博物館として再開館させた博物館であり、敷地内に「ロ」の字型に

展示棟・事務棟・特別展示棟が配置され、事務棟内にイベント用の講堂が設けられている。館内には、

阮朝中期から 1945 年 8 月革命までの資料が展示されているが、2022 年 5 月の調査時点で旧革命博物

館は独自予算にて展示棟の全面改修工事を行っており、2022 年秋ごろの再開館を予定している。 

 

(2) 既存機材 

VNMHが保有する修復・保存作業に用いる機材は、旧国立歴史博物館敷地内の事務棟1階の修復・

保存室にて保管・使用されており、それら機材の概要は表-5のとおりである。表-5に示した既存機材

は、VNMHの予算で購入した機材及びベルギーや日本のドナーによる技術協力の一環にて供与された

ものであるが、VNMHの予算不足のため、修復・保存作業に用いる機材の種類・数量が絶対的に不足

している上に、ヒュームフードや薬品保管庫等の既存機材の一部は、老朽化のため機能低下や稼働不
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全が発生しており、更新が必要な状況にある。 

 

表-5 既存機材リスト 

 

 

（備考）状態 : A=使用可能、B=問題あるが使用可能、C=使用不可能 

（出典：ベトナム国立歴史博物館資料） 

No. 機材名 数量 購入年 使用頻度 使用場所 状態

1 蛍光ランプ 2台 2017 毎日（対象物による） 第2修復・保存室 A

2 拡大鏡 2台 2004 毎日（対象物による） 第2修復・保存室 A

3 ヒュームフード 2台 2004 毎日（対象物による） 第1、第2修復・保存室 B

4 薬品保管庫 3台
1970

2003
常時 第1修復・保存室 B

5 乾燥オーブン 1台 2008 時々（対象物による） 第1修復・保存室 A

6 冷凍庫 1台 2004 時々（対象物による） 旧革命博物館倉庫 A

7 殺虫用チャンバー 1台 2004 時々 旧革命博物館倉庫 A

8 蒸留水製造装置 1台 2003 毎日 第1修復・保存室 B

9 紫外線測定機 1台 2008 時々 第1修復・保存室,館内 A

10 照度計 1台 2012 時々 第1修復・保存室,館内 A

11 環境汚染測定機 1台 2008 時々 第1修復・保存室,館内 A

12 pH測定機（薬品使用型） 1台 2014 時々 第1修復・保存室 A

13 塩素計 1台 2018 時々 第1修復・保存室 A

14 加湿器 3台 2007 毎日 第1、第2修復・保存室 A

15 スチームクリーナー 1台 2016 時々 第1、第2修復・保存室 A

16 ドライキャビネット 3台 2006 常時 第2修復・保存室 A

17 電子秤 2台
2018

2016
時々 第1、第2修復・保存室 A

18 超音波クリーナー 1台 2003 時々 第1、第2修復・保存室 A

19 ハンドグラインダー 1台 不明 時々 第1、第2修復・保存室 B

20 修復用ツール（ピンセット等） 1式 2018 時々 第1、第2修復・保存室 A

21 万力 3台 不明 時々 第1修復・保存室 A

22 電気コテ 1台 不明 時々 第1、第2修復・保存室 A

23 デジタルカメラ 1式 2010 時々 第1、第2修復・保存室 A
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2-2 環境社会配慮及びグローバルイシューとの関連 

2-2-1 環境社会配慮 

本計画を実施することにより環境や社会に重大で望ましくない影響を及ぼす可能性はなく、また本

計画実施対象地域で住民生活に好ましくない影響を及ぼすこともない。JICA の環境社会配慮ガイド

ラインでは、環境や社会への望ましくない影響が最小限かあるいはほとんどないと考えられる協力事

業として、カテゴリーC に分類される。 

 

2-2-2 その他（グローバルイシュー等との関連） 

特になし。 
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第 3 章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要 

3-1-1 上位計画 

「ベ」国政府は、2021 年 7 月 15 日付で「文化遺産の価値保全及び持続的な活用プログラム（2021

～2025 年）」（No.1230/QĐ-TTg）を首相承認し、国の持続可能な発展のために、政治的、文化的、歴

史的価値のある文化遺産を保全及び活用することを決定した。同首相決定では、優先度の高い具体策

として「国家レベル、また、主要経済地域及び観光地における博物館の展示物の改善、並びに館内の

関連資機材の更新」を挙げている。これらの政策は、本計画の目的と合致するものであることから、

本計画は「ベ」国の上位計画に合致している。 

また、我が国の「対ベトナム社会主義共和国国別開発協力方針」（2017 年 12 月）において、重点分

野の一つである「成長と競争力強化」（中目標）として、産業人材育成を支援することとしている。

更に、「対ベトナム社会主義共和国 JICA 国別分析ペーパー」（2020 年 6 月）でも、産業競争力強化・

人材育成を重点課題と位置付け、高度人材育成を推進していく方針を打ち出している。本計画は、機

材供与を通じて大学との共同研究や地方博物館への技術移転等が推進され、これにより文化遺産保全

分野における科学技術が醸成・普及し、もって文化遺産保全に関する高度専門人材の育成が期待され

ることから、これら開発目標に合致する。 

 

3-1-2 当該セクターの現状 

VNMH は、「ベ」国の国宝 22 点を含む約 15 万点2の歴史資料を収蔵し、国内 6 大国立博物館のう

ち、歴史・文化財の収蔵・展示数において国内最大級の規模を誇り、地方に設置された博物館や行政

機関等より年間 100 件以上の資料の修復・保存要請が寄せられ、「ベ」国における資料の保全・修復

活動の中核組織としての役割を担っている。 

VNMH の収蔵・展示物は土器、石器、石像、青銅器（ドラム、貨幣、武器）、陶磁器、書物、織物、

絵画、木造彫刻、写真など多岐にわたり、来館者の動線に合わせて年代ごとに資料が常設展示されて

いる。このほか、VNMH は年間 2～3 回程度特別展を開催している。 

VNMHの年間来館者数は、2018年に約52万人であったが、2019年には約200万人にまで増加した。

但し、来館者の約7割が外国人観光客であったこともあり、コロナウィルスの流行により2020年、

2021年の来館者数は減少しているものの、コロナウィルスによる渡航制限が解除されつつある2022

年以降は、再び来館者の増加が見込まれる。 

表-6 ベトナム国立歴史博物館 来館者数 

訪問目的 
来館者数（人） 

2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 

常設展示 N/A   528,000  1,967,528 42,654  17,508 

（出典：ベトナム国立歴史博物館資料） 

 

 VNMH 収蔵資料は、研究・収集部が収集を担当し、VNMH 内部の評価委員会により収蔵の可否が

判断される。当該委員会により収蔵の価値を有すると判断された資料のみ、館内に持ち込まれた順番

                                              
2 貨幣などの資料は複数枚を 1 アイテムとして登録しているため、実際の収蔵数は約 20 万点となる。 



 

9 

並びに資料の種類によって 2 つのシリアル番号が付与され、発掘・採集場所、保存状態に関連する情

報とともに、博物館の紙媒体の資料台帳へ登録される。その後、温度・湿度管理された収蔵室に資料

の年代・種類毎に保管される。2022 年時点での VNMH 収蔵品の概要は表-7 のとおりである。VNMH

は、収蔵品及び展示品の状態を分析し、優先度を設定した上で、修復・保存室にて修復・保存作業を

行っている。 

表-7 収蔵品・展示品の概要（2022 年時点） 

 

（出典：ベトナム国立歴史博物館資料） 

 

VNMH が保管する 20 万点の資料は、青銅器、陶磁器から書物、織物に至るまで多種・多様である

が、資料の成分分析や修復・保存作業に用いる機材の種類・数量の不足により、資料の特性に応じた

修復・保存手法の採用が困難な状態にあることから、VNMH にて修復・保存処置可能な資料が限定

されている状況である。 

また、VNMH による修復・保存の対象となる資料は、旧国立歴史博物館と旧革命博物館の 2 つの博

物館の双方において、空調機を完備した収蔵室に保管されている。VNMH は定められた頻度にて収

蔵室における温湿度の測定・記録・調整を行いつつ資料の適切な環境での保管を確保し、資料の劣化

防止に努めているが、空調機を完備した収蔵室に保管されている資料であっても、長期保管時はカビ

やバクテリア、ダニ等の害虫による劣化や損傷を完全には防止できず、定期的に資料の殺虫処理を行

う必要がある。しかし、VNMH の保管する多種・多様な資料の特性に対応した殺虫処理用の機材が

整備されておらず資料の保全・修復活動に支障をきたしている。 

 

3-1-3 プロジェクトの目的 

本計画は、VNMH に対し、文化遺産の保全・修復に要する機材を整備することにより、当国の文化

遺産保全・修復に関する作業環境や共同研究の整備及び技術普及を図り、もって文化遺産の保全及び

同分野の高度人材育成に寄与することを目的とする。 

 

収蔵品 主な収集品・工芸品・文化財の種類
収集品・工芸品・文化財

の主な材質
収集品・工芸品・文化財

の数量（点）

原始時代の石器類 斧、イヤリング、腕輪等 石                                      45,697

古代の青銅器類 太鼓、武器、工具、宝石 青銅                                      10,000

古代アジア地域の収蔵品 礼拝用品、 雑貨 陶磁器                                         6,000

古代の紙、織物、木材の収蔵品 絵・衣服、木像、日用品等 紙、織物、木材                                         2,500

封建時代の青銅器・石材 武器、礼拝用品、 楽器、石碑 青銅、石                                         1,000

ベトナム陶磁器 礼拝用具、建築装飾品、建築材料、雑貨 木材                                      10,000

クーラオチャム島の収蔵品 クーラオチャム島沖の沈没船からの収集品 陶磁器                                         5,000

グエン朝時代の王室収蔵品 印章、金属製書籍、刀剣等 金、銀、宝石原石                                         2,500

戦国時代の収蔵品 建築装飾、 像、横漆塗り板等 木材                                            400

青銅コイン 青銅コイン 青銅  目録100セット

陶磁器類 陶磁器 陶磁器                                         5,000

金属製の収蔵品
党・政府の指導者・革命者の使用した生産用工具、武器、経
済的生産物、日常生活用具、記念品、メダル、記章等

金属                                         3,600

紙製の収蔵品
自筆原稿、ポスター、チラシ、証書、卒業証書、議事録、決
議文、日記、革命新聞、書籍、宣伝資料、フランス秘密警察
の監視記録等

紙                                      36,000

織物の収蔵品
国旗、民族衣装、軍服、スローガン、および芸術家・彫刻
家・画家による革命戦争をテーマに制作した芸術作品等

織物、絵画                                         3,400

大型の収蔵品
レジスタンス戦争時に党・政府の指導者が使用した日常生活
における生産用工具、什器、手工芸品

各種                                         2,700

贈答品 ホーチミン主席への贈答品 各種                                         2,700

中間的保管品 各種                                         4,000

展示品 主な収集品・工芸品・文化財の種類
収集品・工芸品・文化財

の主な材質
収集品・工芸品・文化財

の数量（点）

・古代の展示品（原史時代から20

世紀初頭まで）
・近代の展示品（20世紀以降現在

に至るまで）

                                        4,000

144,597                                  

2.展示品

1-1.古代の収蔵品

1-2.近代の収蔵品

3.収蔵品・展示品の数量
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3-2 無償資金協力による計画 

3-2-1 設計方針 

本計画は、「ベ」国における貴重な歴史資料を保全・展示している VNMH に対し、修復・保存用の

機材を整備するものであり、「ベ」国政府の要請内容と現地調査及び協議の結果を踏まえて、以下の

方針に基づき計画する。 

(1) 「ベ」国における歴史資料の保全・修復活動において中心的な役割を果す博物館として、

VNMH が有する多様な資料の修復・保存作業に必要とされる修復・保存用の機材を選定する。 

(2) 機材は、VNMH における既存機材を考慮した、適正な種類・数量とする。 

(3) 要請機材が多数かつ高額な機材も含まれるため、保全・修復活動に照らし合わせ機材の優先度

を設定し、当該優先度を踏まえて整備する。 

 

3-2-2 基本計画（機材計画） 

上記設計方針に基づき、各種機材の使用目的、VNMH の要望等を勘案の上、計画対象機材の選定

を行った。各機材の具体的な選定方針は次のとおりである。 

(1) 日本国内外の類似する歴史博物館において使用されている機材を基本とする。 

(2) 既存機材の老朽化の程度も考慮し、老朽化した機材の入れ替えも含み、施設全体で適正な種

類・数量とする。 

(3) VNMH の修復・保存室の改修計画に合致し、適正な設置が行える機材とする。 

(4) 高度な技術を要する機材については、必ず初期操作研修の実施を前提し、初期操作研修の実施

が可能な機材とする。 

本計画における機材の用途、使用場所（整備場所）は表-8 のとおりである。 

表-8 機材活用計画 

No. 機材名 数量 使用目的 
使用場所 

（整備場所） 

1 デジタル顕微鏡 1 台 資料の表面分析 修復・保存室 

2 高透過性 X 線装置 1 台 資料の形状分析 同上 

3 携帯型蛍光 X 線分析計 1 台 資料の成分分析 同上 

4 紫外線ライト 1 台 資料の表面観察 同上 

5 無酸素殺虫装置 1 式 資料の殺虫処理 同上 

6 凍結機 1 台 紙資料の殺虫処理 同上 

7 真空密閉機 1 台 資料の防虫・殺虫処理 同上 

8 乾燥オーブン 1 台 資料の高温乾燥処理 同上 

9 文化財洗浄機 1 台 資料の洗浄処理 同上 

10 加圧式脱酸噴霧器 1 式 資料の脱酸処理 同上 

11 接触型 pH 計 1 台 資料の pH 測定 同上 

12 ヒュームフード 2 台 薬品調合、修復・保存作業用 同上 

13 蒸留水製造機 1 台 作業用水の製造 同上 

14 プリザベーションペンシル 1 台 紙資料のクリーニング 同上 

15 リーフキャスティング機 1 台 紙資料の修復 同上 
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No. 機材名 数量 使用目的 
使用場所 

（整備場所） 

16 換気機能付薬品保管庫 3 式 修復・保存用薬品の保管 同上 

17 文化財用掃除機 1 台 資料のクリーニング 同上 

18 赤外線ライト 1 台 資料の糊等の乾燥固定 同上 

19 LED 付拡大鏡 4 台 資料の観察 同上 

20 ハンドグラインダー 1 式 資料の表面研磨 同上 

21 環境測定計 2 台 部屋の温度・湿度測定 同上 

22 蓄圧式噴霧器 4 台 資料の修復薬液の噴霧 同上 

23 LED トレース台 3 台 資料透過観察 同上 

24 イーゼル 2 台 資料の修復用台 同上 

25 サーモカッターナイフ 1 式 資料の切断 同上 

26 修復ツールキット 1 式 資料の修復 同上 

27 可搬型空気清浄機 2 台 修復・保存室内の空気清浄 同上 

（出典：ベトナム国立歴史博物館資料） 

 

「ベ」国の電圧は単相 AC220V、三相 AC380V、周波数は 50Hz、コンセントは A タイプと C タイ

プの複合型が多く、A タイプまたは C タイプも存在するが、VNMH は本計画のための修復・保存室

の改修時にはコンセントは A タイプと C タイプの複合型とする予定であり、調達する機材は同国の

電圧・電源に合致するものとする。 

 

3-2-3 調達計画 

(1) 資機材等調達先 

 本計画における資機材等調達先は表-9 のとおりである。 

 

表-9 資機材等調達先 

No. 機材名 
調達先 原産国 

（想定国/地域） 現地 日本 第三国 

1 デジタル顕微鏡  〇  日本 

2 高透過性 X 線装置  〇  日本 

3 携帯型蛍光 X 線分析計  〇  DAC 諸国、ASEAN 諸国 

4 紫外線ライト  〇  DAC 諸国 

5 無酸素殺虫装置   〇 イタリア 

6 凍結機  〇  DAC 諸国 

7 真空密閉機  〇  日本 

8 乾燥オーブン   〇 DAC 諸国 

9 文化財洗浄機   〇 DAC 諸国 

10 加圧式脱酸噴霧器   〇 DAC 諸国、ASEAN 諸国 

11 接触型 pH 計  〇  
DAC 諸国、ASEAN 諸

国、ルーマニア 
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No. 機材名 
調達先 原産国 

（想定国/地域） 現地 日本 第三国 

12 ヒュームフード  〇  日本 

13 蒸留水製造機  〇  DAC 諸国 

14 プリザベーションペンシル   〇 DAC 諸国 

15 リーフキャスティング機   〇 DAC 諸国 

16 換気機能付薬品保管庫  〇  DAC 諸国 

17 文化財用掃除機   〇 DAC 諸国 

18 赤外線ライト  〇  
DAC 諸国、中国、

ASEAN 諸国 

19 LED 付拡大鏡  〇  DAC 諸国、中国 

20 ハンドグラインダー  〇  DAC 諸国 

21 環境測定計  〇  DAC 諸国 

22 蓄圧式噴霧器  〇  DAC 諸国 

23 LED トレース台  〇 〇 DAC 諸国 

24 イーゼル  〇  DAC 諸国、台湾 

25 サーモカッターナイフ  〇  DAC 諸国 

26 修復ツールキット  〇  DAC 諸国、ASEAN 諸国 

27 可搬型空気清浄機   〇 DAC 諸国、中国 

 

(2) 輸送計画 

本計画で調達される機材の輸送は、日本側の経費負担により、調達契約業者が「ベ」国ハノイ市内

のプロジェクトサイトまで行う。 

日本で調達される機材はコンテナ詰めされ、横浜あるいは東京などの京浜地域における主要港から

海上輸送され、「ベ」国ハノイ近郊のハイフォン港で陸揚げされる。ハイフォン港での通関後、ハノ

イ市内のプロジェクトサイトである VNMH まで陸上輸送とする。第三国にて調達される機材につい

ても、それぞれの国からの海上輸送となる。 

日本からの海上輸送には約 14 日間、第三国から約 50 日、ハイフォン港で陸上げ後、内陸輸送まで

には約 10 日間を要すると見込む。「ベ」国内での免税通関等に要する期間（約 3 週間）を考慮し、全

体で約 2.7 か月を要する。 

 

(3) E/N、G/A 

交換公文（以下「E/N」という。）の署名者については、管轄省である文化・スポーツ・観光省とな

る。贈与契約（以下「G/A」という。）の署名者については VNMH を挙げたものの「ベ」国政府内で

の確認・調整が必要である事項であり、案件開始前までには決定されることを確認した。 

なお、本計画に関する要請書提出時に、管轄省である文化・スポーツ・観光省は、「ベ」国政府内

部にて本計画に係るプロジェクトプロポーザルの承認を得ているが、本計画の実施に当たりプロジェ

クトプロポーザル内容に変更が発生する場合、プロジェクトプロポーザル変更承認手続きを経た上で

E/N 及び G/A 締結となる。従って、案件開始前には予め管轄省である文化・スポーツ・観光省との間

でスケジュール調整を行う必要がある。 
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(4) B/A、A/P 

 銀行取極め（以下「B/A」という。）及び支払い授権書（以下「A/P」という。）の署名者・発行者に

ついても「ベ」国政府内での確認・調整が必要な事項であり、案件開始前には決定されることを確認

した。 

 

(5) 免税・通関手続き 

「ベ」国輸入時の関税及び付加価値税（VAT）は免税である。本計画では、基本的に「ベ」国外か

らの輸入を想定しており、免税が適用される。文化・スポーツ・観光省からは、ドナー案件に対する

機材輸入時の免税に関しては 2021 年に財務省の事前許可証を不要とする新たな法律が施行されたと

の説明がなされたが、同法に基づく無償資金協力における免税適用実績は確認できていない。従って、

本計画の輸入時手続きを進める際には、管轄省である文化・スポーツ・観光省を通じ、直近の免税の

手続きを再度確認した上で、文化・スポーツ・観光省の支援を受けつつ円滑な免税による輸入が進む

よう調整を行う必要がある。 

 

(6) 機材据付及び操作指導 

換気機能付薬品保管庫、ヒュームフード、無酸素殺虫装置の 3 品目については据付工事を必要とす

る。このうち、換気機能付薬品保管庫、ヒュームフードの 2 品目については現地代理店からの技術者

による据付工事を想定する。無酸素殺虫装置については、現地代理店が存在しないことから、日本ま

たは第三国から派遣されるメーカー技術者による据付工事を行う計画とする。 

また、使用開始に当たり高度な技術・ノウハウを必要とするデジタル顕微鏡、高透過性 X 線装置、

携帯型蛍光 X 線分析計、文化財洗浄機、加圧式脱酸噴霧器、リーフキャスティング機、真空密閉機の

計 7 品目については、維持管理を含む初期操作指導を行う計画とする。真空密閉機は現地代理店の技

術者による指導を実施する計画とし、残る 6 品目については現地代理店が存在しないことから、日本

または第三国から派遣されるメーカー技術者による指導を行う計画とする。 

 

(7) 事業実施工程表 

本計画の事業実施工程表は表-10 のとおりである。 
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表-10 事業実施工程表 

 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

実

施

設

計 

交換公文（E/N）締結                      

贈与契約（G/A）締結                      

計画内容最終確認                      

仕様書等レビュー                      

入札図書作成                      

入札図書確認                      

入札手続き                      

業者契約締結                      

業者契約認証                      

調

達

監

理 

発注                      

機器製作                      

検査・船積み                      

輸送                      

納入・開梱・据付工事                      

業務完了の確認                      

 

凡例：  ：日本国内業務 

   ：第三国業務 

   ：現地業務 

 ：想定時期 
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3-3 相手国側負担事業の概要 

本計画の実施にあたり、「ベ」国側の負担事項は表-11 のとおりである。 

 

表-11 相手国側負担事項 

項目 
概算金額 

円貨換算額 

支払授権書（A/P）発行に係る手数料 

及び A/P に基づく送金手数料 
約 400,000 円 

インフラ整備を含む施設の改修 約 16,000,000 円 

本計画実施後の年間維持管理 約 500,000 円 

 

3-4 プロジェクトの運営維持管理計画 

本計画の窓口は VNMH 館長である。供与機材の使用・運営管理・維持管理は保存部部長・副部長

及び保存部部員が担う。機材の維持管理費用は、現在の修理費・維持管理費に追加して、VNMH は管

轄省である文化・スポーツ・観光省に予算申請することを確認している。 

なお、アフターセールスサービスは、各機材のメーカーが有する日本、第三国、または「ベ」国内

の支店や代理店を通して行うこととなる。 
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第 4 章 プロジェクトの評価 

4-1 事業実施のための前提条件 

全ての機材を既存の 2 室の修復・保存室に設置できないことから、VNMH は事務棟 2 階の既存執

務室 5 室を改修して追加の修復・保存室を確保する計画としており、当該改修工事の完了が機材の納

入の前提条件となる。また、機材使用時に必要となる案件実施年度以降の追加の維持管理費の予算確

保を行う必要がある。調査段階ではいずれについても VNMH が責任を以って対応することを確認し

ている。 

 

4-2 機材納入のために必要となる工事等 

上述の改修工事に必要な費用については、既に VNMH から文化・スポーツ・観光省に予算申請済

みである。本計画の実施が確定した後に、VNMH は予算と改修計画に基づき改修工事を実施する予

定であることを確認している。 

 

4-3 プロジェクトの評価 

4-3-1 妥当性 

本計画内容は、前述の通り「ベ」国の上位計画に合致している。また、我が国の対ベトナム社会主

義共和国国別開発協力方針及び JICA 国別分析ペーパー（2020 年 6 月）にも合致している。また、本

計画は、日越外交関係樹立 50 周年及び日 ASEAN 友好協力 50 周年を迎える 2023 年に向けた実施が

期待され、親日感情の醸成や対日理解促進の観点で時宜にかなっており、二国間関係の更なる強化に

資する裨益効果に鑑みると、本計画の実施については高い妥当性が認められる。 

更に、本計画は、国連の SDGs ターゲット 4.7 で掲げる「文化多様性と文化の持続可能な開発への

貢献の理解の教育」に貢献するものであり、当該視点からも実施の意義は高い。 

  

4-3-2 有効性 

(1) 定量的効果 

指標名 
基準値 

（2021 年実績） 

目標値（2027 年） 

（事業完成 3 年後） 

分析される資料数 0 
70 件/年 

（計 210 件） 

修復・保存される陶器資料の数 230 件/年 
260 件/年 

（計 780 件） 

修復・保存される金属資料の数 240 件/年 
260 件/年 

（計 780 件） 

修復・保存される紙・繊維資料の数 80 件/年 
120 件/年 

（計 360 件） 

博物館に外部から持ち込まれ、修復

される資料数 
100 件/年 

150 件/年 

（計 450 件） 

他組織への修復・保存研修の実施数 3 件/年 
10 件/年 

（計 30 件） 

修復・保存研修受講者数 150 人/年 
200 人/年 

（計 600 人） 

（注）VNMH による修復・保存の対象とする歴史資料の種類及び修復・保存は、毎年テーマを決めて集中的に行うた
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め各年にて修復・保全が行われる資料の種類のばらつきが大きくなることから、評価については過去 3 年間の合計値

を対象とすることを前提として、目標値を設定した。 

 

(2) 定性的効果 

1) 資料の修復・保存方法が多様化し、歴史資料の長期的な保全が適切になされる。 

2) VNMH の修復・保存技術が向上し、歴史資料の修復・保存作業が改善される。 

3) 長期的に国内文化遺産の保全が促進される。 

4) VNMH の外部組織との知的・技術的交流が促進され、知見・技術が普及する。 

 

4-4 その他（広報、人材交流等） 

4-4-1 相手国側による広報計画 

本計画が実施された場合、VNMHは日本からの支援を積極的に広報する計画である。具体的には以

下のとおりである。 

1) 引渡式の開催 

2) VNMH のウェブページ、パンフレット、ソーシャルメディアに日本支援について言及 

3) 修復・保存室に日本支援に係る銘板を設置 

 

4-4-2 その他 

特になし。 
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【資料】 

1． 調査団員・氏名 

井原 英詔         団長   JICA ベトナム事務所 

細矢 慎二  機材計画  （一財）日本国際協力システム 

大友 陽平  機材調達・積算  （一財）日本国際協力システム 

 

2． 調査日程 
 日程 航空便 活動 宿泊 

1 5 月 22 日  日 
成田  (VN311) => ハノ

イ 14:00 
  ハノイ 

2 5 月 23 日 月 - 

VNMH との会議 

JICA ベトナム事務所への訪問  

在ベトナム日本国大使館への表敬 

ハノイ 

3 5 月 24 日 火 - VNMH との会議 ハノイ 

4 5 月 25 日 水 - 
文化・スポーツ・観光省との協議 

VNMH との会議 
ハノイ 

5 5 月 26 日 木 - VNMH との会議 ハノイ 

6 5 月 27 日 金 - VNMH との会議 ハノイ 

7 5 月 28 日 土 - 書類作成 ハノイ 

8 5 月 29 日 日 - 書類作成 ハノイ 

9 5 月 30 日 月 - VNMH との会議 ハノイ 

10 5 月 31 日 火 - VNMH との会議 ハノイ 

11 6 月 1 日 水 - 
VNMH との会議 

文化・スポーツ・観光省との協議 
ハノイ 

12 6 月 2 日 木 - VNMH との会議 ハノイ 

13 6 月 3 日 金 - 
JICA ベトナム事務所への報告  

在ベトナム日本国大使館への報告 
ハノイ 

14 6 月 4 日 土 
ハノイ (VN310) =>成田
7:30 

- - 
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3． 関係者（面会者）リスト 

 

ベトナム国立歴史博物館 

Mr. Nguyen Van Doan         館長 

Ms. Nguyen Van Ha       副館長 

Ms. Nguyen Thi Houng Thom 保存部部長 

Mr. Vi Van Duong   保存部副部長 

 

文化・スポーツ・観光省 

H.E. Mr. Hoang Dao Cuon  副大臣 

Ms. Nguyen Thi Hong Lie  財務計画局副局長 

Mr. Tran Nhat Hoang  国際協力局副局長 

Mr. Pham Dinh Phong  文化遺産局副局長 

Mr. Do Quang Minh  財務計画局専門家 

 

在ベトナム日本国大使館 

岡部 大介   公使 

古舘 誠幾   一等書記官 

 

JICA ベトナム事務所  

井原 英詔   次長 

加賀谷 碧   所員 

Trin Thuc Thanh Thuy  ナショナルスタッフ 

Tran Mai Anh   ナショナルスタッフ 
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4． 討議議事録及び当初要請からの変更点 

(1) 要請内容 

VNMH と合意した討議議事録は別添のとおりである。当初要請内容から変更した機材は表-12 のと

おりである。 

表-12 当初要請内容から変更した機材 

No. 機材名 要請

数量 

 変更

数量 

理由 

12 フュームフード 1 → 2 台 既存機材（2 台）の老朽化に鑑み同館での必要数

に対応する台数に変更 

16 換気機能付薬品保

管庫 

1 → 3 式 使用方法を勘案し、3 式に変更（仕様によって 2

式となる。） 

22 蓄圧式噴霧器 2 → 4 台 使用頻度に適合する台数に変更 

23 LED トレース台 1 → 3 台 A2、A3、A4 サイズ各 1 台の計 3 台と、使用方法

に適合する台数に変更 

24 イーゼル 1 → 2 台 大型絵画に使用することから対応する台数に変

更 

26 修復ツールキット 0 → 1 式 文化財の修復作業に必要となるため、追加 

27 可搬型空気清浄機 0 → 2 台 文化財の修復作業に必要となるため、追加 

 

(2) 討議議事録 

VNMH と合意した討議議事録から変更した機材は表-13 のとおりである。 

表-13 討議議事録から変更した機材 

機材名 議事録

数量 

 最終

数量 

理由 

真空チャンバー 1 台 → 0 台 要請仕様に合致した供給可能メーカーが無い

こと。また、防虫処理については既存機材及び

他の要請機材を使用した防虫処理も可能なた

め。 

 

(3) その他 

案件名について、討議議事録において以下の通り変更となった。 

＜英文＞ 

- 要請当初：The Project for Equipment Supply at Vietnam National Museum of History 

- 変 更 後：The Project for the Improvement of Conservation and Restoration Capacity for Cultural 

Heritage at the Vietnam National Museum of History 

 

＜和文＞ 

- 要請当初：ベトナム国立歴史博物館文化遺産保全・修復機材整備計画 

- 変 更 後：ベトナム国立歴史博物館における文化遺産保存・修復能力向上計画 
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5． 参考資料 

特になし。 

 

6． その他の資料・情報 

特になし。 
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第 1 章 プロジェクトの背景・経緯 

1-1 プロジェクトの背景 

パプアニューギニア独立国は（以下、「パ」国という。）は、人口 895 万人（2020 年、世界

銀行）、国土面積 46 万 km2（日本の約 1.25 倍）を有し、南太平洋にあるニューギニア島の東

半分（西半分はインドネシア国イリアン・ジャヤ州）を占め、ビスマルク諸島、ルイジアー

ド諸島など大小 600 の島から成る島嶼国である。 

「パ」国は 3 万年も前から人類が生活していたとされ、世界に存在する約 7,000 言語のう

ち 12％が同国に集中しており、今でも 600 もの異なる部族と 850 もの異なる言語があると言

われている。それら少数部族は村社会を形成し、伝統文化を守りながら暮らしており、民俗

学や文化人類学の研究者らにとって世界的に重要な国のひとつであるが、若者が通学や就労

のために地元の村を離れて都会に暮らし、森林伐採などの影響でコミュニティごと他の言語

が使われている地域に移住するなど、生活や環境の変化に伴い、村の言語が徐々に使われな

くなっている。またその言語で育った年長者から次の世代へ受け継がれることも年々難しく

なっており、部族の言語が失われつつある。 

1977 年に開館したパプアニューギニア国立美術博物館（以下、「NMAG」という。）は、多

くの文化財を収蔵する「パ」国最大規模、かつ世界的に見ても民俗学の分野において貴重な

資料を有する国立の美術博物館である。国内 22 の州から集められた 1800 年代以降の各部族

の衣装、楽器、木像、武器、絵、生活用具などの有形文化財、伝統的儀式や踊りなどの無形

文化財の記録、戦争遺品等、約 17 万点を保存・修復・展示している。そのうち約 10 万点が

過去に収録・収集した映像・音声資料で、写真やビデオなどのアナログ媒体で保管されてい

るが、品質の劣化が進んでおり、また展示・保管されている収蔵品約 7 万点も長期保存のた

めの対策を迫られている。 

NMAG は、子ども・学生らへの歴史文化教育にも力を入れ、学校の遠足や校外学習などで

は映像、音楽、写真などを用いて自国の文化や歴史を教え、国民としてのアイデンティティ

を考え、形成する機会を与えている。「パ」国の正しい歴史・文化・生活などを後世に伝える

ためには、文化財の長期保存が必要であるが、NMAG はそのために必要な機材をほとんど保

有していない。このため、同国の貴重な有形・無形の文化遺産が損なわれる危機に瀕してお

り、それらを高品質で信頼性のあるデジタル画像・映像で長期的に保存し、コレクションの

アーカイブ化を進めることが喫緊の課題となっている。 

こうした背景から、NMAG のアナログ映像・音声資料や文化財をデジタル化するために必

要な機材を整備することにより、NMAG が有する貴重な収蔵品を高品質なデジタルデータで

長期的に保存し、さらにそれらを教育用コンテンツとしても活用することを目的として、「パ」

国政府は機材整備に必要な資金協力を我が国に要請した。 

 

1-2 無償資金協力の要請内容 

(1）要請年月：2022 年 6 月 

(2）要請金額：72 百万円 

(3）要請内容： 

撮影システム（デジタルカメラセット、ポータブルライトセット） 
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編集システム（ラップトップ PC セット、ネットワークストレージ・スイッチングハ

ブセット） 

フォーマット変換システム（A1 スキャナーセット、A3 スキャナーセット等） 

視聴覚教育システム（LCD ディスプレイセット、シアタールーム用プロジェクター

セット等） 

 

1-3 我が国の関連分野への協力 

過去の我が国による文化遺産保護分野に関連した協力実績は表-1 のとおりである。 

日本は 1954 年から第二次世界大戦の戦没者の遺骨収集事業を行っており、「パ」国の法令

により、遺骨は戦争遺品として同国財産と見做され、NMAG が管轄している。そのため、

NMAG は日本からの遺骨収集調査全てに職員を同行させ、現地調査や遺骨鑑定に協力してい

る。 

表-1 我が国の協力実績 

スキーム・案件名 実施年 

事業費 

（百万

円） 

概要 

文化無償協力「国立美術博物館向

け視聴覚機材」供与 
2004 37.6 

無形文化を中心とする伝統文

化の保存 

エオラクリーク慰霊巡拝（年 2

回） 

2017～

2019 
- 

日本大使館、厚生労働省、日

本戦没者遺骨収集推進協会 

オーストラリア放送局制作ドキュ

メンタリー「Etoa: A Kokoda Track 

Story」 

2019 - 
日本大使館、厚生労働省、日

本戦没者遺骨収集推進協会 

（出典：NMAG） 

 

1-4 他ドナーの援助動向 

NMAG に対する他ドナーからの協力事業は次の表-2 のとおりである。 

表-2 他ドナーの NMAG への協力実績 

国名・機関名 年 内容 
金額

（AUD） 

オーストラリア政府 2015 口述歴史プロジェクト 300,000 

オーストラリア政府 2015～2019 ギャラリー、空調システムの改修 25,000,000 

オーストラリア政府 2018～現在 軍事遺産アドバイザー派遣 200,000/年 

オーストラリア政府 2019～現在 技術アドバイザーの派遣 200,000/年 

（出典：NMAG） 
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第 2 章 プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制 

2-1-1 組織・人員 

NMAG は、観光芸術文化省（以下、「観光省」という。）傘下の機関である。観光省は、同国の文化

芸術に係る政策の実施を担っており、図-1 の通り、レジャーとビジネスイベントの両方において海外

からの訪問客を誘致する責任を担う PNG 観光推進局、多様な有形および無形文化遺産を保存、促進、

保護することを目的とする国立文化委員会、そして NMAG の 3 団体を管轄している。これら 3 つの

団体は観光省から予算配賦を受けており、相互に連携しながら PNG の観光・芸術・文化を支えてい

る。 

 

 図-1 観光芸術文化省組織図 （出典：NMAG） 

 

NMAG は館長を責任者とし、財務・総務などの管理部門と科学研究部門の大きく 2 つに分かれて

いる。評議員を除く職員は定員 122 名のところ 2022 年 5 月現在 68 名で、図-2 の通り管理部門は 4 部

門 29 名、科学研究部門は 5 部門 30 名とゴロカにある JK マッカーシー美術館 8 名が所属している。 

 

 図-2 NMAG 組織図 （出典：NMAG） 
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2-1-2 財政・予算 

NMAG の予算は、政府からの予算とその他収入である。政府からの予算は活動費と人件費に分か

れている。政府からの予算（活動費）は運営交付金とプロジェクト費から成り、プロジェクト費につ

いては、毎年 NMAG が観光省を通じて申請し、ほぼ申請通りに承認されている。ただし実際の支給

額は政府のキャッシュフローにより減額されることもあるため、収支が赤字となった場合は、現金等

の流動資産等から補填している。支出のうち、電気代と電話代は財務省から直接全額支払いがなされ

るため、NMAG の収支リスト上は含まれない。 

その他収入は入館料や会場レンタル料、寄付金で、入館料は大人 5 キナ（約 220 円）、子ども無料、

外国人 10 キナ（約 430 円）であった。2019 年のコロナ発生以降、入館者が減少したことから無料で

開放しているが、今後状況の変化に応じ再び入館料を徴収する予定であり、2023 年には現在の平日

に加えて土日も開館する計画である。 

「パ」国の予算年度は 1 月 1 日から 12 月 31 日までである。翌年度予算は、毎年 7 月までに観光省

へ申請し、11 月に国会で諮られ、12 月に確定した後、1 月から毎月支給される。なお、本事業に係る

2023 年度予算は 2022 年 6 月に申請したことを確認済みである。 

2017～2022 年度の 6 年間における NMAG 収支実績及び予定は表-3 のとおり。 

  表-3 NMAG 収支状況 （単位：キナ） 

予算年度 
2017 2018 2019 2020 2021* 2022 

(実績) (実績) (実績) (実績) (実績) (計画) 

収入 

政府予算（活動費） 6,029,552 1,017,252 2,716,269 2,821,455 2,006,478 9,088,000 

政府予算（人件費） 3,201,936 3,273,037 3,604,502 3,394,396 4,200,000  

その他収入 620,391 13,869,500 255,491 86,706 77,188  

計 9,851,879 18,159,789 6,576,262 6,302,557 6,283,666 9,088,000 

支出 

管理費 2,901,817 2,877,379 2,076,317 1,329,457 2,564,117 2,410,000 

会計費 (0) (19,120) (4,292) (3,100)   

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・管理 (373,268) (165,489) (38,439) (50,077)   

葬儀 (1,440) (32,000) (0) (60,185)   

法定費用 (173,167) (79,198) (0) (10,000)   

事務用品・備品 (264,735) (129,759) (111,340) (111,222)  (100,000) 

資機材費 (143,934) (131,002) (25,333) (37,676)  (30,000) 

他運用費 (673,273) (565,173) (873,885) (221,865)  (30,000) 

施設費用 (0) (0) (0) (0)  (2,000,000) 

小口現金 (31,268) (26,800) (0) (24,102)   

物件賃貸 (19,400) (0) (0) (0)   

定期保守 (286,708) (1,015,245) (427,249) (427,319)  (250,000) 

ｻﾌﾞｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝ (0) (14,215) (8,280) (473)   

出張費 (322,818) (397,169) (317,827) (98,618)   
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予算年度 
2017 2018 2019 2020 2021* 2022 

(実績) (実績) (実績) (実績) (実績) (計画) 

交通・燃料費 (172,672) (202,531) (229,641) (256,671)   

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ (60,822) (30,655) (22,180) (11,671)   

ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ (378,312) (69,024) (17,851) (16,478)   

人件費 3,919,408 3,970,840 4,163,206 3,735,263 4,200,000 4,788,000 

前年度債務 449,785 383,811 286,339 269,350   

前年度費用 0 0 69,067 0   

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ運用費（ICC

ﾋﾞﾙ） 

1,580,385 1,165,308 0 0  1,400,000 

固定資産 469,373 577,992 359,356 120,448   

ICC ﾋﾞﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 558,386 612,855 0 0  500,000 

ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ 0 12,587,289 0 82,846   

計 9,879,154 22,175,473 6,954,284 5,537,363 6,764,117 9,098,000 

収支ﾊﾞﾗﾝｽ -27,275 -4,015,683 -378,022 765,194 -480,452 -10,000 

* 2022 年 9 月現在、2021 年は金額確定していない。 （出典：NMAG） 

 

2-1-3 技術水準 

本事業で整備される機材は、撮影システム、編集システム、フォーマット変換システム、視聴覚教

育システムの 4 つのグループに分けられ、主な使用者は表-4 のとおりである。機材の使用及び運用に

ついてはアクセス・教育・公開講座マネージャーが、維持管理については IT マネージャーがそれぞ

れ責任者となる。 

これら責任者の下、上級司書がアナログ資料をデジタル化するために編集システム、フォーマット

変換システムを、IT 担当、教育担当が全ての機材を使用するが、特に IT 担当は IT に関する経験や資

格を活かし、デジタル化した画像や動画をソーシャルメディアやデジタルプラットフォームにおいて

活用していく。加えて、2022 年 12 月には、撮影・編集を担当する職員 3 名を新規雇用する計画であ

る。 

本事業にて整備される機材は、特段複雑で高度な技術を有するものではなく、使用、保守、一定程

度の修理は内部で行える要員がいることを確認しており、日常的な使用・操作・維持管理について大

きな問題はない。既存サーバー等のネットワーク関連は、長年、外部の保守会社に維持管理を委託し

ているが、適切かつ滞りなく対処されており、本事業のネットワーク関連機材についても、同外部保

守会社へ維持管理を委託する予定である。同社からは機材内容を見た上で対応に問題ないことを確認

済みである。 
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表-4 機材使用者・維持管理者リスト 

部署 職名 学位・資格 担当機材 

ｱｸｾｽ・教育・公開講座 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 博物館・遺産研究修士、芸術学士 撮影 

視聴覚教育 

ｱｸｾｽ・教育・公開講座 教育担当 教育ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ、映像・音声機材（元音

楽家） 

全て 

ｱｸｾｽ・教育・公開講座 上級教育担当 教育ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ 撮影 

視聴覚教育 

人事・総務 IT ﾏﾈｰｼﾞｬｰ ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ学士、IT 管理

者歴 8 年 

全て 

人事・総務 IT 担当 IT 学士、ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ、ｳｪﾌﾞｺﾝﾃﾝ

ﾂ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 

全て 

ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 上級司書 図書館・情報科学、ﾃﾞｨｰｷﾝ大学ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

化ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、PNG 大学ｱｰｶｲﾌﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

編集 

ﾌｫｰﾏｯﾄ変換 

- ﾌｫﾄｸﾞﾗﾌｧｰ 写真撮影 撮影 

- ﾋﾞﾃﾞｵｸﾞﾗﾌｧｰ 映像制作 編集 

- 広報出版担当 映像・写真のｽﾄｰﾘｰ作成 編集 

ﾌｫｰﾏｯﾄ変換 

（出典：NMAG） 

  

2-1-4 既存施設・機材 

(1) 既存施設 

NMAG の施設は、ポートモレスビー市ワイガニ地区のインデペンデンスドライブ沿いにあり、国

会議事堂のあるインデペンデンスヒルの隣に位置する。近くには大きなショッピングモールがあり、

省庁やホテル等観光施設からも近いが、バス等の公共交通機関が近くまで通っていないため、一般的

には車両で訪問する。NMAG の施設レイアウトは図-3 のとおりである。 
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 図-3 NMAG 施設レイアウト （出典：NMAG） 

1 階 

中 2 階 
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NMAG の建物は、「パ」国独立を祝して 1975 年にオーストラリア政府（以下、「オ」政府という。）

の支援により建設されたもので、敷地面積は 47,200m2、地上半 2 階建で展示面積は 4,975m2 である。

高く精巧に装飾された Haus Tambaran1と呼ばれる正面玄関ファサードは、棟の柱が建物の後ろに向か

って低く傾斜し、屋根がこの傾斜に沿って低くまで続いており、NMAG のシンボルとなっている。

屋外には円形劇場や広場があり、週末にはオープンマーケットが開催され賑わいをみせている。 

本事業に関連する NMAG の施設は表-5 の通りで、5 つのギャラリー、シアタールーム、学習室、5

つの収蔵庫、暗室などである。 

表-5 施設状況 

フロア 場所 
面積

（m2） 
用途 状態 

1 階 Tumbuna 435 ギャラリー 数回の改装を経て状態良好。中

央空調が設備され、掃除も行き

届き清潔・整然と展示されてい

る 

 Susan Kalike 375 ギャラリー 

 Bernard Mulla Narokobi 590 ギャラリー 

 シアタールーム（青） 130 学習、映像、展示 比較的良好。外光遮断で天井高

15m 程度、空調あり、100 名程

度収容可能 

 学習室（緑） 100 学習、映像、展示 比較的良好。増築した部屋で、

空調あり、10～30 名程度収容可

能 

 収蔵庫#1 450 資料保管  

 収蔵庫#2 500 資料保管  

 収蔵庫#3 250 資料保管 最初にインベントリ登録を行う

メインの収蔵庫で 3 階まであり 

 収蔵庫#4 350 一時的に未使用 半 2 階増築のため改築中 

 収蔵庫#5 50 資料保管  

 ライブラリー（黄） 150 アナログ資料保管 雑然としており物で溢れている 

 暗室（赤） 28 写真の現像・焼付 ライブラリーに隣接し、古い機

材が残されている。本事業で整

備する機材の主要設置場所 

半 2 階 Ian Saem Manjep  66 ギャラリー 数回の改装を経て状態良好。中

央空調が設備され、掃除も行き

届き清潔・整然に展示されてい

る 

 Bejijimo 66 ギャラリー 

** 場所欄の括弧内の色は図-3 における場所を示す。  （出典：NMAG） 

 

                                              
1 「パ」国東セピック州にある伝統的な先祖代々の礼拝所の一種を表すトク・ピシン（「パ」国公用語のひとつ）の

フレーズのひとつ。 
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NMAG は施設の老朽化に伴い、2015～2019 年まで「オ」政府の支援でギャラリー及び空調の大幅

改修を行い、その間ほとんど閉館していた。加えて、2019 年はガイド担当の職員不足により、来館

者数の多くを占める生徒・学生の受入れが少なく、また 2020～2021 年はコロナ禍の影響で長期閉館

を余儀なくされ、表-6 の通り、2020 年は 1,225 人、2021 年は 3,651 人と、この数年来館者数が大き

く減少した。しかし、2022 年はコロナ禍にあっても平時に戻りつつあり、ガイド担当の職員も確保

されたことから、平均 200～300 人／月の一般来館者と、最低 1,000 人／月の子供・学校の訪問が見

込まれること、また 7 月には 753 人の一般来館者があったことから、2019 年の 3～4 倍程度の来館者

数の増加が今後見込まれる。 

表-6 来館者数 

訪問目的 来館者 
来館者数（人） 

備考 
2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 

常設展 
国内 

海外 
0 0 2,500 345 930  

JK マッカー

シー博物館 

国内 

海外 
0 0 925 59 163 ゴロカ 

特別展 

（独立展） 

国内 

海外 
- - 300 - - 

2019 年 限 定 で Haus 

Independens（現観光省）

にて招待客へ公開 

外部団体の 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

国内 

海外 
- - 490 - 768 

音楽、電気、エネルギー

UN など幅広い団体 

屋外ｲﾍﾞﾝﾄ 
国内 

海外 
- - 1,170 821  1,790 

NPO 法人によるﾏｰｹｯﾄ

開催など 

合計 0 0 5,385 1,225 3,651  

*1 2017 年は建物工事のため 1 年閉館。 （出典：NMAG） 

*2 2018 年は建物工事のため 1～11 月まで閉館。 

*3 2020 年はコロナ禍の影響で 1～2 月まで閉館。 

*4 2021 年はコロナ禍の影響で 1～8 月まで閉館。 

 

(2) 既存機材 

NMAGが保有する本事業に関連するデジタル化用機材（PC、プリンタを除く）は表-7のとおり極め

て少ない。2015年からライブラリーの職員1～2名が、同室に設置されたA4スキャナーと他部署のA3

スキャナーを用いて、アナログ資料のデジタル化（スキャン）を行っている。この6年間で約5万点を

デジタル化してきたが、既存機材ではデジタル化できる資料のサイズや種類も限定され、全ての資料

に対応することはできない。 

デジタルカメラは利用頻度が高く、必要時に貸出中で利用できないといった問題が度々発生し、業

務にも支障が出ており、職員によってはデジタルカメラを個人購入して仕事で使用するなど、慢性的

に不足している。 

  



10 

表-7 既存機材リスト 

No. 機材名 
数

量 
設置年 ﾒｰｶｰ 型番 用途 

使用

頻度 
設置場所 状態 

1 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ 1 2020 Canon EOS 

750D 

ｳｪﾌﾞｻｲﾄやﾒﾃﾞｨ

ｱ、ｺﾚｸｼｮﾝの撮影 

毎日 IT 課 良好 

2 A4 ｽｷｬﾅｰ 1 2020 Epson V800 

Photo 

資料のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化 毎日 ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 良好 

  （出典：NMAG） 

 

NMAG にある展示品及び収蔵庫で保管中の収蔵品は、表-8 の通りで約 7 万点に及ぶ。各収蔵品は、

識別番号付きのインベントリリスト（カタログ）とファイルメーカーで管理されていたが、管理ミス

による散逸を防ぐことを目的に、2019 年から美術館・博物館向けの Vernon2というデータベースを導

入した。ファイルメーカーのデータを移行し、インベントリリストのデータは空き時間に登録してい

るものの、予定より大幅に登録作業が遅れており、現在の登録数は 5 万点弱で、データベースとして

の精度はまだ低い。データベースを早期に充実させるため、新たに 6 名の短期スタッフを雇用して集

中して登録作業を行う計画とされている。 

表-8 収蔵品 

場所 分野 主な収蔵品 資料数（点） 

Tumbuna 人類学 精霊像、木像、武器、

壺、器、織物など 

250 

Built on Culture 人類学 精霊像、木像、武器、お

面、衣装など 

150 

Traps 人類学 

動物相 

沈没船、漁具、木、皮、

羽などの天然物、絵など 

130 

Archaeology 考古学 石、陶器 100 

Oral War History デジタル音声 デジタル音声 4 

収蔵庫#1 人類学 木、皮、羽などの天然物 7,500 

収蔵庫#2 考古学 

人類学 

現代美術 

石、陶器、骨、アートワ

ーク（印刷物、絵画、彫

刻等） 

考古学 25,000＋ 

人類学 5,700 

現代美術 700 

収蔵庫#3 人類学 木、皮、羽などの天然物 10,000＋ 

収蔵庫#4 改装中 改装中 430 

収蔵庫#5 自然史 標本瓶などの動植物 14,000 

（出典：NMAG） 

 

                                              
2 美術館、ギャラリー、文化遺産の各セクター向けに、コレクションに関する情報をカタログ化、管理、公開するニ

ュージーランドのソフトウェア。 



11 

2-2 環境社会配慮及びグローバルイシューとの関連 

2-2-1 環境社会配慮 

本事業を実施することにより環境や社会に重大で望ましくない影響を及ぼす可能性はなく、また本

事業実施対象地域で住民生活に好ましくない影響を及ぼすこともない。JICA の環境社会配慮ガイド

ラインでは、環境や社会への望ましくない影響が最小限かあるいはほとんどないと考えられる協力事

業として、カテゴリーC に分類される。 

 

2-2-2 その他（グローバルイシュー等との関連） 

特になし。 
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第 3 章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要 

3-1-1 上位計画 

「パ」国政府は、「国家開発計画（National Development Plan 2010-2030）」において、歴史文化教育

を含む Education for All を開発の礎としている。また、NMAG が策定した「2022 Annual Operational 

Plan」においても「収蔵品を活用した教育プログラムの開発」を掲げており、教育活動で用いる素材

作りを計画している。従って本事業の実施は、「パ」国の教育の質向上や幅拡大を図り、教育を通じ

て同国の歴史や文化を保護・伝承するものであり、「パ」国の上位計画に沿ったものといえる。 

我が国の「対パプアニューギニア独立国 国別開発協力方針（2017 年 7 月）」においては、重点分

野（中目標）の「社会サービスの向上」で「質の高い教育」を掲げている。本事業は、NMAG の機材

整備を通じて、過去に撮影・編集されたアナログ資料や収蔵品をデジタルにて記録・長期保存し、国

内の教育用コンテンツとして使用したり、ウェブサイトやフェイスブック等で海外に発信したりする

ことで、収蔵品の保全と歴史文化教育の推進に寄与するものであることから、「対パプアニューギニ

ア独立国 事業実施計画」の開発課題 2-1（小目標）の「教育の機能強化・人材育成」に合致する。 

また、本事業は、2025 年に迎える「パ」国独立及び日本との二国間外交関係樹立 50 周年の気運が

高まる中での支援となり、NMAG への支援は我が国としてのビジビリティも高く、二国間関係の更

なる強化に資するものであるほか、SDGs ターゲット 4.7 で掲げる「文化多様性と文化の持続可能な

開発への貢献の理解の教育」並びに 11.4「世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全」に貢献するも

のである。 

 

3-1-2 当該セクターの現状 

NMAG の構成や活動は、1992 年の国立美術博物館法によって規定されており、以下キーワードと

活動内容の下、「パ」国の文化的アイデンティティと国民の誇りを継続的に確立、維持および管理す

るとしている。 

コレクション 先史時代の工芸品、伝統的な芸術、物質文化（material culture）、現代の歴史と芸術

のサンプルを収集、文書化、保存、管理する。全国の自然史の標本と考古学資料のコ

レクションを維持する。 

研究 「パ」国の先史、動植物を調査し、文書化する。 コレクションの調査を実施し、この

調査結果を公開する。NMAG に関わる分野で研究を行っている他機関の研究者をモニ

タリングし、提携する。考古学研究をモニタリングし、海外での研究のため考古学資

料の短期貸付許可を発行する。 

展示会 一般の人々の教育と楽しみのために、常設展、特別展や巡回展を開催する。 

文化的および自然的遺産の保護 

 「パ」国の文化的および自然的遺産を保護、保存する。文化的に重要な工芸品の状態

を識別、文書化、モニタリング、国の文化財として公表することを推奨する。工芸品

の収集と輸出をモニタリングし、許可を発行する。先史時代の遺跡、伝統的な建造物、

文化的に重要な可動物体（時間、空間、環境等）を管理および保存し、その他関連す

る法に基づく職務を遂行する。 
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国の登録 文化財の登録、沈没船の登録、および伝統的および考古学的な場所の登録を維持する。

先史時代の遺跡や記念碑を見つけて記録し、考古学的発掘出土品の回収を行う。 

返還 他国が所持している、「パ」国や文化的意義を有するコレクションの返却を大臣に提

言する。 

サポート 現代芸術を支援し、奨励する。州および地域の文化センターの職員を支援し、トレ

ーニングプログラムを提供する。  

国際条約 「パ」国が条約の当事者である場合、人類の文化的および自然遺産に関連する国際

条約の履行を大臣に提言する。 

NMAG の最近の主な活動は表-9 のとおりである。5 つの常設ギャラリーは天井の高いゆとりある

スペースで、精霊像、武器、壺、国の登録を受けた難破船など約 1,500 点が展示されている。入口を

入ってすぐにある Built on Culture は広いスペースを有することから、ここで子どもたちへの授業を実

施することもある。 

表-9 NMAG の活動 

種類 展示・活動名 期間 場所 備考 

常設展 Tumbuna 2018 年～現在 Tumbuna 精霊像、木像、武器、

壺、器、織物など 

Built on Culture 2015 年～現在 Bernard Mulla 

Narokobi 

精霊像、木像、武器、お

面、衣装など 

Traps 2019 年～現在 Susan Karike 沈没船、漁具、木、皮、

羽などの天然物、絵など 

Archaeology 2018 年～現在 Ian Saem Manjep 石、陶器 

Oral War History 2018 年～現在 Be jijimo デジタル音声 

特別展 ビルム展 2022 年 6～9 月 シアタールーム 手作りの国民的バック 

中国写真展 2021 年 10 月 シアタールーム 中国大使館主催 

A Bit na Ta 2019 年 9 月～

2020 年 1 月 

シアタールーム 国際プライベートフィル

ム&エキシビション 

ラピタ 2019 年 9～12 月 Built on Culture 国際ラピタ会議との連携 

ワーク

ショッ

プ 

WINGS リーダー

シップ 

2020 年 学習室 NMAG 主催 

幼児教育 2020 年 学習室 Buk Biling Pikinini 主催 

ファイリング・ア

ーカイブシステム 

2017 年 

2019 年 

シアタールーム NMAG 主催 

コンピュータトレ

ーニング 

2019 年 シアタールーム NMAG 主催 

曲の作り方 2021 年 シアタールーム 中央州音楽協会主催 

会議 国際ラピタ会議 2019 年 館外 NMAG 主催ビエンナーレ

イベント 
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種類 展示・活動名 期間 場所 備考 

その他 新 WWII ギャラリ

ー 

2023 年予定 建設中の新ギャ

ラリー 

PNG、オーストラリア政

府からの資金提供 

UNFPA ビルムキ

ャンペーン 

2021  Built on Culture UNFPA 主催 

（出典：NMAG） 

 

NMAG は公立の小学校から大学生を対象に、5～10 人程度／回、週 4 回程度、コンテンポラリー、

ペイント、彫刻、衣装などの教育を提供している。参加者に合わせてテーマを選びカリキュラムを組

んでいるが、本事業の実施により、紙やパワーポイントを使った資料から、デジタル化した画像や動

画を活用した、より生きた素材から成る教材を作成する考えである。NMAG から地理的に遠い地方

の子どもや学生らに教育を届けるため、「パ」国のアイデンティティ、生物多様性、戦争、コミュニ

ティ開発、植民地時代の歴史、先代史、言語などテーマごとのスクールパック（コンテンツ）を作り、

NMAG のウェブサイトやフェイスブックを通じて、どこからでも無料で学習できる仕組み作りを計

画している。アナログ資料のデジタル化を実現することで、歴史ある「パ」国の文化財を、データと

して長期保存することを可能とするのみでなく、同国に関する正確な教育素材を後世まで確保するこ

とができる。 

 

3-1-3 プロジェクトの目的 

本事業は、NMAG に対し、保有するアナログの映像・音声資料や収蔵品をデジタル化するために

必要な機材を整備することにより、NMAG の文化財の長期的な保全と、それらデジタル化した素材

を教育用コンテンツとしての活用を図り、もって効果的な歴史文化教育の実施促進に寄与することを

目的とする。 

 

3-2 無償資金協力による計画 

3-2-1 設計方針 

本事業において NMAG が目的に掲げるのは以下 3 点である。 

(1) 写真、プリント・スライド・乾板ガラス写真、公文書、VHS ビデオなど保有するアナログ資

料を将来までアクセスできるようデジタルデータでのアーカイブ化を図る。 

(2) 展示品・収蔵品に関するデジタル記録（音声、映像）を制作する。 

(3) それらを用いて映像資料を制作し教育に役立てる。 

以上を踏まえ、本無償資金協力では、「パ」国最大規模の美術博物館である NMAG に対し、デジタ

ル化機材を調達するため、同国政府の要請内容と現地調査及び協議の結果を踏まえて、以下の方針に

基づき設計する。 

(1) NMAG が「パ」国の中心的かつ象徴的な美術博物館として活動するために必要な機材を選

定する。 

(2) NMAG の使用・運用者の技術レベルを鑑み、基本的な機能、性能の機材及び必要最小限の

数量とする。 

(3) NMAG の維持管理者の技術レベルを鑑み、運用・維持管理が比較的容易な機材内容とする。 
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(4) NMAG の教育活動に必要かつ教育計画や設置場所の規模に適した機材を選定する。 

本事業で NMAG がデジタル化を目的とする資料は、表-10 の約 10 万点である。ほとんどがライブ

ラリーで保管されており、劣化の早い写真（紙、プリント、乾板ガラス）と公文書については、優先

的にデジタル化を進める方針である。長期間環境のよくない場所で保管されていた 8mm/16mm フィ

ルムなどは、専門業者に依頼しなければ再生不可能な状態であるため、本事業の対象外とする。 

表-10 デジタル化を要する資料 

種類 数量（単位略） 保管場所 優先度 

プリント写真 10,000 ライブラリー 1 

スライド写真 3,000 ライブラリー 2 

乾板ガラス写真 1,000 ライブラリー 3 

公文書 80,000 ライブラリー 4 

書籍 3,000 ライブラリー 対象 

雑誌 500 ライブラリー 対象 

絵画、ポスター 1,000 ライブラリー 対象 

VHSビデオテープ 180 視聴覚倉庫 対象 

ミニDV 50 視聴覚倉庫 対象 

DVCAM 120 視聴覚倉庫 対象 

8mm/16mmフィルム 20 視聴覚倉庫 対象外 

カセットテープ 6 視聴覚倉庫 対象外 

計 98,876   

（出典：NMAG） 

 

3-2-2 基本計画（機材計画） 

上記設計方針に基づき、各種機材の使用目的、NMAG の要望等を勘案の上、計画対象機材の選定

を行った。各機材の具体的な選定方針は次のとおりである。 

(1) 撮影システム：貴重な美術博物館の資料をデジタル保存するにあたって高精細な画像が求め

られることから、4K クラスの高精細な画像・動画撮影ができるデジタルカメラ及び周辺機器

とする。 

(2) 編集システム：上記で撮影した高精細な画像・動画の編集に必要となる、処理能力の高い PC

及び周辺機器とする。それら画像・動画データの共有と保存に適切な容量かつ長期保存が可能

なネットワークストレージを選定する。 

(3) フォーマット変換システム：様々な種類、サイズのアナログ資料をデジタル化する予定である

ため、それぞれに適した変換システムを選定する。VHS ビデオ、DVCAM などの既に製造さ

れていない再生機器については、既存機材を使用する。 

(4) 視聴覚教育システム：ギャラリーの配置、来館者の動線、部屋のサイズや収容数、活動内容を

考慮し、設置場所に適したサイズのディスプレイ、プロジェクター、スクリーン等を選定する。 

(5) 全ての機材に初期操作および日常メンテナンスに係る研修を計画し、運用・維持が確実に行え

るようにする。 

本事業の整備機材の用途、設置・保管場所は表-11 のとおりである。機材の多くは現在使用されて
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いない暗室を改装して設置する予定である。視聴覚教育システムは来館者や生徒・学生らが使用し目

に触れる場所であるギャラリー、シアタールーム、学習室に設置する予定である。 

表-11 機材活用計画 

No. 機材名 数量 用途 使用場所 
使用頻

度 

撮影システム 

1 デジタルカメラセット 2 式 NMAG の保有する収蔵品の静止

画撮影、並びに舞踊や口頭伝承

の動画撮影と音声記録 

暗室 

ギャラリー 

屋外 

毎日 

2 ポータブルライトセッ

ト 

1 式 収蔵品の静止画撮影の際の照明 暗室 

ギャラリー 

毎日 

編集システム 

3 ラップトップ PC セッ

ト 

2 式 画像・動画の加工、編集 暗室 毎日 

4 ネットワークストレー

ジ・スイッチングハブ

セット 

1 式 画像・動画データの共有と保存 暗室 毎日 

フォーマット変換システム 

5 A1 スキャナーセット 1 式 大判の平面アート作品やポスタ

ー原版のデジタル化 

暗室 毎日 

6 A3 スキャナーセット 1 式 文書、プリント写真、ポジ・ネ

ガフィルム、乾板ガラス写真の

デジタル化 

暗室 毎日 

7 シグナルコンバーター

セット 

1 式 ビデオテープ等の映像のデジタ

ル化 

暗室 毎日 

視聴覚教育システム 

8 LCD ディスプレイセッ

ト 

4 式 展示の案内映像の上映 ギャラリー 

学習室 

毎日 

9 シアタールーム用プロ

ジェクターセット 

1 式 映像作品の上映 シアタール

ーム 

週 3～

4 回 

10 モバイルプロジェクタ

ーセット 

1 式 映像作品の上映 学習室 週 3～

4 回 

11 インタラクティブホワ

イトボードセット 

1 式 ワークショップでの説明 学習室 週 3～

4 回 

（出典：NMAG） 

 

「パ」国の電圧は、単相 240V、三相 450V、周波数は 50Hz、プラグは I または O タイプである。 
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3-2-3 調達計画 

(1) 資機材等調達先 

 本事業における資機材等調達先は表-12 のとおりである。現状、日本調達を想定しており、原産国

については、第三国製品となる可能性がある。 

表-12 資機材等調達先 

機材

番号 
機材名 数量 

調達予定国 
想定される原産国・地域 

現地 日本 第三国 

撮影システム 

1 デジタルカメラセット 2 式  ○  DAC 諸国／ASEAN 諸国／中

国／台湾 

2 ポータブルライトセット 1 式  ○  DAC 諸国／中国 

編集システム 

3 ラップトップ PC セット 2 式  ○  DAC 諸国／中国 

4 ネットワークストレージ・ス

イッチングハブセット 

1 式  ○  DAC 諸国／ASEAN 諸国／中

国／台湾 

フォーマット変換システム 

5 A1 スキャナーセット 1 式  ○  日本 

6 A3 スキャナーセット 1 式  ○  DAC 諸国 

7 シグナルコンバーターセッ

ト 
1 式  ○  

DAC 諸国／中国／台湾 

視聴覚教育システム 

8 LCD ディスプレイセット 4 式  ○  DAC 諸国／中国／台湾 

9 シアタールーム用プロジェ

クターセット 

1 式  ○  DAC 諸国／中国／台湾 

10 モバイルプロジェクターセ

ット 

1 式  ○  DAC 諸国／中国／台湾 

11 インタラクティブホワイト

ボードセット 

1 式  ○  DAC 諸国／中国／台湾 

 

(2) 輸送計画 

本事業で調達される機材の輸送は、日本側の経費負担により、売買契約業者が「パ」国内プロジェ

クトサイトまで行う。 

日本で調達される機材はコンテナ詰めされ、横浜あるいは東京など京浜地区の主要港から海上輸送

され、「パ」国ポートモレスビー港で陸揚げされる。通関後、コンテナから降ろしてトラックに積み

替え、ポートモレスビー市内のサイトである NMAG まで陸上輸送される。 

日本からの海上輸送には約 1.5 か月、「パ」国ポートモレスビー港で陸上げ後、内陸輸送には約 1 日

間を要する。「パ」国内での免税通関等に要する期間を考慮すると、全体で約 2.5 か月を要する。 
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(3) E/N、G/A 

交換公文（以下、「E/N」という。）は外務国際貿易大臣、贈与契約（以下、「G/A」という。）は国家

計画モニタリング省（以下、「DNPM」という。）次官が署名することを確認した。E/N 及び G/A とも

に閣議承認は必要ない。 

 

(4) B/A、A/P 

 銀行取極め（以下、「B/A」という。）は DNPM が締結先で、支払い授権書（以下、「A/P」という。）

も DNPM が発行することを確認した。A/P に係る費用も DNPM が負担する。コンサルタント契約及

び売買契約の締結後、A/P 発行までに約 1 か月を要する。 

 

(5) 免税・通関手続き 

本事業で調達される日本あるいは第三国から輸入した機材に係る関税は、基本的に免税であり、

NMAG 及び DNPM が免税手続きの責任機関となる。日本の受注者及び第三国のサブコントラクター

が「パ」国内で購入した機材については物品サービス税（Goods and Services Tax、課税率 10%、以下、

「GST」という。）が掛かる。これは免税（還付方式）となる可能性があるものの、それに必要とされ

る「パ」国外務国際貿易省（以下、「DFAIT」という。）大臣の免税承認手続きが「パ」国政府内にお

いても現時点で不明のため、先方負担（還付方式）と整理している。手続きについては、以下のとお

りであることを「パ」国政府と確認している。 

1) 関税／輸入税は「パ」国税関により徴収される。 

2) JICA は、援助団体の特権及び免責に係る法（Aid Status (Privileges and Immunities) Act）に基づ

く官報 G68 号（1977 年）で通知された通り、輸入税及び輸入関連税が免除される。 

3) プロジェクトに係る E/N に規定される通り、免税は JICA 及び関連当事者に適用される。コン

サイニーは実施機関（EA）が JICA を代理してもよい。 

4) 「パ」国税関による免税の実施には、DFAIT の発行する領事証明書によって E/N が発効される

必要がある。 

5) 船積の約 2 週間前までに、JICA または売買契約会社は輸入税免除申請書に「領事証明書」と船

積書類（Invoice､B/L など）を添付して、実施機関を通じて DFAIT の儀典長に提出し、承認を

受ける。DFAIT は「パ」国税関に対し、正式に免税を要求する文書を発行する。その後、「パ」

国税関は、輸入税及び輸入関連税を免除する領事証明書を承認する。 

 

(6) 機材据付及び操作指導 

計画されている機材のうち据付工事が必要となるものは、表-11 の機材番号 3～11、編集システム、

フォーマット変換システム、視聴覚教育システムである。据付工事は、NMAG への機材搬入後、シス

テムインテグレーター技術者の監督の下に行う。現地代理店がない機材が多いことから、日本から技

術者を派遣して実施する。 

また、据付工事後、全ての機材について日本からのシステムインテグレーター技術者による初期操

作指導を実施する。 

 

(7) 事業実施工程表 

本事業の事業実施工程表は表-13 のとおりである。 
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表-13 事業実施工程表 

 

凡例：  ：日本国内業務 

  ：第三国業務 

  ：現地業務 

   ▲▽ ：想定時期 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 交換公文（E/N）締結 ▲

 無償資金拠出協定（G/A）締結 ▲

 計画内容最終確認

 機材仕様等のレビュー

 入札図書作成

 入札図書確認

 業者契約締結 ▽

 業者契約認証 ▽

 発注 ▽

 機器製作

 検査・船積み

 輸送

 納入・開梱・据付工事

 業務完了の確認 ▲

実
 
施
 
設
 
計

月

調
 
達
 
工
 
程



 

20 

3-3 相手国側負担事業の概要 

本事業の実施にあたり、「パ」国側の負担事項は表-14 のとおりである。 

表-14 相手国側負担事項 

項目 
概算金額 

外貨額 円貨換算額 

支払授権書（A/P）発行に係る手数料 

A/P に基づく送金手数料 
- 約 57,200 円 

暗室にある既存機材の撤去 

空調の整備 
約 50,000 キナ 約 2,200,000 円 

職員 4 名の新規雇用 約 142,900 キナ 約 6,100,000 円 

通関費用 約 850 キナ 約 37,000 円 

本事業実施後の年間維持管理* 約 268,000 キナ 約 11,400,000 円 

  * 本事業で整備される機材だけでなく、NMAG 全体の機材に係る維持管理費。 

 

3-4 プロジェクトの運営維持管理計画 

本事業全体の窓口は NMAG 館長で、使用及び運用についてはアクセス・教育・公開講座マネージ

ャー管理の下、維持管理については IT マネージャー管理の下、各機材の担当者が行う。選定された

機材は複雑な操作及び維持管理を要する機材はなく、使用、保守、一定程度の修理は内部で行える要

員がいること、また、内部で使用方法、保守方法に不明点がある場合は、同じ観光省傘下の国立映画

研究所（NFI）が技術的に支援すること、加えて、既存ネットワークの保守を行っている外部委託会

社に新規ネットワーク関連の保守も追加委託する予定であることから、運営維持管理の問題はない。

機材の維持管理費用は、現在の修理費・維持管理費に追加して「パ」国政府に予算申請し、NMAG の

予算から支出することで合意済みである。 

アフターセールスサービスは、日本、DAC 諸国、ASEAN 諸国あるいは「パ」国内の支店や代理店

を通じて行う予定である。 
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第 4 章 プロジェクトの評価 

4-1 事業実施のための前提条件 

本事業の実施のための前提条件は以下 4 点である。 

(1) 機材設置予定である暗室の既存機材（シンク、机等）の撤去を完了させる。 

(2) 暗室に空調を整備する。 

(3) 機材の効果的かつ適切な利用のため、4 名の追加職員を雇用するために必要な予算を確保

する。 

(4) 機材運用に必要な維持管理費や消耗品費の予算を確保する。 

(3)については、IT マネージャーが 2022 年 8 月から新規雇用されており、IT 担当及び外部保守会

社から NMAG のネットワークに関する技術移転を受け、本事業の維持管理責任者を務める。 

 

4-2 機材納入のために必要となる工事等 

上述のとおり、本事業の多くの機材を設置する暗室に残されていた既存機材等の撤去及び改修工

事、空調の整備が必要であるが、2022 年 5 月に既存機材は撤去されており、2022 年末までに残る

改修工事及び空調の整備を完了させる計画である。NMAG は実施に合意済みで、予算も確保して

おり、改修工事及び空調設備には 1 か月を要しない。 

 

4-3 プロジェクトの評価 

4-3-1 妥当性 

「パ」国政府は、「国家開発計画（National Development Plan 2010-2030）」において、歴史文化教

育を含む Education for All を開発の礎としている。また、NMAG が策定した「2022 Annual Operational 

Plan」においても、「収蔵品を活用した教育プログラムの開発」を掲げ、学校の遠足、ウェブサイト

の活用、校外学習などの教育活動で用いる素材づくりを計画している。従って、本事業の実施は、

「パ」国の教育の質向上や幅拡大を図り、教育を通じて同国の歴史や文化を保護・伝承するもので

あり、「パ」国の上位計画に沿ったものといえる。 

我が国の「対パプアニューギニア独立国 国別開発協力方針（2017 年 7 月）」においては、重点

分野（中目標）の「社会サービスの向上」で「質の高い教育」を掲げている。本事業は、NMAG の

機材整備を通じて、過去に撮影・編集されたアナログ資料や収蔵品をデジタルにて記録・長期保存

し、国内の教育用コンテンツとして使用したり、ウェブサイトやフェイスブック等で海外に発信し

たりすることで、収蔵品の保全と歴史文化教育の推進に寄与するものであることから、「対パプア

ニューギニア独立国 事業実施計画」の開発課題 2-1（小目標）の「教育の機能強化・人材育成」

に合致する。それに加え、同国の有形・無形の文化財の保護及び歴史文化教育の質向上に貢献する

ことから、SDGs ターゲット 4.7 で掲げる「文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の

教育」、11.4「世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全」に寄与するものであり、本事業で支援す

る必要性は高い。 

また本事業は、2025 年に迎える「パ」国独立及び日本との二国間外交関係樹立 50 周年の気運が

高まる中での支援となり、NMAG への支援は我が国としてのビジビリティも高く、二国間関係の

更なる強化に資するものである。 
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4-3-2 有効性 

(1) 定量的効果 

指標名 
基準値 

（2021 年実績値） 

目標値（2027 年） 

（事業完成 3 年後） 

デジタル化される資料数（点/累計）注 1 50,000 110,000 

教育用ショートビデオ制作数（本/年）注 2 0 25 

デジタル化資料を使用した歴史文化教育授業数（回
/年）注 3 

10 50 

注1 基準値は 2015～2021 年までの 7 年間、1～2 人でデジタル化した資料数。1 年当たり約 7,200 点

（50,000 点÷7 年）、1 日当たり約 30 点（約 7,200 点÷20 日／月）となる。4 名の職員を新規雇用す

る計画であること、本事業により少なくとも過去の倍以上の作業効率化が見込まれることから、

目標値は基準値に約 60,000 点（事業完成前：約 7,200 点✕2 年、事業完成後：約 60 点／日✕20 日

／月✕3 年）を加え、累計約 110,000 点とした。 

注2 NMAG を訪問できない地方の子どもや教員向けに、ウェブサイトやフェイスブックに掲載可能な

多岐テーマに亘る教育用ショートビデオを少なくとも年間 25 本制作する計画である。 

注3 NMAGを訪問した生徒・学生向けに、オーストラリア放送局制作ドキュメンタリー「Etoa: A Kokoda 

Track Story」を使った特別授業などを週 3 回程度行っていたが、現在はコロナ禍の影響で 3～4 週

間に 1 回程度、基準値は実績値とする。Etoa の授業は 2023 年に再開予定であり、デジタル化資料

を活用した他の特別授業を含め、週 1 回（年 50 回程度）を想定しており、学校休暇時の特別授業

も年 4 回実施する計画であることから、目標値は少なくとも 50 回／年とした。 

 

(2) 定性的効果 

1) アナログの映像および音声資料が高品質に長期間保存される。 

2) NMAGが実施する歴史文化教育に使用される資料の質が向上する。 

3) ウェブサイトやフェイスブックを通じた資料の発信により、NMAG及び「パ」国の有形・

無形文化財に対する国内外からの認知が促進される。 

 

4-4 その他（広報、人材交流等） 

4-4-1 相手国側による広報計画 

本事業が実施された場合、NMAGは日本からの支援を積極的に広報する計画である。具体的には

以下が検討されており、NMAGのウェブサイトやフェイスブックを通じて広く日本支援が広報され

る予定である。 

1) 事業の実施、据付、イベントの各段階で、テレビ、ラジオ、新聞など主要なメディア、

及びウェブサイトやフェイスブックなどのソーシャルメディアを通じて支援をアピー

ルする。 

2) ウェブサイトとフェイスブックに掲載したショートビデオに、日本政府が整備を支援し

た機材を使って作成されたことを周知するクレジット挿入する（文言はJICA承認後）。 

3) 整備機材へ日章旗・JICAマークを貼付する。 

4) 我が国支援を説明するマークを、ウェブサイトやNMAGの敷地内（特に、シアタールー

ム及び学習室）に設置する。 

 

4-4-2 その他 

特になし。  
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【資料】 

1． 調査団員・氏名 

横田 隆浩  団長   JICA パプアニューギニア事務所 

鮎川 朋子  機材計画  （一財）日本国際協力システム 

今井 芳樹  機材調達・積算  （一財）日本国際協力システム 

 

2． 調査行程 

No. 日付 旅程 業務内容 宿泊 

1 5 月 13 日 金 
羽田 11:30 (JL037) => 17:40 シ

ンガポール 
移動 チャンギ 

2 5 月 14 日 土  資料整理 チャンギ 

3 5 月 15 日 日 シンガポール 20:35 (PX393) => 
資料整理 

移動 
機内 

4 5 月 16 日 月 05:10 ポートモレスビー JICA 事務所表敬 
ポートモ

レスビー 

5 5 月 17 日 火   NMAG との協議 
ポートモ

レスビー 

6 5 月 18 日 水   
NMAG との協議 

市場調査 

ポートモ

レスビー 

7 5 月 19 日 木   NMAG との協議 
ポートモ

レスビー 

8 5 月 20 日 金   NMAG との協議 
ポートモ

レスビー 

9 5 月 21 日 土   
資料整理 

市場調査 

ポートモ

レスビー 

10 5 月 22 日 日   
資料整理 

市場調査 

ポートモ

レスビー 

11 5 月 23 日 月   

NMAG との協議 

外部保守会社との協議 

国家計画モニタリング省との協議 

ポートモ

レスビー 

12 5 月 24 日 火   
NMAG との協議 

観光芸術文化省表敬 

ポートモ

レスビー 

13 5 月 25 日 水   
NMAG との協議 

市場調査 

ポートモ

レスビー 

14 5 月 26 日 木  ミニッツ署名 

JICA 事務所、日本大使館への報告 

ポートモ

レスビー 

15 5 月 27 日 金 

ポートモレスビー 15:05 

(PX392) => 19:35 シンガポール 

21:50 (JL036) => 

IRC との協議 

移動 
機内 

16 5 月 28 日 土 05:50 羽田 移動  
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3． 関係者（面会者）リスト 

パプアニューギニア国立美術博物館 

Andrew Moutu   館長 

Tamzin Wardley   技術アドバイザー 

Loretta Hasu   アクセス・教育・公開講座マネージャー 

Jebilin Kufinale   IT 担当 

Edward Edawi   上級司書 

 

観光文化芸術省 

Hon. Isi Henry Leonard  大臣 

 

国家計画モニタリング省 

Dan Lyanda   次官補   

Dorcas Hutu   支援コーディネーター 

大原 克彦   JICA 専門家 

 

内国歳入委員会 

Sasi Anoko   部長代理 

Veronica James   アドバイザー 

 

国立映画研究所 

Michelle Baru   所長 

 

在パプアニューギニア日本国大使館 

伊藤 慶多   一等書記官 

 

JICA パプアニューギニア事務所 

阿部 剛   所員 
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4． 討議議事録及び当初要請からの変更点 

(1) 要請内容 

NMAG と合意した討議議事録は別添のとおりである。当初要請内容から削除・変更した機材は

表-15、追加した機材は表-16 のとおりである。 

表-15 当初要請内容から削除・変更した機材 

No. 機材名 数量 理由 

A 撮影機材 

A-1 XDCAM VIDEO CAMERA 2 → 0 使用目的、技術者のレベルに鑑み、他機

材へ変更 

  

  featuring lens, view finder, battery 

charger/pack, others 

      

A-2 PERIPHERAL EQUIPMENT 2 → 0 使用目的、技術者のレベルに鑑み、他機

材へ変更 

  

  featuring tripod, portable light, 

monitor & others 

      

B 編集機材 

B-1 XDCAM PROFESSIONAL MEDIA 

STATION 

1 → 0 Aの機材変更に伴い、不要となるため削除 

  

  featuring browser & options       

B-2 WORKSTATION 3 → 0 Aの機材変更に伴い、不要となるため削除 

    featuring configuration, reader/writer, 

option board, UPS & others 

      

B-3 NETWORK SERVER & 

SWITCHING HUB 

1 → 0 ネットワークサーバとそのバックアップ用の

ストレージをセットにするため B-2 Network 

Storage (NAS) and Switching HUB set に名

称を変更 

B-4 OPTICAL ARCHIVE DRIVE UNIT 2 → 0 Aの機材変更に伴い、不要となるため削除 

    featuring switching hub, monitor & 

management software 

      

B-5 AUDIO EQUIPMENT 1 → 0 Aの機材変更に伴い、不要となるため削除 

    featuring mixer, microphone, 

headphones, speakers 

      

B-6 OPERATION DESK & 

INSTALLATION MATERIALS 

1 → 0 Aの機材変更に伴い、不要となるため削除 

C フォーマット変換システム 

C-1 XDCAM PROFESSIONAL MEDIA 

STATION 

1 → 0 上記 B-1の通り 

  featuring bowser & options         

C-2 OPTICAL ARCHIVE DRIVE UNIT 1 → 0 上記 B-4の通り 

  featuring switching hub, monitor & 

management software 
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表-16 当初要請内容に追加した機材 

No. 機材名 数量 理由 

撮影システム 

1 Digital Camera set 0 → 2 表-11 の通り、撮影対象等から適切な機

材へ変更。また、館内撮影のため、照明

機材を追加 

2 Portable Light set 0 → 2 

編集システム 

3 Laptop PC set 0 → 2 編集システム及びフォーマット変換シ

ステムで作成されたデジタルデータの

補正や編集等に必要 

         

フォーマット変換システム 

5 A1 Scanner set 0 → 1 大判の平面アート作品やポスター原版

のデジタル化に必要 

6 A3 Scanner set 0 → 1 文書、プリント写真、ポジ・ネガフィル

ム、乾板ガラス写真のデジタル化に必要 

7 Signal Converter set 0 → 1 VHS ビデオテープ等のメディアの信号

をデジタル化するために必要 

視聴覚教育システム 

8 LCD Display set 0 → 4 編集システムにより作成した映像コン

テンツを博物館内にて上映するために

必要 

9 Projector set for Theatre Room 0 → 1 2 により作成した映像コンテンツを博物

館内のシアタールームにて上映するた

めに必要 

10 Mobile Projector set 0 → 1 2 により作成した映像コンテンツを博物

館内の学習室や出張授業にて上映する

ために必要 

11 Interactive Whiteboard set 0 → 1 2 により作成した映像コンテンツを使用

しながら歴史文化の教育や啓蒙活動の

実施に必要 

 

(2) その他 

案件名について、以下の通り変更となった。 

【和文】 

要請当初： パプアニューギニア国立美術博物館視聴覚機材整備計画 

変更後： パプアニューギニア国立美術博物館におけるデジタル化機材整備計画 

【英文】 

要請当初： The Project for the improvement of the Audio-Visual Equipment and Facility of the Papua 

New Guinea National Museum & Art Gallery 
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変更後： The Project for the Improvement of Digitization Equipment of the Papua New Guinea 

National Museum and Art Gallery 

 

5． 参考資料 

特になし。 

 

6． その他の資料・情報 

特になし。 
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写真-2：プルチュコ博物館の背面には広大な遺

跡サイトが広がっている。 

  
写真-3：見学可能な宮殿サイトの様子 

 

写真-4：宮殿サイト内の見学も可能。（VRで当

時の様子の再現も計画している。） 

  
写真-5：展示室（プルチュコ遺跡展示室）の様

子 

写真-6：プルチュコ博物館公式ウェブサイトで

は、館内のバーチャルツアーを体験できる。 

  
写真-7：展示室（鉄器展示室）の様子（プロジェ

クター設置予定） 

写真-8： 文化省が整備した 3Dホログラムプロ

ジェクター（個人のスマホで撮影した 3D画像を

投影しているため鮮明ではない。） 



 

 

  
写真-9：陶器が保管されている収蔵庫 写真-10：丁寧にマップケースに保管されている

織物 

  
写真-11：研究室に設置されている純水製造装

置（日常的に使用され、状態は良い。調湿窒素

発生装置に必要。） 

写真-12：供与機材を保管する部屋（常時施錠

し、管理する。） 

  
写真-13： 近隣小学校から訪れた小学生にゲ

ームを交えて考古学教育を行っている様子。 

写真-14：考古学ワークショップに参加している

近隣中学校の学生たち。 

  
写真-15：各種行事が行われる宮殿サイト前広

場 

写真-16: 毎年恒例行事「イシュマ・インカ期の

伝統祭事の再現（インティ・ライミ）」には約 400

名が参加。 
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第 1 章 プロジェクトの背景・経緯 

1-1 プロジェクトの背景 

ペルー共和国（以下、「ぺ」国という。）には、様々な年代の重要な遺跡や文化財が多く残

っており、それらを管理する文化省は、主要な遺跡の調査や文化財の保護、博物館の運営な

どを行っている。「ぺ」国の文化省設置法（第 29565 号）において、文化省の機能の一つとし

て、国内における文化財の定義、調査、保護、保存を進めると共に、その価値を考慮しなが

ら、文化財を広く普及することを掲げている。また、2020 年に発行された「2030 年に向けた

国家文化政策」においては、「ぺ」国における文化財の価値を認識し、その価値を高めること

がもっとも重要であると示されている。文化省が管理する博物館は、国内に 56 か所あり、各

博物館では、「ペ」国民のアイデンティティーの伝承、「ペ」国の歴史・文化の教育、さらに

は観光や地域社会の発展のために活動を行っている。 

首都リマ市中央から東へ約 15km に位置する「アルトゥーロ・ヒメネス・ボルハ」プルチュ

コサイト博物館（以下、「プルチュコ博物館」という。）は、文化省が管理する博物館 56 か所

の一つで、1960 年設立の中南米で最も古い博物館である。インカ帝国前の 11～13 世紀のイ

シマ期から、インカ帝国期（13～16 世紀）の貴重な文化遺産を有しており、織物、陶磁器、

骨片、鉄・金属片、ミイラなど、プルチュコ遺跡及び周辺地域から収集した文化財を展示す

るとともに、文化財の保存・研究を行っている。プルチュコ博物館では、これら文化財を展

示しているのみならず、プルチュコ遺跡サイトのうち、宮殿であった場所を整備し一般公開

している。 

プルチュコ博物館の周辺に広がるプルチュコ遺跡は、約 70ha にわたり広がる広大な遺跡

で、インカ帝国前の 11～13 世紀のイシマ期から、13～16 世紀まで続いたインカ帝国期まで

の長期の文化遺産を遺しているほか、インカ帝国とスペイン植民者との紛争の遺跡も遺して

いる特徴がある。「ぺ」国は、日本同様に地震大国でもあることから、大規模な地震が発生す

れば、小高い丘となっているプルチュコ遺跡の地盤は崩れ、地下に眠る貴重な建造物遺跡も

崩壊してしまうことが懸念されている。早急に地下の構造を把握することが重要であり、現

在は近隣のサンマルティン大学が所有する機材を借りながら、5,697 ㎡の 3D デジタル保存が

完了したが、5 年以内に、考古学上、重要区画と考えられている 85,530 ㎡の 3D デジタル保

存を計画している。また、数多く発掘される織物や陶磁器、ミイラなどの文化財についても、

その成分を分析し、古代のいつ、どこで制作、使用されていたものかなどの詳しい調査を行

った上で、3D デジタル保存することを計画しているものの、必要な機材がないことにより、

十分な調査にいたっていない。 

また、プルチュコ博物館は、プルチュコ遺跡に関する文化教育にも力を入れている。近隣

の小中学校の学生を対象とした考古学教育を積極的に行っているほか、周辺コミュニティ向

けのワークショップも数多く開催している。さらに、プルチュコ遺跡や、考古学をより身近

に感じられるように、デジタル技術を活用したバーチャルツアーや、オンラインでのワーク

ショップにも積極的に取り組んでいる。このほか、展示品の説明に点字表示がないため、視

覚障害者の訪問希望に応えられない現状を踏まえて、視覚障害者もプルチュコ博物館を訪れ、

点字で文化財の紹介を読んだり、3D スキャナーで制作した文化財のレプリカを手で触りなが

ら学べるような環境整備も計画している。 
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しかしながら、いずれの活動においても、予算等の制約により機材が不足しており、博物

館の限られた機材を活用しつつ、関連機関から必要な機材を借りる、スタッフが個人所有す

る機材を使用するなどして対応しているものの、必要とするときに機材を借りることができ

ないなど、調査や教育を計画通りに進めることが困難な状況にあり、機材整備が課題となっ

ている。 

こうした背景から、プルチュコ博物館の活動内容や組織の状況に合わせ、調査機材及び教

育機材を整備することにより、博物館及びその周辺遺跡の調査の質の向上を図るとともに、

博物館が行っている文化教育の向上に寄与するため、「ぺ」国政府は機材整備に必要な資金協

力を我が国政府に要請した。 

 

1-2 無償資金協力の要請内容 

(1）要請年月：2022 年 3 月 

(2）要請金額：78 百万円 

(3）要請内容：プルチュコ遺跡・発掘物・収蔵物の研究機材（3D カメラ、ドローン、LiDAR

センサー付きタブレット、ワークステーション等）、保全・管理用機材（脱酸素機、除湿

機、殺菌機、顕微鏡、保管棚等）、展示用機材（点字印刷機、モニター、音響器具、照明

器具、展示棚等）、文化教育用機材（3D プリンター、VR（仮想現実）機材、モニター、

音響機器等） 

 

1-3 我が国の関連分野への協力 

過去の我が国による文化分野に関連した援助実績は表-1 のとおりである。 

 

表-1 我が国の援助実績 

協力内容 
実施 

年度 
案件名 

事業費 

（百万円） 

一般文化無償 2008 ペルー国営ラジオ・テレビ局番組ソフト整備計画 29 

一般文化無償 2009 体育庁柔道器材整備計画 44 

一般文化無償 2009 国立ラ・モリーナ農業大学研究機材整備計画 69 

一般文化無償 2012 イカ州博物館展示・保存機材整備計画 49 

一般文化無償 2014 地上デジタル放送人材育成機材整備計画 106 

一般文化無償 2015 パチャカマック博物館遺跡保全機材及び教育機材整備

計画 

148.9 

一般文化無償 2020 ピスカクチョ地区のマチュ・ピチュ歴史保護区ビジタ

ーセンター展示機材整備計画 

74.6 

（出典：外務省） 

 

1-4 他ドナーの援助動向 

プルチュコ博物館に対する他ドナーによる協力実績は表-2 とおりである。米国大使館が、

2014 年米国大使基金にて 1 万ドルを供与し、1950 年～1960 年の期間に発掘・収蔵された陶

磁器、織物、工芸品等文化財の保管・保存を支援しており、陶磁器 50 点、鉄器 20 点以上等
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の保存・修復を実施した。 

 

表-2 他ドナーのプルチュコ博物館への協力実績 

国名・機関名 年度 内容 金額（米ドル） 

米国大使館 2014 文化財の保存・修復及び機材供与 10,000 

（出典：プルチュコ博物館資料） 



 

4 

第 2 章 プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制 

2-1-1 組織・人員 

本事業の実施機関は文化省、エンドユーザーはプルチュコ博物館である。文化省の組織図は図-1の

とおりである。本事業の窓口は「国際協力室」及び「博物館局」であり、共同で本事業を進める計画

である。「国際協力室」は、文化省内における国際協力に関する業務を行っている。「博物館局」は、

ペルー国内すべての国立博物館の運営方針等を定めており、プルチュコ博物館もこれに従っている。

文化省組織図は、図-1のとおりである。 

 

 

図-1 文化省組織図 

（出典：文化省資料） 

 

プルチュコ博物館は、文化省の「博物館局」の管轄下にあり、館長を責任者として、事務部門（4

名）、教育部門（3 名）、調査・研究部門（2 名）、保存部門（2 名）の計 12 名によって担われている。

少人数であるため、それぞれが属する部門の業務のみを行うのではなく、例えば事務部門の者が教育

用のデジタルコンテンツを制作したり、保存部門の者がワークショップの講師をしたりと、博物館内

で必要とされている様々な業務を担当している。 

また、常勤スタッフ 12 名に加えて、非常勤 4 名（保存担当 1 名、考古学者 1 名、アシスタント 2

名）、清掃担当 4 名、セキュリティ担当 16 名1が同博物館で勤務している。プルチュコ博物館の組織

図は図-2 のとおりである。（2022 年 5 月現在）。 

                                              
1 契約している警備会社から派遣されている。広大なサイトのため、サイト周辺に昼間 8 名、夜間 8 名を配備してい

る。 

プロジェクト管理室

副大臣室

文化遺産・文化産業

副大臣室
文化交流

文化遺産局管理総務室

事務局

文化交流市民局

文化省
大臣室

組織管理機関

会計監査室

文化審議委員会

国際協力室

計画・予算総務室

人事総務室

統計・情報技術通信室

法務総務室

原住民人権局計画室

予算室

投資室

組織・近代化室

博物館局

文化遺産保護局

不動産建築遺産局

文化・芸術産業局
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図-2 プルチュコ博物館組織図 

（出典：プルチュコ博物館資料） 

 

2-1-2 財政・予算 

プルチュコ博物館の予算は、文化省の博物館局が管理している。同博物館の 2018 年度から 2022 年

度までの収支は、表-3 のとおりである。収入は文化省からの予算と、博物館の入館料等の独自予算か

らなっており、支出の大部分は人件費となっている。維持管理費については、必要に応じて、都度、

文化省博物館局に申請すれば、割り当てられる。なお、「ペ」国の会計年度は、1 月から 12 月までで

ある。 

表-3 プルチュコ博物館収支状況 

（単位：ソル） 

 

（出典：文化省資料） 

庭整備担当1名

教育・ガイド担当3名 保存担当2名

秘書1名 （内、教育専任1名） 織物専門家１名

デジタル化企画専門家１名デジタル配信担当1名

事務担当1名

館長

事務部門 教育部門 調査・研究部門 保存部門

年度 2018 2019 2020 2021 2022

収入

文化省からの予算 303,149 367,031 413,270 315,370 327,405

独自収入 154,720 22,303 36,313 140,013 92,777

寄付等 - 18,200 - - -

合計 457,869 407,534 449,583 455,383 420,182

支出

機材調達費及びサービス契約費（機材レ
ンタル費）

144,248 39,770 57,335 98,970 54,443

人件費 303,149 367,031 388,485 335,115 350,782

維持管理費、スペアパーツ購入費等 4,028 686 3,598 21,297 2,058

広告費 1,795 - - - -

その他 4,649 47 165 - 12,899

合計 457,869 407,534 449,583 455,382 420,182
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2-1-3 技術水準 

本事業で整備される機材は、「調査機材」及び「教育機材」に分けられる。それぞれの機材担当者が

使用・運用・維持管理を責任持って行う予定であり、各機材の担当者は、表-4 に示すとおりである。

本事業にて整備される機材は特段複雑で高度な技術を有するものはないため、日常的な使用・操作・

維持管理について問題はないと考える。 

表-4 技術者リスト 

 

（出典：プルチュコ博物館資料） 

 

2-1-4 既存施設・機材 

(1) 既存施設 

プルチュコ博物館は、約 70ha のプルチュコ遺跡の敷地内の中、主に、「事務棟」、「博物館棟」、「倉

庫棟」の 3 棟が並んで建っている。「事務棟」には、受付があるほか、館長室、事務室、陶器の収蔵

庫がある。「博物館棟」は、中庭を中心に、展示室 3 室（プルチュコ遺跡展示室、織物展示室及び鉄

器展示室）、特別展示室 1 室、創設者の記念展示室 1 室の合計 5 室が配置されているほか、織物の作

業室、収蔵庫がある。また、「倉庫棟」には、陶器収蔵庫やミイラ収蔵庫などに加えて作業室があり、

博物館内に設置している複数の監視カメラを確認できる部屋が備えられている。いずれの部屋も風通

しのよい設計となっているが、除湿器、空気清浄機、湿度計などを設置して、空調管理を行っている。

建物 3 棟の前には、広場が広がっており、広場では簡易テントを張り、テーブルを設置し、ワークシ

ョップなどを開催している。広場の横には、簡易な小屋にワークショップ用具倉庫 2 部屋があり、ワ

ークショップに使用する資機材を保管している。 

 

(2) 既存機材 

プルチュコ博物館の既存機材は表-5 のとおりである。 

  

役職・役割 経験年数 維持管理担当機材

デジタル化企画専門家 15

プロ用デジタルカメラ、ハンドヘルドGPS、不動産文化財用3D
スキャナー、動産文化財用3Dスキャナー

観光ガイド、教育担当 11

3Dプリンタ、展示用プロジェクター、ビデオウォールシステム、

ワークショップ及び文化教育用ラップトップPC、ワークショップ

及び文化教育用プロジェクター、点字プリンター、PAシステム

受付、デジタルマーケティン
グ、デジタル配信担当

8

ワークショップ及び文化教育用デジタルカメラ、オンラインワー
クショップ用PC

文化財保存・修復アシスタン
ト

6

調湿窒素発生装置、蛍光X線撮影装置
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表-5 既存機材リスト 

 

（出典：プルチュコ博物館資料） 

  

(*状態 : A=使用可能、B=問題あるが使用可能、 C=使用不可能)

No. 機材名 数量 設置年 使用頻度
据付場所または保管

場所
*状態

1 CPU 9 2020 毎日 事務棟、倉庫棟 A
2 モニター 9 2021 毎日 事務棟、倉庫棟 A
3 キーボード 9 2021 毎日 事務棟、倉庫棟 A
4 ラップトップPC 2 2015 毎日 事務棟 B
5 テレビ 1 2018 時々 展示室 A
6 データロガー 1 2015 毎日 展示室 A
7 自記温湿度計 5 2015 毎日 展示室 B
8 換気扇 8 2015 毎日 展示室 B
9 スタンドディスプレイ 1 2018 毎日 展示室 A

10 ウェブカメラ 1 2020 毎日 展示室 A
11 ボックス型監視カメラ 11 2015 毎日 展示室 A
12 ドーム型監視カメラ 1 2015 毎日 展示室 A
13 警報器 1 2015 毎日 展示室 A
14 WIFI中継器 4 2018 毎日 展示室 A
15 コードプリンター 1 2018 時々 受付 A
16 除湿器 10 2017 毎日 A
17 湿度検知器 3 2015 毎日 A
18 空気清浄機 12 2017 毎日 A
19 バキュームクリーナー 6 2015 毎日 B
20 ノギス 2 2015 1回/週 A
21 排煙ファン 3 2015 毎日 A
22 家庭用ミシン 1 2015 毎日 A
23 デジタルカメラ 3 2015 毎日 A
24 顕微鏡 5 2015 1回/週 A
25 電子天秤 1 2015 1回/月 B
26 電動のこぎり 2 2015 毎日 A
27 ヒートシーラー 1 2015 毎日 A
28 PH計 2 2015 1回/週 A
29 ヒートガン 1 2015 1回/週 A
30 温湿度計 7 2015 1回/週 A
31 スチームクリーナー 1 2015 毎日 A
32 照度計 5 2015 毎日 A
33 純水装置 1 2015 1回/月 A
34 メガホン 1 2018 必要時 A
35 ウォーターサーバー 2 2020 毎日 A
36 セントリヒューガルポンプ 2 2015 毎日 A
37 貯水タンク 2 2015 毎日 A
38 三輪車 1 2015 毎日 B
39 芝刈り機 1 2017 毎日 A
40 消火器 23 2015 毎日 各所 A
41 バッテリー 1 2020 毎日 B
42 方位磁石 1 2015 1回/月 A
43 セーフティーボックス 1 2015 必要時 A
44 外付HDD 2 2015 毎日 A
45 避難方向燈 1 2015 毎日 A
46 GPS 1 2015 1回/月 C
47 ミニコンポ 1 2017 1回/月 A
48 タブレット 1 2015 1回/月 A
49 投影システム 1 2015 1回/月 A
50 複合機 2 2015 毎日 A
51 三脚 1 2015 1回/月 B
52 アンプ 3 2017 1回/月 A
53 プリンター 1 2015 毎日 A
54 掃除機 1 2015 1回/月 A
55 プロッター 1 不明 毎日 A
56 スキャナー 1 2015 1回/月 A

事務棟

保存・修復ラボラトリー用機材

倉庫棟

事務棟
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2-2 環境社会配慮及びグローバルイシューとの関連 

2-2-1 環境社会配慮 

本事業を実施することにより環境や社会に重大で望ましくない影響を及ぼす可能性はなく、また本

事業実施対象地域で住民生活に好ましくない影響を及ぼすこともない。JICA の環境社会配慮ガイド

ラインでは、環境や社会への望ましくない影響が最小限かあるいはほとんどないと考えられる協力事

業として、カテゴリーC に分類される。 

 

2-2-2 その他（グローバルイシュー等との関連） 

特になし。 
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第 3 章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要 

3-1-1 上位計画 

「ぺ」国政府は、文化省設置法（第 29565 号）において、文化省の機能の一つとして、国内におけ

る文化財の定義、調査、保護、保存を進めるとともに、その価値を考慮しながら、文化財を広く普及

することを掲げている。また、2020 年に発行された「2030 年に向けた国家文化政策」においては、

「ペ」国における文化財の価値を認識し、その価値を高めることがもっとも重要であると示されてい

る。あわせて、国民への文化財教育を強化することで、文化財の保存につながることが期待されてい

るとも示されている。本事業の実施は、「ぺ」国の文化財の調査の質の向上や、文化教育の向上を図

るものであり、本事業は「ぺ」国の上位計画に沿ったものであるといえる。 

また、本事業は、SDGs ターゲット 4.7 で掲げる「文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の

理解の教育」及び SDGs ターゲット 11.4 で掲げる「世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全」に貢

献するものである。 

我が国の「対ペルー共和国 国別開発協力方針」は、持続的な経済成長の阻害要因として国内の貧

富の格差を挙げ、格差是正のための経済社会インフラの整備や社会開発分野の支援を基本方針（大目

標）に掲げている。また、重点分野（中目標）として、「経済社会インフラ整備と格差是正」を掲げ

ており、事業展開計画において「ソーシャルセーフティネット支援プログラム」の下、格差是正のた

めの施設整備や人材育成を進めることとしている。本事業は、プルチュコ博物館への教育機材の整備

を通じて、学習目的で来訪する児童・生徒への文化教育の提供に寄与することから、これら方針及び

計画に合致するといえる。また、「経済社会基盤整備プログラム」では観光開発のためのインフラ整

備を支援することとしており、貴重な文化遺産を有するプルチュコ博物館の調査の質向上に寄与する

本案件は同プログラムにも合致する。加えて、本事業は、2023 年に日・ペルー外交関係樹立 150 周年

を迎える中での支援であり、文化省への支援はビジビリティも高く、二国間関係の更なる強化に資す

ることが期待される。 

 

3-1-2 当該セクターの現状 

先述のとおり、プルチュコ博物館では、館内に展示されている文化財のみならず、宮殿サイト内の

見学も可能である。新型コロナウィルス流行前は、年間 3 万人以上が訪れていた。2020 年の新型コ

ロナウィルス流行時には 7 か月間、完全に閉鎖されていたが、2020 年 11 月から再度開館し、2021 年

以降、来館者数は徐々に増え始めているところである。過去 4 年の来館者数の推移は、表-6 のとおり

である。 

表-6 来館者数            （単位：人） 

*COVID-19 により、2020 年 3 月～10 月まで閉館              （出典：プルチュコ博物館資料） 

国籍 
来館者数 

2018 年 2019 年 2020 年* 2021 年 

ペルー人 32,921 33,778 2,593 4,683 

外国人 2 43 11 0 

合計 32,923 33,821 2,604 4,683 
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プルチュコ博物館では、インカ帝国前の 11～13 世紀のイシマ期から、インカ帝国期（13～16 世紀）

の織物、陶器、骨片、鉄・金属片、ミイラ等約 2 万点の文化財が所蔵されており、111 点が展示され

ている。博物館周辺の広大なプルチュコ遺跡サイトには、未だ、多くの文化財が眠っており、続々と

発掘されている。プルチュコ博物館が収蔵している収蔵品は表-7 のとおりである。 

表-7 収蔵品 

 

（出典：プルチュコ博物館資料） 

プルチュコ博物館の年間活動行事は、表-8 のとおりである。近隣の小学生や住民が参加する伝

統祭事は地域の恒例行事となっている。また、考古学に関するワークショップなど、新型コロナ

ウィルス流行前は、地域コミュニティのみを対象とした対面での実施であったが、2022 年からは

ウェブでの参加も可能にしたことにより、国内外からのウェブ上での参加者も増えた。 

種類 資料数 備考

鉄・金属片 16

織物 36

陶器 15

貝殻 2

骨片 7

有機物 31

石器 4

鉄・金属片 302

有機物 713

煉瓦 109

陶器 3,348

陶器片 1,537

織物 6,249

木片 1,402

貝殻 871

茶器 856

種子 299

有機物 90

ミイラ 170

骨片（人骨） 883

骨片（動物） 65

過去プロジェクトでの発掘品 3,652

合計 20,657

展示中

保管中



 

11 

 

表-8 プルチュコ博物館の年間活動行事 

開催月 行事名 参加者数 

2 月 プレインカ製品のワークショップ 約 50名（+Web参加：約 300名）（2022年） 

5 月 博物館・美術館の国際デー 約 100 名（+Web 参加：約 300 名） 

（2022 年） 

6 月 イシュマ・インカ期の伝統祭事の再現 

（インティ・ライミ） 

小学生 400 名（2018 年） 

小学生 400 名（2019 年） 

7 月 創設者 Dr.Arturo Jiménez Borja 及び

インカの戦士追悼記念日 

310 名（2018 年）、272 名（2019 年） 

*地域の消防士等も参加 

12 月 Watunakuy伝統祭事 100 名（2018 年）、200 名（2019 年） 

プルチュコ博物館創立記念日 120 名（2018 年）、120 名（2019 年） 

（出典：プルチュコ博物館資料） 

 

文化省が管理する「ぺ」国内 56 か所の博物館のうち、プルチュコ博物館の来館者数は、他館と比

べ多くはないが、インカ帝国前の時代からの貴重な文化財が数多く収蔵されており、遺跡サイトには、

未だ、多くの文化財が地中に眠っている。また、地域コミュニティが参加する恒例の年間行事が開催

されるなど、地域に根付いた博物館であるといえる。 

現在、プルチュコ博物館における第一優先事項は、プルチュコ遺跡の調査・保存である。約 70ha に

及ぶ広大なプルチュコ遺跡において、調査が完了しているのは、ほんの一部に過ぎず、大部分が手つ

かずのままの状態となっている。「ぺ」国は、日本同様に、地震大国でもあることから、万が一、大

規模の地震が発生すれば、プルチュコ遺跡の地下に眠る建造物遺跡も崩壊してしまうことが懸念され

ている。また、プルチュコ遺跡の周辺には、近年、多くの住宅が建てられるようになり、無断で遺跡

内まで住宅地を広げようとする動きがあるほか、遺跡内に無断で立ち入る行為も散見されるようにな

っており、プルチュコ遺跡の調査・保存が急務となっている。このような背景から、2018 年以降、プ

ルチュコ博物館は、近隣のサンマルティン大学と共同で、プルチュコ遺跡の 3D デジタル保存に取り

組んでいる。主に、サンマルティン大学の機材を借りるなどして、一部区画の 3D デジタル保存が完

了したところであるが、残る広域部分の 3D デジタル保存を急ぎたい考えである。同様に、数多く発

掘される織物や陶磁器、ミイラなどの文化財についても、その成分を分析し、古代のいつ、どこで制

作、使用されていたものかなどの詳しい調査を行った上で、3D デジタル保存することを計画してい

る。 

また、プルチュコ博物館は、プルチュコ遺跡や考古学に関する文化教育を積極的に行っている。近

隣の小中学校の学生を対象とした考古学教育を実施しているほか、地域コミュニティ向けにワークシ

ョップも数多く開催している。さらに、公式ウェブサイト上に、バーチャルで博物館内及び宮殿サイ

ト内を訪問できるプラットフォームを掲載しており、ウェブサイトを訪れる誰もが、いつでも自由に

館内や宮殿サイトを見学できるようになっている。他方、現在は視覚障害者の訪問希望に応えられな

い状況であるが、視覚障害者もプルチュコ博物館を訪れて学べるような環境を整備することを計画し

ている。 

このように、プルチュコ博物館は、さまざまな活動を実施・計画しているが、これら活動に必要な
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機材を有しておらず、十分な活動ができない状況にある。 

 

3-1-3 プロジェクトの目的 

本計画は、プルチュコ博物館において、調査・教育機材の機材整備を行うことにより、博物館及び

その周辺遺跡の調査の質の向上や、博物館が行っている教育事業の質向上を図り、もって博物館資料

の質の向上と、実際に来訪する来館者、オンラインで訪れる来館者及び地域コミュニティへの適切な

サービス提供、教育に寄与する。 

 

3-2 無償資金協力による計画 

3-2-1 設計方針 

「ぺ」国政府の要請内容と、現地調査及び協議の結果を踏まえて、以下の方針に基づき、計画した。 

(1) 調査機材については、遺跡・文化財の調査作業で必要となる最低限の機材・数量とし、分析対

象物に適した仕様とする。 

(2) 教育機材については、プルチュコ博物館が実施している文化財の展示、オンライン形式を含む

ワークショップ及び文化教育活動で必要かつ適切な機材、数量、仕様とする。 

(3) 必要な機材に初期操作及び日常メンテナンスに係る研修を計画し、運用・維持が確実に行える

ようにする。 

(4) 消耗品については、当初作業で必要となる消耗品のみ含める。交換部品は特に計上しない。 

 

3-2-2 基本計画（機材計画） 

上記設計方針に基づき、各種機材の使用目的、プルチュコ博物館の要望等を勘案の上、計画対象機

材の選定を行った。各機材の具体的な選定方針は次のとおりである。 

(1) 調査機材のうち、プロ用デジタルカメラは、プルチュコ遺跡での出土物の撮影・記録に適した

仕様を選定する。 

(2) 不動産文化財用 3D スキャナーは、地中の状態を把握しつつ可能な限り良い状態での建造物の

調査を実施できる仕様の機材を選定する。 

(3) 動産文化財用 3D スキャナーは、遺跡出土物のデジタルスキャンの用途に適した仕様を選定す

る。 

(4) 調湿窒素発生装置は、害虫や湿気の被害を受けやすいミイラや被覆の布、装飾品に対し、調査

研究前に適切な窒素燻蒸処理を行うために適した仕様の機材を選定する。 

(5) 蛍光 X 線分析装置（XRF）は、出土される陶器・織物等の詳細な情報（制作された年代、場所

など）を特定するため、異なる物性情報の分析ができるよう選定する。 

(6) 教育機材のうち、3D プリンターは、3D スキャナーで取り込んだ 3D データを用いてワークシ

ョップで活用したり、視覚障害を持つ来館者向けに、レプリカを制作して触れる展示等に用い

ることができるよう選定する。 

(7) プロジェクターは、展示室での展示が難しいミイラ等、測定データを活用して立体的に映像を

投影できるよう選定する。 

(8) ビデオウォールは、同博物館がこれまで作成してきたプルチュコ遺跡の解説動画等の情報を

館内で上映できるよう選定する。 

(9) ラップトップ PC 及びプロジェクターは、地域コミュニティや小中学生を対象にプルチュコ遺
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跡内で実施するワークショップ及び文化教育用に、持ち運び可能な仕様を選定する。 

(10) デジタルカメラ及びデスクトップ PC は、写真や動画を記録し、オンライン配信のワークショ

ップで用いることできるよう選定する。 

(11) 点字プリンターは、視覚障害を持つ来館者が点字で文化財の説明を理解できるよう選定する。 

(12) 博物館で現在所有している音響機器は十分な機能が備わっていないため、PA システムは、博

物館が毎年実施している屋外で実施している祭事等の年間行事などで十分できる機能をもっ

た適切な仕様を選定する。 

本事業の整備機材の用途、設置・保管場所は表-9 のとおりである。 

 

表-9 機材活用計画 

機材

番号 
機材名 数量 用途 

設置・ 

保管場所 
頻度 

調査機材 

1 プロ用デジタルカメラ 1 式 文化財の撮影 倉庫棟 1回/週 

2 ハンドヘルド GPS 1 式 遺跡内地点情報の記録 倉庫棟 1回/週 

3 
不動産文化財用 3D ス

キャナー 
1 式 

不動産文化財のデジタル分

析 
倉庫棟 2回/月 

4 
動産文化財用 3D スキ

ャナー 
1 式 動産文化財のデジタル分析 倉庫棟 2回/週 

5 調湿窒素発生装置 1 式 文化財の分析前処置 
ワークショップ

用具倉庫 
1回/週 

6 
蛍光Ｘ線分析装置

（XRF） 
1 式 文化財の物性情報の分析 倉庫棟 1回/週 

教育機材 

7 3D プリンター 1 式 
ワークショップ及び文化教

育用資料の作成 
倉庫棟 1回/週 

8 展示用プロジェクター 1 式 文化財のデジタル画像展示 
展示室（鉄器展

示室） 
毎日 

9 
ビデオウォールシステ

ム 
1 式 

文化財情報及びオンライン

ワークショップコンテンツ

の発信 

展示室 

（プルチュコ遺

跡展示室） 

毎日 

10 

ワークショップ及び文

化教育用デジタルカメ

ラ 

2 式 
ワークショップ及び文化教

育活動の記録及び発信 
倉庫棟 毎日 

11 

オンラインワークショ

ップ用デスクトップ
PC 

2 式 オンラインワークショップ 倉庫棟 毎日 

12 

ワークショップ及び文

化教育用ラップトップ
PC 

2 式 
ワークショップ及び文化教

育活動 
倉庫棟 毎日 

13 

ワークショップ及び文

化教育用プロジェクタ

ー 

1 式 
ワークショップ及び文化教

育活動 
倉庫棟 2回/月 

14 点字プリンター 1 式 視覚障害者への情報発信 倉庫棟 1回/週 

15 PA システム 1 式 
ワークショップ及び文化教

育用 
倉庫棟 2回/月 
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（出典：プルチュコ博物館資料） 

「ぺ」国の電圧は、単相 AC220V、周波数は 60Hz、プラグは A または C タイプである。 

 

3-2-3 調達計画 

(1) 資機材等調達先 

 本事業における資機材等調達先は表-10 のとおりである。 
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表-10 資機材等調達先 

機材

番号 
機材名 数量 

調達国 備考 

（想定される原産国・

地域） 
現地 日本 第三国 

1 プロ用デジタルカメラ 1 式  〇  
DAC 諸国、ASEAN

諸国 

2 ハンドヘルド GPS 1 式 〇   DAC 諸国 

3 
不動産文化財用 3D ス

キャナー 
1 式  〇  DAC 諸国 

4 
動産文化財用 3D スキ

ャナー 
1 式  〇  DAC 諸国 

5 調湿窒素発生装置 1 式  〇  日本 

6 
蛍光Ｘ線分析装置

（XRF） 
1 式  〇  

DAC 諸国、ASEAN

諸国 

7 3D プリンター 1 式  〇  DAC 諸国 

8 展示用プロジェクター 1 式  〇  
DAC 諸国、中国、台

湾 

9 
ビデオウォールシステ

ム 
1 式  〇  

DAC 諸国、ASEAN

諸国、中国、台湾 

10 

ワークショップ及び文

化教育用デジタルカメ

ラ 

2 式  〇  
DAC 諸国、ASEAN

諸国 

11 

オンラインワークショ

ップ用デスクトップ
PC 

2 式  〇  DAC 諸国、中国 

12 

ワークショップ及び文

化教育用ラップトップ
PC 

2 式  〇  DAC 諸国、中国 

13 

ワークショップ及び文

化教育用プロジェクタ

ー 

1 式  〇  
DAC 諸国、中国、台

湾 

14 点字プリンター 1 式  〇  DAC 諸国 

15 PA システム 1 式  〇  
DAC 諸国、ASEAN

諸国、中国、台湾 

 

(2) 輸送計画 

本事業で調達される機材の輸送は、日本側の経費負担により、調達契約業者が「ぺ」国内プロジェ

クトサイトまで行う。 

日本で調達される機材はコンテナ詰めされ、横浜あるいは東京など京浜地区の主要港から海上輸送

され、「ぺ」国カジャオ港で陸揚げされる。港で通関後、「ぺ」国リマ市内のサイトであるプルチュコ

博物館まで陸上輸送される。現地調達機材については、「ぺ」国に輸送済みの機材の調達を計画する。 

日本からの海上輸送には約 3 か月間、「ペ」国カジャオ港で陸上げ後、内陸輸送には約 3 日間を要

する。「ぺ」国内での免税通関等に要する期間を考慮すると、全体で約 3.5 か月を要する。 
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(3) E/N、G/A 

交換公文（以下、「E/N」という。）は外務省、贈与契約（以下、「G/A」という。）は文化省が署名す

ることを確認した。E/N については批准が必要であり、1.5 か月から 2 か月程度の期間を要すること、

G/A については批准不要であることを確認した。 

 

(4) B/A、A/P 

 銀行取極め（以下、「B/A」という。）は、ペルー中央銀行が締結先となり、支払い授権書（以下、

「A/P」という。）を発行することを確認した。 

 

(5) 免税・通関手続き 

関税については免税である。手続きの流れは、調達業者が船積み書類を整え、JICA にドネーショ

ンレターの発行を依頼し、文化省はドネーションレター受領のレターを作成の上、税関に書類を提出

する。 

 

(6) 機材据付及び操作指導 

「展示用プロジェクター」及び「ビデオウォールシステム」について、据付が必要となる。調達業

者の現地調達管理要員の監督のもと、「ぺ」国内現地業者が実施する。据付工事期間として、3 日を見

込む。 

また、「不動産文化財用 3D スキャナー」、「動産文化財用 3D スキャナー」、「調湿窒素発生装置」、

「蛍光Ｘ線分析装置（XRF）」、「3D プリンター」、「展示用プロジェクター」、「ビデオウィールシステ

ム」、「点字プリンター」、「PA システム」については、プルチュコ博物館により適切に運用・維持管

理されるよう、調達業者の技術者が初期操作指導を実施する。 

 

(7) 事業実施工程表 

本事業の事業実施工程表は表-11 のとおりである。 
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表-11 事業実施工程表 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

交換公文（E/N締結） ▲

E/N批准 ▲

贈与契約（G/A）締結 ▲

コンサルタント契約 ▲

計画内容最終確認

仕様書等レビュー

入札図書作成

入札図書確認

業者契約締結 ▽

業者契約認証 ▽

発注 ▽

機器製作

検査・船積み

輸送

納入・開梱・据付工事

業務完了の確認 ▲

凡例：日本国内業務：

　　　　第三国業務：

　　　　現地業務：

　　　　想定時期：　▽　▲

月

実
施
段
階

調
達
監
理
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3-3 相手国側負担事業の概要 

本事業の実施にあたり、「ぺ」国側の負担事項は表-12 のとおりである。 

表-12 相手国側負担事項 

項目 
概算金額 

外貨額 円貨換算額 

支払授権書（A/P）発行に係る手数料 

及び A/P に基づく送金手数料 
- 約 50,000 円 

本事業実施後の年間維持管理 25,000 ソル 約 873,650 円 

換算レート：1 ソル=34.946 円 

注：IGV（一般売上税）免税のための実施機関による予算確保が必要となるか否かは、ペルー国内

での調達が発生するか否か次第となる。ペルー国内で機材を調達する際、ペルー業者に IGV を支

払う必要があるが、ペルーに銀行口座がなければ IGV 還付を受けられず、また IGV 還付には多大

な時間を要するため、IGV 分は実施機関（文化省）にて予算を確保の上、負担する必要がある。 

 

3-4 プロジェクトの運営維持管理計画 

本事業全体の窓口は、プルチュコ博物館館長で、機材の使用・運営管理・維持管理は各部門の担当

者が実施する。機材の維持管理費用は、現在の修理費・維持管理費に追加して「ぺ」国政府に予算申

請する予定である。 

調査機材のうち、「蛍光 X 線分析装置」の使用にあたっては、免許を持った者の設置が必要なため、

本案件の実施が決定した段階で、スタッフが免許を取得する予定である。また、「動産文化財用 3D ス

キャナー」は、博物館と長年提携しているサンマルティン大学の教授 2 名が技術協力者として助言す

る予定である。 

なお、アフターセールスサービスは日本または「ぺ」国内の支店や代理店を通して行うこととなる。 
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第 4 章 プロジェクトの評価 

4-1 事業実施のための前提条件 

事業実施のための前提条件は特にない。 

 

4-2 機材納入のために必要となる工事等 

特になし。 

 

4-3 プロジェクトの評価 

4-3-1 妥当性 

「ぺ」国政府は、文化省設置法（第 29565 号）において、文化省の機能の一つとして、国内に

おける文化財の定義、調査、保護、保存を進めるととともに、その価値を考慮しながら、文化財

を広く普及することを掲げている。また、2020 年に発行された「2030 年に向けた国家文化政策」

においては、「ぺ」国における文化財の価値を認識し、その価値を高めることがもっとも重要であ

ると示されているほか、国民への文化財教育を強化することで、文化財の保存につながることが

期待されるとも示されている。本事業の実施は、「ぺ」国の文化財の調査の質の向上や、文化教育

の向上を図るものであり、本事業は「ぺ」国の上位計画に沿ったものであるといえる。 

また、我が国の「対ペルー共和国 国別開発協力方針」は、基本方針（大目標）として「持続的

な経済成長の阻害要因として国内の貧富の格差を挙げ、格差是正のための経済社会インフラの整

備や社会開発分野の支援経済発展への貢献」を基本方針（大目標）に掲げている。また、重点分

野（中目標）として、「経済社会インフラ整備と格差是正」を掲げており、事業展開計画において

「ソーシャルセーフティネット支援プログラム」の下、格差是正のための施設整備や人材育成を

進めることとしている。同国における貧富の格差は、ペルー政府の抱える深刻な課題の一つであ

ることが示されている。本事業は、プルチュコ博物館への教育機材の整備を通じて、学習目的で

来訪する児童・生徒への文化教育の提供に寄与することから、これら方針及び計画に合致すると

いえる。また、「対ペルー共和国 事業展開計画」の「経済社会基盤整備プログラム」では観光開

発のためのインフラ整備を支援することとしており、貴重な文化遺産を有するプルチュコ博物館

の調査の質向上に寄与する本案件は同プログラムにも合致する。加えて、本事業は、2023 年に日・

ペルー外交関係樹立 150 周年を迎える中での支援であり、文化省への支援はビジビリティも高く、

二国間関係の更なる強化に資することが期待でき、支援の妥当性は高い。 

  

4-3-2 有効性 

(1) 定量的効果 

 

指標名 
基準値 

（2022 年実績値） 

目標値（2027 年） 

（事業完成 3 年後） 

不動産文化財（建築物等）の 

3D 登録面積 
5,697 ㎡ 91,227㎡（注1） 

文化建造物のバーチャル・拡張現実
ツアーのコンテンツ数 

2 本 6本（注2） 

 

（注 1）実績値はこれまでにサンマルティン大学から機材貸与や技術的な協力を得ながら 3D 登録を行った面

積。目標値は事業完成後 3 年で調査を計画している 5 つの対象地の面積の合計。 

（注 2）現在、プルチュコ博物館の公式ウェブサイトでは、博物館内と宮殿サイトの 2 つのバーチャルツアーを
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公開しており、ウェブ上で周回し、文化財について音声や文字で解説を受けることができる。現在、

館内と宮殿サイトの 2 本のコンテンツを制作しているが、整備された機材を活用し、これらのコンテ

ンツの改良を図るとともに、小高い丘の上や、アクセスする通路が整備されていない場所にあるプル

チュコ遺跡をバーチャルツアーできるように、新たに 4 本のコンテンツを制作する。 

 

(2) 定性的効果 

1) プルチュコ遺跡内の建造物及び歴史価値のある文化財をより詳細に調査・分析できるように

なる。 

2) 障害者向け包括的なサービスを提供できるようになる。 

 

4-4 その他（広報、人材交流等） 

4-4-1 相手国側による広報計画 

本事業が実施された場合、文化省及びプルチュコ博物館は、日本からの支援を積極的に広報す

る計画である。具体的には以下のとおりである。 

1) 引渡式を開催する。 

2) 文化省及びプルチュコ博物館のウェブサイト、パンフレット、SNS、報道発表を通じて、広

報を行う。 

3) プルチュコ博物館の入口に日本の協力を示す記念銘板を設置する。 

4) 本事業の成果をまとめた冊子を制作し、一般配布する。 

 

4-4-2 その他 

特になし。 
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【資料】 

1． 調査団員・氏名 

中川 岳春  団長   JICA ペルー事務所 

西川 明美  機材計画  （一財）日本国際協力システム 

松本 貴範   機材調達・積算  （一財）日本国際協力システム 

 

2． 調査行程 

 

 

 

日 内容 宿泊先

1 2022/5/15 日
10:55 成田発 (JL8012)=> 8:25 ダラス着

17:46 ダラス発 (AA909) =>
機中泊

2 2022/5/16 月
>00:37 リマ着

JICAペルー事務所打ち合わせ、文化省との協議
リマ

3 2022/5/17 火 パチャカマック博物館の視察 リマ

4 2022/5/18 水 プルチュコ博物館との協議 リマ

5 2022/5/19 木 プルチュコ博物館との協議 リマ

6 2022/5/20 金 文化省との協議 リマ

7 2022/5/21 土 書類整理 リマ

8 2022/5/22 日 書類整理 リマ

9 2022/5/23 月 プルチュコ博物館との協議 リマ

10 2022/5/24 火 プルチュコ博物館との協議 リマ

11 2022/5/25 水 プルチュコ博物館との協議 リマ

12 2022/5/26 木 プルチュコ博物館との協議 リマ

13 2022/5/27 金 文化省との協議 リマ

14 2022/5/28 土 書類整理 リマ

15 2022/5/29 日 書類整理 リマ

16 2022/5/30 月 プルチュコ博物館との協議 リマ

17 2022/5/31 火 プルチュコ博物館との協議 リマ

18 2022/6/1 水 文化省との協議（ミニッツ内容の確認） リマ

19 2022/6/2 木
文化省との協議（ミニッツ署名）
JICAとの協議（ミニッツ署名）

リマ

20 2022/6/3 金 在ペルー日本国大使館との協議 -

21 2022/6/4 土
00:20 リマ発(JL8252)=>9:10 ニューヨーク（J F Kennedy）着

13:25  ニューヨーク（J F Kennedy）発 (JL005) =>
機中泊

22 2022/6/5 日 >16:35 羽田着 -

日付
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3． 関係者（面会者）リスト 

【文化省】 

Carlos Roldán Del Águila Chávez 博物館局 局長 

Fernando Veliz García  博物館局 

Wilyam Abelardo Lúcar Aliaga 国際協力室 室長 

Jimmy Alegria   国際協力室 

 

【プルチュコ博物館】 

Clide Valladolid Huaman  館長 

Cancho Ruiz Christian Giovanni 調査分析官 

Fernández Mallccco Williams Pavel 受付スタッフ 

Campos Chávez Fredy Linder ガイド 

Cornejo Arana José Carlos  ガイド 

Ponce Avilez Edith Yovana  文化財保存担当アシスタント 

Rodríguez Soriano Máximo Aníbal 教育担当 

Sandoval López Lucy Margot  管理アシスタント 

Gómez Ayte Mary Luz  秘書 

 

【サンマルティン大学】 

Norma León Lescano  工学・建築学部、インタラクティブ技術・ソフトウェア研究室長 

Yann Barnet   建設・都市住宅研究院長  

 

【パチャカマック博物館】 

Denise Pozzi Escot   館長 

 

【在ペルー日本国大使館】 

片山 和之   日本国特命全権大使 

福留 健太   二等書記官 広報文化担当 

 

【JICA ペルー事務所】 

小谷 知之   次長 

木村 明広   所員 

Liz CHIRINOS CUADROS  上級セクター担当 
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4． 討議議事録及び当初要請からの変更点 

(1) 要請内容 

文化省と合意した討議議事録は別添のとおりである。当初要請内容から削除・変更した機材は表-

13、追加した機材は表-14 のとおりである。 

表-13 当初要請内容から削除・変更した機材 

 

 

No. 機材名 理由

2 スタジオ撮影キット 1 → 1 プロ用デジタルカメラ一式として選定

3 3Dスキャナー 1 → 1 動産文化財用3Dスキャナーとして選定

4 360度カメラ 1 → 0 維持管理が困難なため削除

5 360度撮影アクセサリ 1 → 0 維持管理が困難なため削除

6 iPhone 1 → 0 維持管理が困難なため削除

7 360度カメラライセンス 24 → 0 維持管理が困難なため削除

8 ドローン 2 → 0 維持管理が困難なため削除

9 タブレット 2 → 0 維持管理が困難なため削除

10 タブレット 2 → 0 維持管理が困難なため削除

12 ノートPC 1 → 0 優先度が低いため削除

13 ノートPC 1 → 0 優先度が低いため削除

14 写真測量ソフトウェア 1 → 0 維持管理が困難なため削除

15 3Dコンテンツ作成ソフトウェア 2 → 0 維持管理が困難なため削除

16 グラフィックデザインソフトウェア 12 → 0 維持管理が困難なため削除

17 デスクトップPC 1 → 0 維持管理が困難なため削除

18 キャリア基板 1 → 0 維持管理が困難なため削除

19 マイクロコンピューター開発者用キット 1 → 0 維持管理が困難なため削除

20 マイクロコンピューター開発者用キット 1 → 0 維持管理が困難なため削除

21 マイクロコンピューター 2 → 0 使用目的を確認できなかったため削除

22 マイクロコンピューター 2 → 0 使用目的を確認できなかったため削除

23 マイクロコンピューター 1 → 0 使用目的を確認できなかったため削除

24 マイクロコンピューター用センサー 1 → 0 使用目的を確認できなかったため削除

25 マイクロコンピューター 1 → 0 使用目的を確認できなかったため削除

26 気象観測装置 2 → 0 使用目的を確認できなかったため削除

27 マイクロコンピューター 1 → 0 使用目的を確認できなかったため削除

28 マイクロコンピューター用モジュール 1 → 0 本用途から外れるため削除

29 VRゴーグル 1 → 0 No. 99VRゴーグルと同じ使用目的だったため削除

30 ハンドセンサー 2 → 2 ワークショップ及び文化教育用ラップトップPC一式として選定

31 触覚センサー 1 → 0 優先度が低いため削除

32 ミニバス 1 → 0 使用目的を確認できなかったため削除

33 ラック 4 → 0 優先度が低いため削除

34 除湿器 18 → 0 優先度が低いため削除

35 空気清浄機 18 → 0 優先度が低いため削除

36 作業者用防護具 1 → 0 優先度が低いため削除

38 温湿度計 5 → 0 優先度が低いため削除

39 X線撮影装置 4 → 0 優先度が低いため削除

40 照明拡大鏡 10 → 0 優先度が低いため削除

42 EC計 5 → 0 優先度が低いため削除

43 温度計 15 → 0 優先度が低いため削除

44 マルチ環境計 4 → 0 優先度が低いため削除

45 照度計 4 → 0 優先度が低いため削除

数量

デジタル化・分析用機材

登録・保管用機材
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46 エアコン 2 → 0 優先度が低いため削除

47 電子天秤 5 → 0 優先度が低いため削除

48 生物顕微鏡 1 → 0 優先度が低いため削除

49 三脚 6 → 0 優先度が低いため削除

50 マップケース 10 → 0 優先度が低いため削除

51 ラック 10 → 0 優先度が低いため削除

52 バキュームクリーナー 6 → 0 優先度が低いため削除

53 サクションテーブル 1 → 0 優先度が低いため削除

54 電気こて 1 → 0 優先度が低いため削除

55 可動式キャビネット 5 → 0 優先度が低いため削除

56 ロッカー 3 → 0 優先度が低いため削除

57 デジタルカメラ 6 → 1
ワークショップ及び文化教育用デジタルカメラとして必要台数に
鑑み数量変更

58 デスクトップPC 4 → 2 オンラインワークショップ用PCとして、必要台数に鑑み数量変更

59 電気炉 1 → 0 優先度が低いため削除

60 パワーアンプ 1 → 1 PAシステム一式として選定

61 ミキサー 1 → 1 PAシステム一式として選定

62 ハンドヘルドプリンター 1 → 0 優先度が低いため削除

63 エアカーテン 10 → 0 優先度が低いため削除

64 排煙ファン 5 → 0 優先度が低いため削除

65 ミイラ用台車 7 → 0 優先度が低いため削除

66 作業用テーブル 2 → 0 優先度が低いため削除

67 自記温湿度計 10 → 0 優先度が低いため削除

68 足場 2 → 0 優先度が低いため削除

69 排気ファン 1 → 0 優先度が低いため削除

70 火災報知器 23 → 0 使用目的を確認できなかったため削除

71 防犯カメラ 2 → 0 使用目的を確認できなかったため削除

72 防犯カメラ 2 → 0 使用目的を確認できなかったため削除

73 三輪トラック 1 → 0 使用目的を確認できなかったため削除

75 点字翻訳ソフト 1 → 1 点字プリンターとして選定

76 プロジェクションマッピング用プロジェクター 1 → 0 No. 81プロジェクターと同じ使用目的だったため削除

77 ビデオウォール 9 → 1 ビデオウォールシステム一式として選定

78 ビデオウォール架台 1 → 1 ビデオウォールシステム一式として選定

79 展示ケース 6 → 0 優先度が低いため削除

80 LED照明 1 → 0 優先度が低いため削除

81 プロジェクター 1 → 1 ワークショップ及び文化教育用プロジェクターとして選定

82 プロジェクター用スクリーン 1 → 1 ワークショップ及び文化教育用プロジェクターとして選定

83 3Dホログラムプロジェクター 2 → 1 展示用プロジェクター一式として選定

84 3Dホログラム用スクリーン 9 → 1 展示用プロジェクター一式として選定

85 ノートPC 4 → 2
ワークショップ及び文化教育用ラップトップPCとして必要台数に
鑑み数量変更

86 スタジオ撮影キット 2 → 0 No.2スタジオ撮影キットと同じ使用目的だったため削除

87 VRゴーグル 15 → 0 No. 99VRゴーグルと同じ使用目的だったため削除

88 VRゴーグル用スマートフォン 15 → 0 No. 99VRゴーグルと同じ使用目的だったため削除

89 モニター 1 → 0 優先度が低いため削除

90 ゴルフカート 1 → 0 使用目的を確認できなかったため削除

展示用機材

ワークショップ・文化教育用機材



 

 25 

 

 

表-14 当初要請内容に追加した機材 

 

 

(2) その他 

案件名について、以下のとおりとなった。 

 

＜和文＞ 

- 要請当初：「アルトゥーロ・ヒメネス・ボルハ」プルチュコサイト博物館文化財研究・教育機

材整備計画 

- 変 更 後：プルチュコ博物館における調査・教育機材整備計画 

＜西文＞ 

- ミニッツ締結時：Proyecto para el Mejoramiento de Equipos Tecnológicos para la Investigación y 

Educación en el Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” – Puruchuco 

- 変更後：Proyecto del Mejoramiento de Equipos para la Investigación y Educación en el Museo de 

Sitio “Arturo Jiménez Borja” - Puruchuco 

＜英文＞ 

- ミニッツ締結時：Project for the Improvement of Technological Equipment for Investigation and 

Education in the Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja”-Puruchuco 

- 変 更 後：Project for the Improvement of Equipment for Investigation and Education in the Museum 

of the Site of “Arturo Jiménez Borja”-Puruchuco 

 

5． 参考資料 

特になし。 

 

6． その他の資料・情報 

特になし。 

 

91 イコライザー 1 → 1 PAシステム一式として選定

92 ワイヤレスマイクシステム 2 → 1 PAシステム一式として選定

93 有線マイク 10 → 1 PAシステム一式として選定

94 XLRケーブル 10 → 1 PAシステム一式として選定

95 パッシブスピーカー 2 → 1 PAシステム一式として選定

96 アクティブスピーカー 2 → 0 PAシステム一式として選定

97 テキスタイル 4 → 0 使用目的を確認できなかったため削除

99 VRゴーグル 2 → 10 ビデオウォールシステム一式として選定

No. 機材名 理由

- 不動産文化財用3Dスキャナー 0 → 1 遺跡内の建造物の調査に必要なため追加

数量

デジタル化・分析用機材
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第 1章 プロジェクトの背景・経緯 

1-1 プロジェクトの背景 

ザンビア共和国（以下「ザ」国という。）は、南部アフリカに位置する内陸国であり、コン

ゴ民主共和国、タンザニア、マラウイ、モザンビーク、ジンバブエ、ボツワナ、ナミビア、

アンゴラの 8か国と国境を接する。国土面積は約 752,614km2 （日本の約 2 倍）、人口は約 

1,838 万人（2020 年、世界銀行）、民族は 73 部族（トンガ系、ニャンジァ系、ベンバ系、ル

ンダ系）からなり、公用語である英語の他にベンバ語、ニャンジァ語、トンガ語等の各部族

の言語が話されている。また、宗教については、8割近くがキリスト教であり、その他イスラ

ム教、ヒンドゥー教、伝統宗教である。 

「ザ」国は 1964年にイギリスから独立して以来、銅の生産に依存するモノカルチャー経済

（銅が輸出額の約 6 割を占める）であり、銅の生産量と国際価格の変動がザンビア経済に大

きな影響を与えるため、海外からの投資促進、農業や観光等を中心とした産業構造改革を最

優先の政策として掲げている。また、現政権は、「団結、繁栄、平等な国作り（Creating a United, 

Prosperous and Equitable Zambia）」を重要視しており、さらに、第 8次国家開発計画（2022-2026

年）で位置づけられている戦略的開発分野 2「人間及び社会開発」において、「教育及び能力

開発の改善」を目指している。リビングストン博物館を含む国立博物館等は、自国文化や環

境に係る教育活動及び研究・資料の保存活動を通じて、当該目標に貢献している。 

首都はルサカであるが、リビングストンは世界 3 大瀑布の 1 つで世界遺産に登録されてい

るビクトリア滝を擁する「ザ」国の主要都市のひとつであり、世界中から観光客が訪れる。

その都市名は 19世紀の英国人アフリカ探検家デビッド・リビングストンに由来している。今

回の対象サイトであるリビングストン博物館は、「ザ」国の学校の生徒・学生や一般向けの教

育施設としての役割を担っているとともに、リビングストンの主な観光スポットのひとつと

もなっている。 

リビングストン博物館は 1934 年に英国植民地時代の北ローデシア政府により設立された

「ザ」国の国内最古かつ最大の博物館である。同博物館は 5 つのテーマに分かれた常設展示

室と企画展示室を有し、石器時代の人骨・石器、生活用具、野生動物・昆虫・植物の剥製・

標本、伝統的な村落の生活風景模型、「ザ」国の歴史（植民地時代を含む）等幅広い分野の資

料を展示している。また、同博物館は地域住民や学校に対する教育活動に力を入れており、

館内のホールや学校等にて文化教育イベント等を行っていることに加え、野生動物及び植物

に関する自然史分野の他に、民族史等に関する野外調査や研究を行う他、資料の収集・保存

活動も積極的に行っている。 

我が国は 2003年度の文化無償資金協力において、同博物館に対し、プレゼンテーション機

材、ビデオ撮影・編集用機材、写真機材、フィールドワーク用機材整備支援を行った。しか

しながら、これら機材を含む同博物館が保有する既存の機材・設備は経年劣化が著しく、研

究、保存、展示及び教育活動に支障をきたしている。 

こうした背景から、リビングストン博物館の研究、保存、展示及び教育活動を行うための

機材の整備を行うことにより、「ザ」国における自国文化・自然遺産の理解促進とそれら遺産

の価値向上と保存環境の改善を図り、もって「ザ」国民の相互理解と平和、持続可能な環境

の促進に寄与するために、「ザ」国政府は機材整備に必要な資金協力を我が国に要請した。 
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1-2 無償資金協力の要請内容 

(1）要請年月：2022年 2月 

(2）要請金額：80百万円 

(3）要請内容： 

展示用機材（タッチスクリーン、カメラ、プリンター、PAシステム等） 

研究用機材（双眼鏡、GPS、顕微鏡、録音機材、テント等） 

保管保存用機材（スキャナー、加湿器、除湿器、温湿度計等） 

 

1-3 我が国の関連分野への協力 

過去の我が国による文化財分野に関連した援助実績は表-1のとおりである。 

表-1 我が国の援助実績 

協力内容・

機関名 
実施時期 案件名 

事業費 

（百万円） 
概要 

課題別研修

（JICA・国

立民族学博

物館） 

1996～2021

年度 

・博物館とコミュニテ

ィ開発コース（2017～

2019年度、2021年

度） 

・博物館学集中コース

（2005～2008年度） 

・博物館技術コース

（1996年度、1999年

度、2001年度、2003

年度） 

- 

博物館専門家向けの

収集・整理・保存・

展示・教育に関する

実践的な技術を修得

し、博物館を通じた

開発途上国の観光開

発や地域・文化振興

に積極的に貢献でき

る人材の育成 

学術協定

（国立民族

学博物館） 

2018年 8

月 12日 

締結 

国立博物館機構（ザン

ビア）との間の学術協

力に関する協定 

- 

国際共同研究、研究

者の交流、博物館に

関する資料や情報の

交換など 

無償資金協

力 
2003年度 

リビングストン博物館

に対する視聴覚機材供

与（the supply of audio-

visual equipment to 

Livingstone Museum） 

2.02 

AVプレゼンテーショ

ン機材、ビデオ撮影

機材、写真機材等の

視聴覚機材及びテン

ト、カメラ、録音機

等のフィールドワー

ク機材の供与 

青年海外協

力隊派遣 
- 3名 - 

リビングストン博物

館における収蔵品の

デジタル化支援 

（出典：外務省、JICA、国立民族学博物館） 

 

1-4 他ドナーの援助動向 

リビングストン博物館に対する他ドナーが近年実施した協力事業は次の表-2 のとおりであ

る。その他にも展覧会の実施、共同研究等、他ドナーや他国との協力関係は多岐に亘る。 
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表-2 他ドナーのリビングストン博物館への協力実績 

国名・機関名 年度 内容（案件名） 金額 

米国・研究者個人 2019 
考古セクションにおける機材及び収蔵

庫資材供与 
USD8,430 

英国・Private Enterprise 

Programme Zambia 

(PEPZ) 

2019 

資金・技術支援（Improving Financial 

Self-sufficiency of Livingstone 

Museum） 

GBP27,146 

米国大使館 2017 

大使文化基金からの資金支援

（Provision of Storage Facilities in the 

Archaeology Storeroom） 

USD39,508 

EU・Global Biodiversity 

Information Facility 
2017 

アフリカにおける生物多様性（BID）

プログラムの資金支援（Mobilizing Bat 

Occurrence Data in Zambia） 

EUR 39,870 

（出典：リビングストン博物館資料） 
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第 2章 プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制 

2-1-1 組織・人員 

リビングストン博物館は、観光省傘下の国立博物館機構（National Museums Board：NMB）

の下にある国立博物館である。観光省は、「ザ」国の観光に係る政策の実施を担っている。ま

た、NMB は、同博物館を含む「ザ」国の国立博物館 5 館を傘下に擁し、博物館が実施する

ザンビアの文化・自然遺産の収集、保存、展示、教育・普及活動を監督している。 

リビングストン博物館の運営は、合計 79 名のポストが配置されているが、実際には、館

長を責任者として、計 43名によって担われている（2022年 6月現在）。現在、館長は NMB

事務局長を兼務しており、ルサカに拠点を置いているため、実質的には哺乳類部門責任者で

ある館長代理のもと運営されている。組織図は図-1 のとおりである。 
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図-1 リビングストン博物館組織図 

（出典：リビングストン博物館資料） 

実線・灰色：配置済み
点線・括弧書き：設置されているポスト
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2-1-2 財政・予算 

同博物館の予算は、政府からの配賦予算と独自収入である。政府からの配賦予算は 5,003千ザンビ

アクワチャ（ZMW）（約 42 百万円）（2021年度）である（1ZMW＝8.4235円で計算）。2021年度まで

は政府からの配賦予算は人件費のみが対象であったが、2022年度からは研究、資機材・サービス購入

費も対象となった。その他の自己収入等は常設展チケット代、クラフトショップでの民芸品売上、研

究受託料、施設賃借料及び寄付金等である。 

同博物館の運営経費は、人件費（給料・賃金）、光熱費、施設・機材の維持管理費、資料収集費、

研究活動費、教育活動費、クラフトショップで販売する民芸品購入費等である。 

本計画が実施される場合、機材の維持管理に必要な維持管理費は電気代を含み年間約 110,000 ZMW

（約 93 万円）の追加費用が発生する見込みであることから、現在の維持管理費に追加してザンビア

政府に予算申請する予定である。 

収支が赤字になっている年度があるが、赤字分は前年度以前の黒字分から補填されており、実際に

は収支差はゼロとなっている。 

予算は、毎年 NMB が傘下の国立博物館の次年度予算案をとりまとめ、NMB の予算案として観光

省に 6月半ば頃に提出している。財務省内で予算案が承認された後、観光省を通じて NMBへの予算

配賦額が通知され、NMB が各博物館への予算配分を決定する。ザンビア政府から NMB への送金は

同月半ば頃に行われ、NMB から各博物館へは同月第 3 週頃に送金されている。 

2018 年度から 2022 年度まで 5 年間の同博物館の収支実績及び予定は表-3 のとおりである。なお、

同国の予算年度は 1月 1日から 12月 31日までである。 
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表-3 リビングストン博物館の収支表（2018年度実績～2022年度予算） 

 

会計年度：1月 1日～12月 31日 

（出典：リビングストン博物館資料） 

（単位：ZMW）

年度 2018年（実績） 2019年（実績） 2020年（実績） 2021年（実績） 2022年（予定）

収入

　政府からの予算（人件費） 3,913,929.00          2,802,190.00          4,883,630.00          5,003,224.00          5,309,373.00          

　政府からの予算（研究、資機材購入費） 642,782.00             

　来館者からのチケット代 791,183.00             904,649.00             228,318.00             247,661.00             640,000.00             

自己収入

　クラフトショップ売上 139,605.00             155,710.00             96,140.00               111,563.00             318,000.00             

　研究受託料 2,917.00                 8,089.00                 400.00                    4,179.00                 1,200.00                 

　受取手数料 2,433.00                 3,444.00                 3,865.00                 2,775.00                 6,804.00                 

　図書館利用料 2,360.00                 2,560.00                 1,800.00                 1,540.00                 1,800.00                 

その他収入

　受取家賃 26,500.00               41,100.00               30,227.00               53,400.00               70,800.00               

　レストランレンタル料 27,000.00               26,500.00               33,000.00               36,000.00               36,000.00               

　ホール貸出料 80,955.00               62,925.00               24,440.00               31,300.00               54,000.00               

　スタッフ宿泊料 12,657.00               12,668.00               12,904.00               11,010.00               9,768.00                 

　車両貸出料 72,312.00               183,303.00             3,676.00                 -                          -                          

　寄付金 19,295.00               3,031.00                 43,306.00               27,007.00               1,200.00                 

　銀行利息 428.00                    820.00                    463.00                    994.00                    816.00                    

合計 5,091,574.00          4,206,989.00          5,362,169.00          5,530,653.00          7,092,543.00          

支出

　給料・賃金 3,913,929.00          2,802,190.00          4,883,630.00          5,003,224.00          5,309,373.00          

　保存作業材料代 9,124.80                 540.00                    1,375.98                 3,947.00                 10,000.00               

　燃料代 49,675.47               91,807.62               78,668.55               53,699.00               50,300.00               

　図書館資料収集費用 19,960.00               21,782.00               14,560.00               38,605.00               32,850.00               

　文具・印刷代 37,832.00               38,307.55               44,039.27               50,317.00               65,521.00               

　博物館資料収集費用 250.00                    -                          1,200.00                 700.00                    5,000.00                 

　清掃代 25,530.95               23,402.38               50,319.06               28,362.00               35,000.00               

　ユニフォーム・防護服代 504.90                    18,059.50               4,227.24                 580.00                    27,000.00               

　事務用品代 1,982.07                 1,554.00                 4,322.30                 4,884.00                 8,400.00                 

　民芸品購入費 80,705.50               131,488.06             97,578.50               45,822.00               110,000.00             

　事務機器代 86,895.00               32,385.00               76,078.00               -                          64,000.00               

　修理代 -                          59,866.30               23,408.00               -                          36,000.00               

　銀行手数料 18,745.75               10,104.87               9,726.13                 8,995.00                 12,000.00               

　建物維持管理費 79,851.74               119,275.10             48,301.30               54,355.00               55,000.00               

　電気代 57,407.58               58,191.55               59,427.00               106,030.00             130,000.00             

　水道代 11,494.33               8,187.05                 6,915.86                 8,444.00                 12,000.00               

　会議費・セミナー費 6,925.00                 -                          6,850.00                 -                          10,000.00               

　車両維持管理費 36,132.00               31,892.54               34,197.45               31,873.00               46,600.00               

　車両保険料 13,650.78               15,706.81               16,455.23               15,950.00               18,000.00               

　ソフトウェアライセンス料 4,966.88                 2,415.00                 8,634.98                 10,460.00               12,500.00               

　広報費 11,931.27               7,489.75                 14,452.00               3,480.00                 15,000.00               

　郵便代 1,079.85                 501.83                    437.00                    -                          2,102.00                 

　借地代 6,301.23                 7,014.20                 3,144.90                 8,097.00                 16,000.00               

　レンタル料 36,000.00               39,900.00               40,200.00               44,100.00               48,000.00               

　電話・インターネット代 61,276.24               64,283.30               30,729.16               49,240.00               78,000.00               

　会員登録料 8,860.00                 8,130.00                 1,025.00                 10,103.00               16,000.00               

　研究調査・フィールドワーク費 35,690.00               21,808.00               25,937.00               27,061.00               538,642.00             

　旅費 95,521.00               157,342.00             66,060.00               110,099.00             60,000.00               

　展示費 23,578.50               1,202.37                 5,070.00                 3,157.00                 20,000.00               

　福利厚生費 4,823.46                 4,251.44                 7,519.33                 15,812.00               10,000.00               

　事務機器維持管理費 1,555.17                 2,938.56                 7,316.79                 1,900.00                 10,000.00               

　ショー・アウトリーチ活動費 2,697.68                 322.38                    -                          -                          10,000.00               

　葬祭埋葬費 9,666.05                 4,000.00                 -                          14,890.00               20,000.00               

　イベントプログラム費 24,643.00               28,476.72               13,880.00               2,700.00                 55,800.00               

　運転免許料 3,097.00                 2,725.00                 2,783.00                 1,707.00                 4,500.00                 

　送料・レンタル料 4,875.00                 7,375.00                 6,500.00                 6,500.00                 6,500.00                 

　オフィス家具維持管理費 197.50                    12,356.80               -                          130.00                    12,000.00               

　トレーニング費 58,105.71               17,472.16               -                          -                          10,000.00               

　修理・維持管理費 -                          2,207.23                 5,220.00                 1,399.00                 10,000.00               

合計 4,845,462.41          3,856,952.07          5,700,189.03          5,766,622.00          6,992,088.00          

収支差 246,111.59 350,036.93 -338,020.03 -235,969.00 100,455.00
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2-1-3 技術水準 

本事業で整備される機材は、博物館が実施している活動全てに亘るものであり、研究機材、保存機

材、展示機材及び教育機材である。表-4 に示すとおりそれぞれの部門の担当者が機材の使用・運用・

維持管理について責任を持って行う予定である。本事業にて整備される機材は特段複雑で高度な技術

を有するものはないため、日常的な使用・操作・維持管理について大きな問題はない。 

表-4 技術者リスト 

配属 

部署 
タイトル 専門分野 

経験

年数 
担当機材 

登録 資料登録責任者 
IT・資料登

録 
19 年 IT 機材、パソコン、スキャナー 

哺乳類 館長代理 / 哺乳類部門責任者 
生態学、哺

乳類 
29 年 研究機材、展示機材 

管理 総務部門責任者補佐 人事、管理 6 年 CCTV システム 

魚類 魚類部門責任者補佐 生態学 19 年 研究機材、展示機材 

鳥類 鳥類部門責任者補佐 生態学 7 年 研究機材、展示機材 

昆虫 昆虫部門責任者補佐 生態学 5 年 研究機材、展示機材 

爬虫類 爬虫類部門責任者補佐 生態学 2 年 研究機材、展示機材 

植物 植物部門責任者補佐 生態学 2 年 研究機材、展示機材 

考古 考古部門責任者補佐 考古学 7 年 研究機材、展示機材 

考古 考古部門責任者補佐 考古学 5 年 研究機材、展示機材 

歴史 歴史部門責任者補佐 歴史学 5 年 研究機材、展示機材 

民族 民族部門責任者補佐 民族学 5 年 研究機材、展示機材 

保存 保存部門責任者補佐（人文） 保存 30 年 保存機材 

保存 保存部門責任者補佐（自然史） 保存 5 年 保存機材 

保存 保存アシスタント 保存 7 年 保存機材 

教育 教育部門責任者補佐 教育 7 年 教育機材 

図書館 図書館部門責任者補佐 
図書・情報

システム 
2 年 図書室セキュリティシステム 

図書館 図書館アシスタント 
図書・情報

システム 
4 年 図書室セキュリティシステム 

（出典：リビングストン博物館資料） 

  

2-1-4 既存施設・機材 

(1) 既存施設 

同博物館はリビングストンの中心部に位置し、観光案内所やホテル、レストラン等の観光客が集ま

るエリアにある。 

同博物館は 1934 年に設立した。現在の建物は 1949 年に着工し、1950 年に完工したスペイン様式

の地上 1 階建ての建物であり、1951 年に公式に開館した。現在は展示室として使用されており、時

計台はアーカイブ室となっている。1963年には研究棟（地上 2階、地下 1階）が増築され、研究室、

収蔵室、図書室として使用されている。また、1966年には自然史棟が増築され、1 階は自然史の常設

展示ギャラリー、2階はオフィス、研究室、収蔵室、地下は収蔵室及びホールとして使用されている。 

収蔵室の一部は、地下に設置されているため、雨期に特に高くなる湿度が大きな問題となっている。

また、考古収蔵室を除く収蔵室や展示室には空調がなく、夏場は気温が高い状況となっている。特に
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動植物の標本・剥製や民族資料は有機物が多く、虫害に遭いやすい。乾期には湿度が低くなるため、

木製資料等にひび割れが生じる等の現象が起こっており、適切な温湿度管理が急務である。 

 

(2) 既存機材 

同博物館の既存機材は表-5のとおりである。 

我が国は 2003年度の文化無償資金協力により、同博物館に対し、AVプレゼンテーション機材、ビ

デオ撮影機材、写真機材等の視聴覚機材及びテント、カメラ、録音機等のフィールドワーク機材を供

与した。これらの機材の一部は現在も使用しているものの、多くは耐用年数が過ぎ、老朽化が激しく、

使用できない状況となっている。 

同博物館は、フィールドワーク等を含む博物館の活動で使用できる機材をほとんど有していないた

め、実際には博物館員が自前の機材にて活動を実施している。 

表-5 既存機材リスト 

No. 機材名 数量 設置年 使用頻度 据付・保管場所 *状態 備考 

1 カメラ 1 2021 頻繁 考古研究室 A 米国からの支援 

2 除湿器 2 2018 毎日 考古収蔵室 A 米国からの支援 

3 バキュームクリーナー 1 2018 頻繁 考古収蔵室 A 米国からの支援 

4 バキュームクリーナー 1 2018 頻繁 考古収蔵室 A 米国からの支援 

5 空調 1 2018 毎日 考古収蔵室 A 米国からの支援 

6 空調 1 2018 毎日 考古収蔵室 A 米国からの支援 

7 空調 1 2018 毎日 考古収蔵室 A 米国からの支援 

8 顕微鏡 1 <1990 稀 昆虫収蔵室 B ほぼ使用不可能 

9 顕微鏡 1 <1990 稀 昆虫収蔵室 B ほぼ使用不可能 

10 顕微鏡 1 <1990 稀 昆虫収蔵室 B ほぼ使用不可能 

11 顕微鏡 1 <1990 稀 昆虫収蔵室 B ほぼ使用不可能 

12 顕微鏡（野外解剖） 1 <1990 月 1回 昆虫収蔵室 B ほぼ使用不可能 

13 クリノコンパス 4 2004 使用不可 昆虫収蔵室 B 2003年度文化無償 

14 双眼鏡 1 <2000 使用不可 昆虫収蔵室 C - 

15 双眼鏡 4 2004 使用不可 昆虫収蔵室 C 2003年度文化無償 

16 
ウィンドスクリー

ン（マイク用） 
1 2004 使用不可 昆虫収蔵室 C 2003年度文化無償 

17 マイク用マウント 1 2004 使用不可 昆虫収蔵室 C 2003年度文化無償 

18 三脚 2 2004 稀 昆虫収蔵室 A 2003年度文化無償 

19 GPS 2 2004 年 5回 昆虫収蔵室 B 2003年度文化無償 
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No. 機材名 数量 設置年 使用頻度 据付・保管場所 *状態 備考 

20 ばねばかり 1 2004 月 1回 自然史収蔵室 A 2003年度文化無償 

21 ばねばかり 2 2004 月 1回 昆虫収蔵室 A 2003年度文化無償 

22 ばねばかり 1 <1990 月 1回 自然史収蔵室 B - 

23 ばねばかり 1 <1990 月 1回 自然史収蔵室 B - 

24 ばねばかり 1 <1990 月 1回 自然史収蔵室 B - 

25 放射計電極 2 不明 使用不可 昆虫収蔵室 C - 

26 フィールドスコープ 2 2004 月 8回 昆虫収蔵室 A 2003年度文化無償 

27 解剖キット（20個） 8 2004 月 2回 

自然史収蔵室 

(3), 自然史研

究室 (5) 

B 
2003年度文化無

償、一部破損あり 

28 温湿度記録計 3 <1990 使用不可 自然史研究室 C - 

29 三桿秤 2 <1990 使用不可 自然史収蔵室 B - 

30 剥製乾燥器 1 <1990 使用不可 自然史収蔵室 C - 

31 テント 2 2004 年 1回 昆虫収蔵室 B 2003年度文化無償 

32 ルーペ 2 2004 年 6回 昆虫収蔵室 A 2003年度文化無償 

33 カセットレコーダー 1 2004 使用不可 昆虫収蔵室 C 2003年度文化無償 

34 コンデンサーマイク 1 2004 使用不可 昆虫収蔵室 C 2003年度文化無償 

35 マイクケーブル（1m） 2 2004 使用不可 昆虫収蔵室 C 2003年度文化無償 

36 マイクケーブル（3m） 2 2004 使用不可 昆虫収蔵室 C 2003年度文化無償 

37 
ウィンドスクリー

ン（マイク用） 
1 2004 使用不可 昆虫収蔵室 C 2003年度文化無償 

38 
コンデンサーマイ

クグリップ 
1 2004 使用不可 昆虫収蔵室 C 2003年度文化無償 

39 
カセットテープ

（60個） 
1 2004 使用不可 昆虫収蔵室 C 2003年度文化無償 

40 マイクグリップ 1 2004 使用不可 昆虫収蔵室 C 2003年度文化無償 

41 

ショットガンタイ

プコンデンサーマ

イク 

1 2004 使用不可 昆虫収蔵室 C 2003年度文化無償 

42 可搬型顕微鏡 1   年 6回 自然史収蔵室 B - 

43 ディーゼル発電機 1 2004 稀 暗室 B 2003年度文化無償 

44 LCDプロジェクター 2   使用不可 暗室 C 2003年度文化無償 

45 
プロジェクター用スタ

ンド 
4 2004 時々 暗室 A 2003年度文化無償 

46 ビデオカメラ 1 2004 使用不可 暗室 C 2003年度文化無償 
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No. 機材名 数量 設置年 使用頻度 据付・保管場所 *状態 備考 

47 フィルムスキャナ 1 2004 使用不可 資料登録室 C 2003年度文化無償 

48 プリンター 1   使用不可 資料登録室 C - 

49 
三脚型スクリーン

（100 インチ） 
2 2004 時々 暗室、ホール B 2003年度文化無償 

50 
三脚型スクリーン

（120 インチ） 
2 2004 時々 暗室、ホール B 2003年度文化無償 

51 
スライドプロジェ

クター 
1 2004 使用不可 暗室 C 2003年度文化無償 

52 ビデオイメージャー 1 2004 稀 暗室 B 2003年度文化無償 

53 スピーカー 4 2004 使用不可 暗室 C 2003年度文化無償 

54 
オーバーヘッドプ

ロジェクター 
1 2004 使用不可 暗室 C 2003年度文化無償 

55 カメラ 1 2004 使用不可 暗室 C 2003年度文化無償 

56 屋内 PAシステム 1 2004 使用不可 暗室 C 2003年度文化無償 

57 野外 PAシステム 1 2004 使用不可 暗室 C 2003年度文化無償 

58 ビデオ編集システム 1 2004 使用不可 暗室 C 2003年度文化無償 

（*状態 : A=使用可能、B=問題あるが使用可能、C=使用不可能） 

（出典：リビングストン博物館資料） 

 

2-2 環境社会配慮及びグローバルイシューとの関連 

2-2-1 環境社会配慮 

本事業を実施することにより環境や社会に重大で望ましくない影響を及ぼす可能性はなく、また本

事業実施対象地域で住民生活に好ましくない影響を及ぼすこともない。JICA の環境社会配慮ガイド

ラインでは、環境や社会への望ましくない影響が最小限かあるいはほとんどないと考えられる協力事

業として、カテゴリーC に分類される。 

 

2-2-2 その他（グローバルイシュー等との関連） 

特になし。 
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第 3章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要 

3-1-1 上位計画 

「ザ」国政府は、「団結、繁栄、平等な国作り（Creating a United, Prosperous and Equitable Zambia）」

を重要視しており、さらに、第 8次国家開発計画（2022-2026年）で位置づけられている戦略的開発

分野 2「人間及び社会開発」において、「教育及び能力開発の改善」を目指している。同博物館を含む

国立博物館等は、自国文化や環境に係る教育活動及び研究・資料の保存活動を通じて、当該目標に貢

献している。本事業は、学校の校外学習の受け入れを含む様々な教育活動を実施しているリビングス

トン博物館に必要な機材を整備することにより、同博物館のレベルの向上を目指すものであり、本事

業は「ザ」国の上位計画に沿ったものであるといえる。 

また、本事業は、SDGsゴール 4で掲げる「万人の包摂的で公平な質の高い教育の確保、生涯学習

の機会の促進」に貢献するものである。 

我が国の「対ザンビア共和国 国別開発協力方針」（2018年 6月）は、重点分野（中目標）として

「経済活動を支えるインフラ整備・社会サービスの向上」を掲げており、本事業により同博物館機材

の整備を通じて、学習目的で来訪する児童・生徒及び一般来館者への適切な学習サービス提供に貢献

すると考えられることから、本事業は同方針に合致する。 

 

3-1-2 当該セクターの現状 

リビングストン博物館は、リビングストン中心部に位置する 1934 年に英国植民地時代の北ローデ

シア政府により設立された「ザ」国最大かつ最古の博物館である。世界遺産であるビクトリア滝を見

学に来る国内外からの観光客が来館するとともに、学校行事として生徒・学生がグループで訪れてい

る。展示室を見学するために訪れる年間来館者数は、2019 年以前は 3 万 5 千人前後で推移していた

が、新型コロナウイルスの影響により、2020 年は約 1 万 1 千人と大幅に減少した。新型コロナウイ

ルスの鎮静化とともに、来館者数は増加し、2021 年には 2 万 3 千人弱となった。過去 5 年間の来館

者数は表-6 のとおりである。 

表-6 来館者数 

訪問目的 国籍 
来館者数（人） 

2017年 2018年 2019年 2020年* 2021年 

展示室 

見学 

ザンビア人 23,060 23,389 23,793 9,770 19,558 

外国人 8,466 10,159 10,429 1,391 763 

無料対象者** 3,401 4,195 2,301 27 2,391 

合計 34,927 37,743 36,523 11,188 22,712 

* 2020年は COVID-19の影響により来館者数が激減した。 

** 国際博物館の日はチケット代を無料としている。VIP、ジャーナリスト、孤児等は無料の場合がある。 

（出典：リビングストン博物館資料） 

 

考古、民族、自然史、歴史、リビングストンに分かれた常設展示室と企画展示室 1室を有し、石器

時代の人骨・石器、生活用具、野生動物・昆虫・植物の剥製・標本、伝統的な村落の生活風景模型、



 

 13 

同国の歴史（植民地時代を含む）等幅広い分野の資料が展示されている。常設展チケット代は、国内

居住者が大人 10ZMW、子供 5 ZMW、非居住者は大人 5米ドル、子供 3米ドルである。 

企画展示室では主に大使館関連の展覧会が開かれており、一部展覧会を除き無料でスペースが貸し

出されている。なお、企画展示室で行われる展覧会チケット代は常設展チケット代に含まれている。 

約 25,000点の貴重な書籍・新聞・地図を有する図書室は、平日一般公開され、利用料は日額 10 ZMW、

月額 150 ZMWである。図書室が有する資料の貸し出しは外部へは行われていない。 

また、2室のホール（70名用、40名用）は、同博物館が実施するプログラムやイベントに使用され

るとともに、外部への貸し出しも行われている。貸出料は、1日あたり 1,500 ZMW、1時間あたり 150 

ZMW（教会向け）または 250 ZMW（一般向け）である。さらに、クラフトショップやレストランも

併設されており、レストランは外部業者が運営している。 

同博物館では、常設の展示のみならず、地域住民や学校に対する教育活動に力を入れており、子供

向け文化教育プログラム等を行っている。市内の学校の生徒を対象に館内で教育イベントやワークシ

ョップを実施し、僻地の村落に対しては出張プログラムを実施している。 

また、同博物館は野生動物及び植物、民族に関する野外調査、研究も行っており、国内外の機関と

の共同研究・調査も実施されている。研究受託料は、外国人研究者に対しては 20 米ドル、ザンビア

人研究者に対しては 50 ZMW、ザンビア人学生に対しては 20 ZMWである。 

資料の収集・保存活動も積極的に行っており、収集した生物は剥製・標本にし、収蔵室にて保管さ

れている。考古、歴史、民族資料についても、整理されて分野ごとに分かれた収蔵室に保管されてい

る。資料数は 45,716点に及び、うち 2,361点は展示室に展示されており、その他は収蔵庫にて管理さ

れている。同博物館が保有している資料は表-7のとおりである（2022年 6月時点）。 

表-7 収蔵品リスト 

展示室／収蔵室 種類 主な材質 点数 備考 

自然史収蔵室（地下）及

び哺乳類標本室 
哺乳類標本 剥製、骨格 5,500   

自然史展示室 哺乳類標本 剥製、骨格 18 未登録資料あり 

自然史収蔵室（地下） 植物標本 葉、茎 235   

自然史展示室 植物標本 木、繊維 15 未登録資料あり 

自然史収蔵室（地下） 爬虫類・両生類標本 液浸標本 2,000   

自然史展示室 爬虫類・両生類標本 剥製 6 未登録資料あり 

自然史収蔵室（地下） 魚類標本 液浸標本 320   

鳥類収蔵室 鳥類標本 剥製 10,400   

鳥類収蔵室 鳥類標本 卵 1,500   

鳥類収蔵室 巣 草、枝 224   

自然史収蔵室（地下） 鳥類標本 剥製 81 未登録資料あり 

自然史展示室 鳥類標本 剥製 49 未登録資料あり 
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展示室／収蔵室 種類 主な材質 点数 備考 

昆虫収蔵室 昆虫標本 剥製、液浸標本 4,034   

自然史展示室 昆虫標本 剥製 129 未登録資料あり 

武器収蔵庫 歴史資料 武器、ユニフォーム 650   

絵画収蔵室 歴史資料 
絵画、陶磁器、木、紙、

金属 
45   

金庫室 歴史資料、文書 
書籍、文書、絵画、衣

類、金属・木製資料 
1,200   

アーカイブ収蔵室 新聞、文書 新聞、文書 1,250   

歴史収蔵室・オフィス 歴史文書・資料 
写真、書籍、手紙、公

文書、衣類 
2,743   

デイビット・リビング

ストン展示室 

デイビット・リビング

ストンの遺品、文書 

書籍、写真、手紙、絵

画、工芸品 
237   

歴史展示室 歴史資料、文書 
書籍、写真、絵画、動

物資料 
753   

考古収蔵室 考古資料 
石、土器、金属、骨、

植物・動物資料 
4,013   

考古展示室 考古資料 
石、土器、金属、骨、

植物・動物資料 
314   

民族収蔵室（1及び

2） 
民族資料 

かご、陶器、鉄製道

具、穀物、ビーズ 
9,160   

民族展示室 民族資料 
かご、陶器、鉄製道

具、穀物、ビーズ 
840   

計     45,716   

うち展示室     2,361   

うち収蔵室     43,355   

（出典：リビングストン博物館資料） 

 

同博物館は、研究、保存、展示及び教育の様々な活動を実施しているが、これら活動に必要な機材

を有しておらず、十分な活動ができない状況にある。 

 

3-1-3 プロジェクトの目的 

本事業は、リビングストン博物館に対し、同博物館の活動に必要な研究、保存、展示及び教育機材

を整備することにより、自国の文化・自然遺産の理解促進とそれら遺産の価値向上と保存環境の改善

を図り、もって「ザ」国民の相互理解と平和、持続可能な環境の促進に寄与することを目的とする。 

 

3-2 無償資金協力による計画 

3-2-1 設計方針 

本事業は、上記の貴重な資料を有し、研究、保存、展示及び教育活動を行っているリビングストン

博物館に対し、研究、保存、展示及び教育機材を整備するものであり、「ザ」国政府の要請内容と現

地調査及び協議の結果を踏まえて、以下の方針に基づき計画する。 
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(1) リビングストン博物館が「ザ」国の中心的な博物館として活動するために必要な機材を選定す

る。 

(2) 機材は、基本的な機能、性能及び必要最小限の数量とする。 

(3) リビングストン博物館のスタッフの技術レベルを鑑み、使用・運用・維持管理が比較的容易な

機材内容とする。 

 

3-2-2 基本計画（機材計画） 

上記設計方針に基づき、各種機材の使用目的、リビングストン博物館の要望等を勘案の上、計画対

象機材の選定を行った。各機材の具体的な選定方針は次のとおりである。 

(1) 研究機材については、研究者の人数、経験を考慮し、フィールドワークを含む研究活動で必要

となる最低限の機材・数量を選定し、対象資料や活動に適した仕様とする。 

(2) 図書・アーカイブ資料に関する機材については、使用頻度の高い過去の新聞の電子化を可能に

するスキャナーと、貴重な文献の持ち出しを検知する機材を選定し、同博物館の人員で管理・

使用可能な仕様とする。 

(3) 保存機材については、貴重な博物館資料を適した環境で保存できるように、環境を測定し、温

湿度をコントロールする機材を選定し、設置・使用場所の状況に適した仕様とする。 

(4) 展示機材及び教育機材の編集用コンピューターについては、インタラクティブな展示を可能

とする機材を選定し、同博物館スタッフの経験及び設置場所を考慮し、博物館スタッフがコン

テンツを作成可能な仕様とする。 

(5) CCTV システムについては、設置場所を考慮し、必要最低限の仕様とする。 

(6) 教育機材については、博物館内外で実施する活動に使用できる機材を選定し、同博物館スタッ

フの経験及び教育活動計画に適した仕様とする。 

(7) フィールドワークで使用する非常に簡便な機材を除き、全ての機材に初期操作及び日常メン

テナンスに係る研修を計画し、運用・維持が確実に行えるようにする。 

 

本事業の整備機材の用途、設置・保管場所は表-8のとおりである。 

表-8 機材活用計画 

分類 
機材

番号 
機材名 数量 用途 

設置・ 

保管場所 
頻度 

研究 

1 
フィールドワーク及

び活動用カメラ 
1 式 

鳥類・動物等及び教育活

動等の撮影 
自然史研究室 週 1回 

2 
フィールドワーク用

カメラ 
1 式 フィールドワーク時の撮影 自然史研究室 週 1回 

3 
マクロ撮影及び活

動用カメラ 
2 式 

博物館資料、伝統行事及

び教育活動時等の撮影 

自然史研究室（1）、人文系研

究室（1） 
週 2回 

4 カメラ用三脚 3 台 カメラ使用時に使用 
自然史研究室（2）、人文系研

究室（1） 
週 1回 

5 ドライキャビネット 2 台 カメラ機材の保管 
自然史研究室（1）、人文系研

究室（1） 
毎日 

6 
撮影スタジオ照明

機材 
1 式 博物館資料の撮影 資料登録室 週 1回 

7 双眼鏡（8 x 42） 3 台 
フィールドワーク時の鳥

類・動物等の観察 
自然史研究室 月 3回 
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分類 
機材

番号 
機材名 数量 用途 

設置・ 

保管場所 
頻度 

8 双眼鏡（10 x 42） 3 台 
フィールドワーク時の鳥

類・動物等の観察 
自然史研究室 月 3回 

9 GPS 3 台 
フィールドワーク時の場所

の記録 
自然史研究室 年 8回 

10 
オーディオレコーダ

ー 
2 式 

鳥類・動物等の鳴き声の

録音 
自然史研究室 年 20回 

11 ボイスレコーダー 2 台 インタビューの録音 
自然史研究室（1）、人文系研

究室（1） 
月 2回 

12 テント 5 張 フィールドワーク時の野営 機材倉庫 
年 8-10

回 

13 寝袋（マット付） 5 式 フィールドワーク時の野営 機材倉庫 
年 8-10

回 

14 実体顕微鏡 2 式 資料の観察 
自然史研究室（1）、自然史収

蔵室（1） 
月 2回 

15 生物顕微鏡 2 式 資料の観察 
自然史研究室（1）、自然史収

蔵室（1） 
月 2回 

16 
ポータブルデジタ

ル顕微鏡 
2 式 

フィールドワーク時の収集

資料等の観察 
自然史研究室 月 2回 

17 
電子てんびん

（100kg） 
2 台 研究室での資料の測定 

自然史収蔵室（1）、人文系研

究室（1） 
年 40回 

18 
電子てんびん

（20kg） 
2 台 研究室での資料の測定 

自然史収蔵室（1）、人文系研

究室（1） 
年 40回 

19 
電子てんびん

（5kg） 
2 台 研究室での資料の測定 

自然史収蔵室（1）、人文系研

究室（1） 
年 40回 

20 
電子ばねばかりセ

ット 
1 式 

フィールドワーク及び研究

室での資料の測定 
自然史収蔵室 年 40回 

21 pH メーター 2 台 資料の分析 
自然史研究室（1）、自然史収

蔵室（1） 
年 20回 

22 ライト付拡大鏡 2 台 資料の観察 
自然史収蔵室（1）、人文系研

究室（1） 
年 40回 

23 
ラップトップ型パソ

コン 
3 式 

資料の観察・分析等結果

の入力 

自然史研究室（1）、自然史収

蔵室（1）、人文系研究室（1） 
毎日 

24 
図書室セキュリティ

システム 
1 式 

図書室からの書籍持ち出

し検知 
図書室 毎日 

25 
フラットベッドスキャ

ナー 
1 式 

アーカイブ資料のデジタ

ル化 
資料登録室 毎週 

保存 

26 加湿器 5 台 収蔵室の加湿 収蔵室 週 2回 

27 除湿器 5 台 収蔵室の除湿 収蔵室 週 2回 

28 水分計 1 台 
収蔵室の壁の水分量の測

定 
保存研究室 週 1回 

29 環境測定器 20 台 

収蔵室、展示室の環境測

定、フィールドワーク時の

環境測定 

保存研究室、収蔵室、展示室 毎日 

30 空調 19 式 
収蔵室及び展示室の温湿

度管理 
収蔵室（11室）、展示室（8室） 毎日 

展示 

31 
タッチスクリーンシ

ステム 
6 式 

各テーマ及び博物館資料

の紹介 
展示室 毎日 

32 
ポータブルオーデ

ィオプレーヤー 
6 式 展示の効果音 展示室 毎日 
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分類 
機材

番号 
機材名 数量 用途 

設置・ 

保管場所 
頻度 

33 CCTVシステム 1 式 
博物館資料の持ち出し検

知 

管理部門オフィス、館長オフィ

ス 
毎日 

教育 

34 
野外用 PAシステ

ム 
1 式 

野外における教育活動で

使用 
機材倉庫 年 15回 

35 
屋内用 PAシステ

ム 
1 式 

博物館内における教育活

動で使用 
機材倉庫 年 15回 

36 
LCDプロジェクタ

ー 
2 台 屋内外の教育活動で使用 機材倉庫 年 15回 

37 
プロジェクター用ス

クリーン 
2 台 屋内外の教育活動で使用 機材倉庫 年 15回 

38 
デジタル素材編集

用パソコン 
1 式 

デジタル素材を編集しコン

テンツを作成 
資料登録室 週 1回 

（出典：リビングストン博物館資料） 

 

「ザ」国の電圧は、単相 220V、周波数は 50Hz、プラグは BFタイプである。 

 

3-2-3 調達計画 

(1) 資機材等調達先 

 本事業における資機材等調達先は表-9のとおりである。 

表-9 資機材等調達先 

機材

番号 
機材名 数量 

調達国 備考 

（想定国・地域） 現地 日本 第三国 

1 
フィールドワーク及び活

動用カメラ 
1 式  〇  

DAC 諸国、ASEAN 諸

国、中国 

2 フィールドワーク用カメラ 1 式  〇  
DAC 諸国、ASEAN 諸

国、中国 

3 
マクロ撮影及び活動用カ

メラ 
2 式  〇  

DAC 諸国、ASEAN 諸

国、中国 

4 カメラ用三脚 3 台  〇  DAC 諸国、台湾 

5 ドライキャビネット 2 台  〇  DAC 諸国、台湾 

6 撮影スタジオ照明機材 1 式  〇  DAC 諸国、中国 

7 双眼鏡（8 x 42） 3 台  〇  日本 

8 双眼鏡（10 x 42） 3 台  〇  日本 

9 GPS 3 台  〇  DAC 諸国、中国 

10 オーディオレコーダー 2 式  〇  
DAC 諸国、中国、台

湾 

11 ボイスレコーダー 2 台  〇  
DAC 諸国、ASEAN 諸

国、中国 

12 テント 5 張  〇  日本 
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機材

番号 
機材名 数量 

調達国 備考 

（想定国・地域） 現地 日本 第三国 

13 寝袋（マット付） 5 式  〇  日本 

14 実体顕微鏡 2 式  〇  DAC 諸国、中国 

15 生物顕微鏡 2 式  〇  DAC 諸国、中国 

16 
ポータブルデジタル顕微

鏡 
2 式  〇  DAC 諸国、中国 

17 電子てんびん（100kg） 2 台  〇  
DAC 諸国、ASEAN 諸

国、中国 

18 電子てんびん（20kg） 2 台  〇  
DAC 諸国、ASEAN 諸

国、中国 

19 電子てんびん（5kg） 2 台  〇  
DAC 諸国、ASEAN 諸

国、中国 

20 電子ばねばかりセット 1 式  〇  DAC 諸国、中国 

21 pH メーター 2 台  〇  DAC 諸国、中国 

22 ライト付拡大鏡 2 台  〇  DAC 諸国、中国 

23 ラップトップ型パソコン 3 式  〇  DAC 諸国、中国 

24 
図書室セキュリティシステ

ム 
1 式  〇  DAC 諸国 

25 フラットベッドスキャナー 1 式  〇  DAC 諸国、中国 

26 加湿器 5 台  〇  DAC 諸国、中国 

27 除湿器 5 台  〇  DAC 諸国、中国 

28 水分計 1 台  〇  DAC 諸国 

29 環境測定器 20 台  〇  DAC 諸国 

30 空調 19 式 〇   DAC 諸国 

31 タッチスクリーンシステム 6 式  〇  
DAC 諸国、中国、台

湾 

32 
ポータブルオーディオプ

レーヤー 
6 式  〇  

DAC 諸国、ASEAN 諸

国、中国、台湾 

33 CCTVシステム 1 式  〇  
DAC 諸国、中国、台

湾 

34 野外用 PAシステム 1 式  〇  
DAC 諸国、ASEAN 諸

国、中国、台湾 

35 屋内用 PAシステム 1 式  〇  
DAC 諸国、ASEAN 諸

国、中国、台湾 

36 LCDプロジェクター 2 台  〇  DAC 諸国、中国 

37 
プロジェクター用スクリー

ン 
2 台  〇  日本 
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機材

番号 
機材名 数量 

調達国 備考 

（想定国・地域） 現地 日本 第三国 

38 
デジタル素材編集用パソ

コン 
1 式  〇  DAC 諸国、中国 

 

(2) 輸送計画 

本事業で調達される機材の輸送は、日本側の経費負担により、調達契約業者が「ザ」国内プロジェ

クトサイトまで行う。 

日本で調達される機材はコンテナ詰めされ、横浜あるいは東京など京浜地区の主要港から海上輸送

され、近隣国の港で陸揚げされる。港で通関後、「ザ」国リビングストン市内のサイトであるリビン

グストン博物館まで陸上輸送される。第三国にて調達される機材についても、それぞれの国から海上

輸送されることを想定する。 

日本からの海上輸送には約 45 日間、近隣国の港で陸上げ後、内陸輸送には約 1 週間を要する（通

関手続き含む）。「ザ」国内での免税通関等に要する期間を考慮すると、全体で約 2か月を要する。 

 

(3) E/N、G/A 

交換公文（以下「E/N」という。）及び贈与契約（以下「G/A」という。）は財務次官が署名すること

を確認した。E/N 案及び G/A 案は日本側より「ザ」国外務省経由または直接財務省に提出された後、

財務省、司法省で内容を確認し、その結果が日本側に通知される。確認には 10～14日程度を要する。

なお、E/N 及び G/Aの発効には国会承認や閣議承認は必要ない。 

 

(4) B/A、A/P 

 銀行取極め（以下「B/A」という。）は財務省が締結先となり、支払い授権書（以下「A/P」という。）

についても同省が発行することを確認した。 

 

(5) 免税・通関手続き 

関税については免税である。免税手続きは、観光省を通じて NMB が実施する。NMB は機材リス

トが添付されたドネーションレターを財務省予算局に提出する。財務省は歳入庁に税金払い戻しのた

めのレターを発出する。NMB は歳入庁に対し、フォーム CE25 を必要書類（プロジェクトのために

署名された文書、調達契約書、インボイス、輸送書類（B/L等）、パッキングリスト）と共に提出して

申請する。歳入庁はこれら書類を精査し、免税許可を与える。これら手続きには 5 日間を要し、手続

き費用として NMB は歳入庁に対し、500.10 ZMW を支払う必要がある。なお、通関手続きは、通関

業者が実施し、リビングストンまでの輸送を含め約 1 週間要する。通関業者手数料は 3,000 ZMW 程

度である。現地調達品については、本邦企業が NMB を通じて現地購入注文書の発行を依頼し、現地

業者に提出することで付加価値税は免税となる。 

 

(6) 機材据付及び操作指導 

整備機材のうち、図書室セキュリティシステム、フラットベッドスキャナー、タッチスクリーンシ

ステム、CCTV システム及び空調については、据付が必要となる。空調機材以外の機材については、

現地代理店がないメーカーが多いことから、日本または第三国からのメーカー技術者が据付工事を実
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施する。 

また、据付工事後、フィールドワークで使用する非常に簡便な機材を除く全ての機材についてメー

カー技術者による日常メンテナンスを含む初期操作指導を行う。 

 

(7) 事業実施工程表 

本事業の事業実施工程表は表-10のとおりである。 
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表-10 事業実施工程表 

 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 交換公文（E/N）締結                    

実

施

設

計 

贈与契約（G/A）締結                    

計画内容最終確認                    

仕様書等レビュー                    

入札図書作成                    

入札図書確認                    

業者契約締結                    

 業者契約認証                    

 発注                    

調

達

監

理 

機器製作                    

検査・船積み                    

輸送                    

納入・開梱・据付工事                    

 業務完了の確認                    

凡例：  ：日本国内業務 

    ：第三国業務 

    ：現地業務 

       ▲ ▽ ：想定時期 
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3-3 相手国側負担事業の概要 

本事業の実施にあたり、「ザ」国側の負担事項は表-11のとおりである。 

表-11 相手国側負担事項 

項目 
概算金額 

外貨額 円貨換算額 

支払授権書（A/P）発行に係る手数料 

及び A/P に基づく送金手数料 
- 約 108,000円 

タッチスクリーンシステムの囲い 約 12,000 ZMW 約 100,000円 

電気設備工事 約 45,000 ZMW 約 380,000円 

通関・免税書類作成手数料等 約 3,500 ZMW 約 30,000円 

本事業実施後の年間維持管理 約 110,000 ZMW 約 930,000円 

新規人員の年間人件費 約 70,514 ZMW 約 590,000円 

合計 約 241,000 ZMW 約 2,138,000円 

 

3-4 プロジェクトの運営維持管理計画 

本事業全体の窓口はリビングストン博物館館長及び館長代理で、機材の使用・運営管理・維持管理

は各部門の担当者が実施する。複雑な操作及び維持管理を要する機材がないことから、能力面の問題

はないと考えられる。また、機材の維持管理費用は、現在の修理費・維持管理費に追加して「ザ」国

政府に予算申請する予定である。 

なお、アフターセールスサービスは日本、南アフリカ等の近隣国または「ザ」国内の支店や代理店

を通して行うこととなる。 
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第 4章 プロジェクトの評価 

4-1 事業実施のための前提条件 

各機材設置場所に電源を整備することが事業実施の前提条件となる。また、機材作動時に必要とな

る維持管理費の予算確保を行う必要がある。2024 年度に実施される据付工事及び機材の稼働のため

に、2023年 6月に次年度の予算を申請する必要がある。 

 

4-2 機材納入のために必要となる工事等 

上述のとおり、各機材設置場所における電気工事が必要である。空調設置に対しては、建物全体の

電気容量が不足することから、電源設備を更新する必要がある。電源設備更新及び各コンセントへの

配線に必要となる予算は、45,000 ZMW（約 38万円）である。工事は約 1週間で完了予定であるため、

2024年 5月から 6月頃に実施する必要がある。 

 

4-3 プロジェクトの評価 

4-3-1 妥当性 

「ザ」国政府は、第 8次国家開発計画（2022-2026年）で位置づけられている戦略的開発分野 2「人

間及び社会開発」において、「教育及び能力開発の改善」を目指しており、同博物館を含む国立博物

館等では学校の校外学習の受け入れを含む様々な教育活動を実施し、教育施設としての役割を担って

いる。本事業は教育活動等の活動を実施するリビングストン博物館に必要な機材を整備することによ

り、同博物館のレベルの向上を目指すものであり、本事業は「ザ」国の上位計画に沿ったものである

といえる。 

我が国の「対ザンビア共和国 国別開発協力方針」は、重点分野（中目標）として「経済活動を支

えるインフラ整備・社会サービスの向上」を掲げており、本事業により同博物館機材の整備を通じて、

学習目的で来訪する児童・生徒及び一般来館者への適切な学習サービス提供に貢献すると考えられる

ことから、本事業は同方針に合致する。また、本事業にて国内最古・最大の博物館への協力を通じて、

自国文化の尊重と再認識、そして民族間の相互理解、それを踏まえた経済成長・発展に繋がることが

期待できる。 

  

4-3-2 有効性 

(1) 定量的効果 

指標名 
基準値 

（2021年実績値） 

目標値（2027年） 

（事業完成 3年後） 

実施するフィールドワーク数（回／年）（注 1） 4 10 

公表する研究論文数（本／年）（注 2） 2 6 

実施する教育プログラム数（件／年）（注 3） 6 17 

作成するデジタルコンテンツ数（本／年）（注 4） 5 19 

（注 1）9 部門で各 1 回ずつ（鳥類部門については既に年に 2 回実施しているため 2 回）実施するとして
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設定した。 

（注 2）論文作成には複数年に亘る研究が必要な場合もあることから部門数の 3 分の 2 の数として設定し

た。 

（注 3）年に 1 回実施するプログラムが 5 件、半期ごとに実施するプログラムが 2 つで年 4 件、四半期ご

とに実施するプログラムが 2 つで年 8件と設定した。 

（注 4）9部門で 2 つずつ及び博物館全体で 1つ作成すると設定した。 

 

(2) 定性的効果 

1) 研究論文の質の向上 

2) 他機関との協力関係の促進 

3) 展示方法の多様化 

4) 収蔵品の保存環境改善 

 

4-4 その他（広報、人材交流等） 

4-4-1 相手国側による広報計画 

本事業が実施された場合、リビングストン博物館は日本からの支援を積極的に広報する計画である。

具体的には以下のとおりである。 

1) 引渡式の開催 

2) 同博物館ウェブページ、SNS、文化・教育プログラム、新聞、ラジオ、テレビを通じて日本支

援について言及 

3) 作成するコンテンツに日本の支援について記載 

 

4-4-2 その他 

特になし。 
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【資料】 

1． 調査団員・氏名 

米林 徳人  団長   JICAザンビア事務所 

中村 陽子  機材計画  （一財）日本国際協力システム 

田辺 修  機材調達・積算  （一財）日本国際協力システム 

 

2． 調査行程 

No. 日付 旅程 業務内容 宿泊 

1 5月 29日 日 成田 22:30 (EK319) => 移動 機内 

2 5月 30日 月 
=> 04:50 ドバイ 09:25 

(EK713) => 14:35 ルサカ  
移動 ルサカ 

3 5月 31日 火   

JICAザンビア事務所訪問・協議 

在ザンビア日本国大使館表敬 

NMB との協議 

ルサカ 

4 6月 1日 水   

市場調査 

観光省との協議 

類似施設訪問 

ルサカ 

5 6月 2日 木 
ルサカ => リビングストン

（陸路） 

移動 

類似施設訪問 
リビングストン 

6 6月 3日 金   リビングストン博物館との協議 リビングストン 

7 6月 4日 土   
類似施設訪問 

資料整理 
リビングストン 

8 6月 5日 日   資料整理 リビングストン 

9 6月 6日 月   リビングストン博物館との協議 リビングストン 

10 6月 7日 火   
リビングストン博物館との協議 

市場調査 
リビングストン 

11 6月 8日 水   
歳入庁リビングストン局との協議 

リビングストン博物館との協議 
リビングストン 

12 6月 9日 木   
南部州政府表敬 

リビングストン博物館との協議 
リビングストン 

13 6月 10日 金   
フィールドワーク視察 

リビングストン博物館との協議 
リビングストン 

14 6月 11日 土  類似施設訪問 

資料整理 
リビングストン 

15 6月 12日 日 
リビングストン => ルサカ

（陸路） 
移動 ルサカ 
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No. 日付 旅程 業務内容 宿泊 

16 6月 13日 月  市場調査 ルサカ 

17 6月 14日 火  

観光省訪問・報告 

JICAザンビア事務所への報告 

市場調査 

財務省との協議 

ルサカ 

18 6月 15日 水  市場調査 ルサカ 

19 6月 16日 木 ルサカ 21:35 (EK714) => 

市場調査 

在ザンビア日本国大使館への報告 

移動 

機内 

20 6月 17日 金 => 06:30 ドバイ 移動 ドバイ 

21 6月 18日 土 
ドバイ 02:40 (EK318) => 17:35 

成田 
移動  

 

3． 関係者（面会者）リスト 

リビングストン博物館 

George MUDENDA  館長 

Clare MATEKE   館長代理／哺乳類部門責任者   

Terry NYAMBE    魚類部門責任者補佐 

Fred NYAMBE   資料登録責任者 

 

国立博物館機構 

George MUDENDA  事務局長代理 

 

観光省 

Evans MUHANGA   次官 

 

財務省 

Joseph CHANDA   予算・経済管理部 主任エコノミスト 

Rachael CHALTON PHIRI  予算・経済管理部 シニアエコノミスト 

Mwaba MWAPE   予算・経済管理部 エコノミスト 

 

歳入庁リビングストン局 

Clara NGULUBE   局長 

 

南部州政府 

Monze H. NAMANI  次官 
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在ザンビア日本国大使館 

水内 龍太   特命全権大使 

佐伯 保則   二等書記官 

吉冨 健太   専門調査員 

 

JICAザンビア事務所 

米林 徳人   所長 

松村 元博   次長 

二見 伸一郎   所員 

後藤 理沙   所員 

Nyambe NAMBAYO  プログラムオフィサー（教育、民間連携、PR） 

 

4． 討議議事録及び当初要請からの変更点 

(1) 要請内容 

観光省と合意した討議議事録は別添のとおりである。当初要請内容から削除・変更した機材は表-

12、追加した機材は表-13 のとおりである。 

表-12 当初要請内容から削除・変更した機材 

機材名 数量 理由 

フィールドワーク用カメラ 3 → 1 使用計画により数量変更 

マクロ撮影及び活動用カメラ 2 → 2 使用計画により機材構成変更 

フィールドワーク及び活動用カメラ 3 → 1 使用計画により数量変更 

ビデオカメラ 3 → 0 カメラで代替可能なため削除 

双眼鏡（8 x 42） 10 → 3 使用計画により数量変更 

双眼鏡（10 x 42） 10 → 3 使用計画により数量変更 

GPS 4 → 3 使用計画により数量変更 

デジタル素材編集用パソコン 3 → 1 使用計画により数量変更 

ビデオ編集ソフトウエア 3 → 0 デジタル素材編集用パソコンに含めたため削除 

生物顕微鏡 3 → 2 使用計画により機種・数量変更 

実体顕微鏡 3 → 2 使用計画により数量変更 

デジタル顕微鏡 3 → 0 他の顕微鏡で代替できるため削除 

ポータブルデジタル顕微鏡 3 → 2 使用計画により数量・機種変更 

オーディオレコーダー 3 → 2 使用計画により数量変更 

ボイスレコーダー 5 → 2 使用計画により数量変更 

電子ばねばかりセット 18 → 1 使用計画により数量・機材構成変更 

書籍スキャナー 2 → 0 使用計画、優先順位により削除 

書籍スキャナー 2 → 0 使用計画、優先順位により削除 

フラットベッドスキャナー 2 → 1 使用計画により数量変更 

A1 レザーカラープリンター 1 → 0 使用計画、優先順位により削除 

A3 レザーカラープリンター 4 → 0 使用計画、優先順位により削除 
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機材名 数量 理由 

屋内用 PAシステム 2 → 1 屋内用と野外用に分けたため数量変更 

プロジェクター 4 → 2 使用計画により数量変更 

プロジェクター用スクリーン 4 → 2 使用計画により数量変更 

コピー機 3 → 0 使用計画、優先順位により削除 

寝袋 10 → 5 使用計画により数量変更 

スリーピングマット 10 → 0 
使用計画により数量変更し、寝袋に含めたため

削除 

加湿器 10 → 5 使用計画により数量変更 

除湿器 10 → 5 使用計画により数量変更 

空調 45 → 19 使用計画により数量変更 

水分計 3 → 1 使用計画により数量変更 

環境測定器 20 → 20 使用計画により機種変更 

タッチスクリーンシステム 10 → 6 使用計画により数量変更 

タッチスクリーンシステム用ソフトウ

エア開発 
5 → 0 使用計画により削除 

インタラクティブプロジェクションシ

ステム 
1 → 0 使用計画、優先順位により削除 

ラップトップ型パソコン 14 → 3 使用計画により数量変更 

感熱式プリンター 2 → 0 使用計画、優先順位により削除 

ポータブル HDD 10 → 0 使用計画、優先順位により削除 

強盗・火災報知器 1 → 0 CCTV で多くの機能をカバーできるため削除 

ポータブルオーディオプレーヤー 8 → 6 使用計画により数量変更 

撮影スタジオ照明機材 2 → 1 使用計画により数量変更 

pH メーター 3 → 2 使用計画により数量変更 

LED ヘッドバンド式ルーペ 5 → 0 使用計画、優先順位により削除 

照度計 3 → 0 環境測定器に機能が含まれるため削除 

 

表-13 当初要請内容に追加した機材 

機材名 数量 理由 

野外用 PAシステム 0 → 1 屋内用と野外用に分けたため追加 

ドライキャビネット 0 → 2 使用計画により追加 

 

(2) その他 

案件名について、以下の通り変更となった。 

 

＜和文＞ 

- 要請当初：リビングストン博物館展示企画機材整備計画 

- 変 更 後：リビングストン博物館における研究、保存、展示及び教育のための機材整備計画 
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＜英文＞ 

- 要請当初：The Project for the Improvement of Exhibition Equipment at the Livingstone Museum 

- 変 更 後：The Project for the Improvement of Equipment for Research, Conservation, Exhibition and 

Education at the Livingstone Museum 

 

5． 参考資料 

特になし。 

 

6． その他の資料・情報 

特になし。 
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